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第３部　総合的な医療福祉提供体制の整備
第１章　医療福祉提供体制のあり方
１　地域医療体制の整備
○�　市町、保険者は、健康診断に基づく保健指導を通じて、ハイリスク者に対する診療所、
病院での受診を推進することで、保健と医療および医療機関相互の連携を図ります。
○�　本県の医療提供体制は、二次保健医療圏域を基本とし、地域の実情に応じて救急医療、災
害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急医療を含む。）、居宅等
における医療（在宅医療）等の医療が効果的、効率的に提供できるよう整備・充実を図ります。
○�　二次保健医療圏域で特定の医療機能が不足する場合には、隣接する保健医療圏域との連
携を強化したり、従来の二次保健医療圏域にかかわらず弾力的に圏域を設定したりするな
ど、限られた医療資源を有効に活用することで、医療提供体制の確保を図ります。
○�　三次保健医療圏域は、滋賀県全域として、特殊な診断や治療を必要とする高度・専門的
な医療、先進的な技術と医療機器の整備を必要とする医療などに対応します。

２　医療機関の機能分化と連携
○�　超高齢社会・人口減少社会を迎え、人口の急速な高齢化に伴い医療需要の増加が見込ま
れる中、限られた医療資源を効果的、効率的に活用するため、地域の医療機関の機能の分
化と連携を進めるとともに、在宅医療を進めることで、急性期から回復期、慢性期、在宅
に至るまでの体制を構築します。
○�　医療機関が担っている医療機能（急性期、回復期、慢性期など）の情報を把握、分析し、
必要な医療機能がバランスよく提供される体制が構築されるよう努めます。
○�　地域の医療機関が一体となって患者中心の医療を実現するため、入退院調整機能の充実や
地域連携クリティカルパスの活用を進め、切れ目のない連携体制を構築できるよう努めます。
○�　各保健医療圏域における医療機関の機能の分化と連携は、地域医療構想における将来推計
を参考に、県や市町、医療機関、医師会等で構成される地域医療構想調整会議において協議・
調整を行い、地域医療介護総合確保基金も活用しながら、関係者の協力を得て進めます。
○�　病院と診療所の連携は、地域医療体制を構築する上で重要なことから、地域のかかりつ
け医と病院の適切な役割分担を図ることができる地域医療支援病院＊（大津赤十字病院、
市立大津市民病院、済生会滋賀県病院、草津総合病院、県立総合病院（旧成人病センター）、
公立甲賀病院、近江八幡市立総合医療センター、彦根市立病院、市立長浜病院、長浜赤十
字病院、高島市民病院）の積極的・主体的な取組を求めていきます。また、開放病床の利
用促進を図り、病院と診療所の連携を推進します。

３　医療と介護の一層の連携
○�　超高齢社会のもと、日常生活上の支援が必要な高齢者や医療・介護のニーズを併せ持つ
高齢者の増加が見込まれることから、医療と介護の一層の連携を図り、効率的かつ質の高
い医療提供体制の構築と地域の特性に応じた地域包括ケアシステムの構築を車の両輪とし
て取り組んでいきます。
○�　高齢者の増加に伴い新たに生じる在宅医療・介護サービス需要に適切に対応しながら、
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県民が適切な場所で必要な医療・介護サービスを受けることができるよう、医療・介護の
サービス提供体制の整備を推進します。

４　公立・公的病院等の機能充実
○�　公立・公的病院は、二次保健医療圏域の中核的医療機関として、病病連携、病診連携の
中心になるとともに、地域の医療ニーズや県域全体のバランスを考慮し、効果的で効率的
な医療機能の充実が図れるよう、医療水準の向上に努めるものとします。
○�　併せて、地域の医療機能の分化・連携を進めるため、公立病院にあっては「新公立病院
改革ガイドライン＊」を参考に策定する「新公立病院改革プラン」においてその果たすべ
き役割を明確化し、経営の効率化、再編・ネットワーク化などに取り組むとともに、公的
病院にあっては国からの要請に基づき策定する「公的医療機関等2025プラン」においてそ
の果たすべき役割や将来の方向性を示し、それに沿った取組を進めるものとします。
○�　民間病院は、現在では、回復期、慢性期だけでなく、急性期における三次機能を担うな
ど、本県が目指す切れ目のない医療を提供する重要な役割を担っており、今後も二次保健
医療圏域のみならず県全体の医療機能の充実に寄与するものと期待されます。
○�　滋賀医科大学医学部附属病院は、県内唯一の特定機能病院＊として、効率的で質の高い
医療を提供するとともに、大学では高度先進的医療の研究開発や優れた医師、看護師等の
医療人材の育成が行われています。引き続き患者の立場に立った全人的医療を理念として、
本県の地域医療や医療福祉の分野への貢献が期待されます。
○�　県立病院は、全県を視野に入れ、将来を展望して、県民の皆さんの望ましい健康を創生
するためにそれぞれのビジョンに基づいて、必要な医療を提供していきます。その機能充
実の方向性は以下のとおりです。

（１）県立総合病院（旧成人病センター）
○�　県立の急性期医療機関として、がん、心疾患、脳血管疾患等の生活習慣病に対する高度
専門医療を提供するとともに、運動器の障害や認知症など、複合的に生じる様々な疾患に
も対応し、安全で質の高い医療を提供します。
○�　がん医療に関しては、都道府県がん診療連携拠点病院として引き続き全県のがん医療の
質の向上と均てん化＊を推進するとともに、地域のがん診療の中核的医療機関としての機
能を発揮します。また、病理標本を電子化しICT（情報通信技術）を活用して遠隔診断を
行う遠隔病理診断ネットワーク事業を更に推進し、県内の病理診断の充実強化および質の
向上に取り組みます。
○�　地域医療支援病院として、急性期から回復期、在宅への切れ目ない医療の提供に向けて、
地域医療構想を踏まえながら病床機能を最適化しつつ、地域の医療機関との役割分担と連
携の強化を図るとともに、地域の医療機関の人材育成を支援します。
○�　研究所においては、生来の高度難聴や加齢性難聴の治療のための新型人工内耳の開発な
ど、より臨床に直結した研究を進めます。

（２）小児保健医療センター
○�　一般医療機関では対応困難な心身障害児、小児慢性疾患や難治性疾患に対する高度専門
的かつ包括的医療を充実・強化するとともに、県民ニーズに対応した全県的医療の提供を
図ります。
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○�　周産期医療における後方支援病院として、NICU（新生児集中治療管理室）および
GCU＊（新生児治療回復室）に退院困難で長期入院している児の在宅移行に向けた受入れ
を行います。
○�　在宅療養を支援するため、家族負担を軽減する短期入院を積極的に受け入れるとともに、
地域の医療機関や訪問看護ステーションとの連携を図ります。
○�　成人に達した患者への総合的な医療サービスを提供するため、地域診療所などとの連携
のシステムを構築し、地域の受入体制整備への協力、成人に達した患者の紹介窓口の設置
など、小児期から成人期へ切れ目なく移行できる体制づくりに努めます。
○�　今後においても健やかな子育ての拠点として、早期診断、早期治療、療育のシステムを
構築します。

（３）精神医療センター
○�　県内の精神医療を担う中核施設として、地域医療機関や保健所など関係機関との連携の
もと、思春期精神障害、アルコール依存症等中毒性精神障害、触法精神障害、身体疾患を
伴う精神障害などの処遇困難症例を中心として高度・特殊専門医療の充実・向上を図ります。
○�　また、精神科救急医療システムにおける後方病院としての役割を担っていることから、
処遇困難な救急患者に確実に対応できる体制を維持します。
○�　更に、医療観察法＊に基づく鑑定入院および指定通院・指定入院医療機関としての役割
を果たし、法対象患者の円滑な社会復帰に努めます。
○�　このほか、長期入院患者の退院促進等に向けた福祉施設等関係機関との連携強化を図る
とともに、訪問看護等をより積極的に推進し、地域で生活を送る退院後の患者への医療提
供を促進することにより、治療から社会復帰に至るまでの一貫したサービスを提供します。

５　保健所機能の充実強化
○�　近年の医療福祉を取り巻く環境の変化を背景に、多様化・高度化する地域住民のニーズ
に応えるため、保健所には二次保健医療圏域での地域診断に基づく企画調整機能と技術的
助言などの広域的・専門的な役割が一層求められてきています。
○�　健康づくりや介護予防などの取組について、関係団体、学校、企業等による活動や市町
の施策との積極的な連携・協働を図り、健康づくりを支援します。
○�　保健所がコーディネーターの役割を果たしながら、関係機関や住民の参加によるネット
ワークづくりを進め、圏域単位で策定している医療福祉ビジョンの取組を地域が一体と
なって実践することにより、地域・住民が守り育てる医療福祉の実現に努めます。
○�　保健所は、2025年を見据えた地域包括ケアシステムの構築に向け、市町、関係機関・団
体と地域の課題や取組の方向性等を共有するとともに、連携・協働しながら、切れ目のな
い円滑な医療福祉サービスの提供体制の確保に努めます。
○�　災害や感染症などの健康危機事案に備えて、平常時から市町・関係団体等と連携し、情
報共有や体制整備に努めるとともに、発生時には、市町・医療機関等との調整を図り、被
害を受けた者や地域住民に対する医療福祉を確保し、心のケア等の支援を行います。
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第２章　地域医療構想
○�　この計画においては、平成28年（2016年）３月に策定した「滋賀県地域医療構想」を、
引き続き医療計画において定めるべき「地域医療構想」に位置付けるものとします。
○�　この「滋賀県地域医療構想」に基づき、地域ごとの病床機能の分化・連携を推進してい
くこととします。
○�　「滋賀県地域医療構想」は、別冊のとおりであり、その概要は、以下のとおりです。
　�　なお、病床機能報告の結果については、別冊では平成27年度（2015年度）の滋賀県調査
結果を記載していますが、以下の概要では、平成28年度（2016年度）の結果に置き換えて
います。

１　地域医療構想策定の趣旨
○�　我が国では、平成37年（2025年）には、団塊の世代全てが75歳以上となり、３人に１人
が65歳以上、５人に１人が75歳以上となります。今後、高齢化が更に進展すると医療や介
護を必要とする人がますます増加しますが、現在の医療・介護サービスの提供体制のまま
では十分対応できないことが予想されます。
○�　平成26年（2014年）６月、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため
の関係法律の整備等に関する法律」（医療介護総合確保推進法）が成立し、各都道府県に
おいて地域医療構想を策定することが義務づけられました。その目的は、①地域の医療需
要（患者数）の将来推計等をデータに基づき明らかにすること、②構想区域ごとの各医療
機能の必要見込量について検討すること、③地域にふさわしいバランスのとれた医療機能
の分化と連携を推進すること、④地域で安心して暮らせる地域包括ケアシステムを構築す
ることです。
○�　これを受け、本県でも平成28年（2016年）３月に「滋賀県地域医療構想」を策定しまし
た。

２　滋賀県地域医療構想の概要
（１）構想区域の設定
○�　地域医療構想における構想区域については、現在の二次保健医療圏域と同様の範囲とし
ていますが、今後二次保健医療圏の見直し検討に合わせ、必要に応じて見直すこととしま
す。

（２）医療機能の現状
ア　病床機能報告制度について
　○�　病床機能報告は、医療法第30条の13の規定により、医療機関が有する病床（一般病床

および療養病床）において担っている医療機能の現状と今後の方向について、次表の機
能区分の定義に基づき病棟単位で選択し、都道府県に報告する制度です。
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表　３―２―２－１　医療機能４区分

機能区分 医療機能の内容

高度急性期

・�急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提
供する機能。
※�高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例
　�救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療
回復室、小児集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対
して診療密度が特に高い医療を提供する病棟

急 性 期 ・�急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

回 復 期

・�急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供す
る機能
・�特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頸部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの
向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復
期リハビリテーション機能）

慢 性 期
・�長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
・�長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロ
フィー患者または難病患者等を入院させる機能

注１：�回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能」や「回復期リハビリテーション機能」
のみではなく、現状において、リハビリテーションを提供していなくても「急性期を経過した患者への
在宅復帰に向けた医療」を提供している場合には、回復期機能を選択できることとされています。

注２：�地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は、回復期機能を選択し、
主に急性期機能を提供している場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の役割や入院患者の状態
に照らして、医療機能を適切に選択することとされています。

イ　病床機能報告の結果
　○�　平成28年度（2016年度）の病床機能報告では、対象医療機関は、89機関（50病院、39

診療所）、対象病床数は、12,472床です。
　○�　平成28年（2016年）７月１日時点の医療機能の内訳、６年経過後の医療機能の予定は

次の図表のとおりとなっています。

図　３－２－２－２　医療機能別病床数（県全体）
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表　３－２－２－３　医療機能別病床数（県全体）　
平成28年（2016年）７月１日時点の医療機能

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 合　計

病床数① 2,232 5,399 1,452 3,208 138 12,429

構成比 18.0％ 43.4% 11.7％ 25.8％ 1.1% 100％

平成28年（2016年）７月１日から６年経過後の医療機能の予定

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 合　計

病床数② 2,235 5,315 1,779 2,997 106 12,432

構成比 18.0％ 42.8％ 14.3％ 24.1％ 0.9% 100％

合②－①計 12 ▲84 327 ▲211 ▲32 ３

（３）医療需要の推計
ア　推計の考え方
　○�　構想区域ごとの医療需要の推計方法については、医療法施行規則等で定められ、詳細

は「地域医療構想策定ガイドライン（厚生労働省作成）」（以下「ガイドライン」という。）
でまとめられています。これらに基づき、医療需要と必要病床数については、４つの医
療機能（高度急性期、急性期、回復期、慢性期）ごとに推計しています。

　○�　高度急性期、急性期および回復期の医療機能は、患者に対して行われた診療行為を診
療報酬の出来高点数（入院基本料相当分は含まない）で換算した値（以下「医療資源投
入量」という。）で区分します。

　○�　慢性期の医療機能は、医療資源投入量を用いず、慢性期機能の入院患者数の一定割合
について、在宅医療等で対応する患者数として見込む前提で推計しています。

　　【医療需要の推計方法】

　　　 × ＝
2013年の

性・年齢階級別の
入院受療率

2025年の
性・年齢階級別の
推計人口

性・年齢階級別
2025年の
医療需要

イ　医療機能別の推計
　○�　医療機能別の医療需要推計では、「医療機関所在地ベース」と「患者住所地ベース」

の２つの推計値がありますが、滋賀県地域医療構想では、医療機関所在地ベースに基づ
き病床数を推計しています。

　　�　ただし、今後の関係者の協議においては、患者住所地ベースによる医療需要について
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も参考としながら必要な病床が確保できるよう検討を進めていくことが必要です。
　○�　医療機関所在地ベースでは、平成37年（2025年）の１日あたり医療需要は高度急性期

が957人、急性期が3,017人、回復期が3,221人、慢性期が2,384人と推計されます。

表・図３―２―２－４　医療機能別（高度急性期～慢性期）の医療需要

　○�　在宅医療等の需要は、平成25年（2013年）の9,278人／日に対して、平成37年（2025年）
は、医療機関所在地ベースの場合、13,995人／日（1.51倍）と見込まれています。

表３―２―２－５　在宅医療等の医療需要

2013年度
医療需要①
〔医療機関〕

2025年　在宅医療等の医療需要（人）

〔医療機関〕
② 差引②-① 増加率 〔患者住所〕

③ 差引③-① 増加率

滋賀県
在宅医療等 9,278 13,995 4,717 151% 14,218 4,941 153%

(再掲)うち訪問診療分 5,193 7,428 2,235 143% 7,504 2,310 144%

※�在宅医療等の需要には、訪問診療や老健施設で対応する需要のほか、医療資源投入量175点未満、慢性期機
能から移行する分の需要も含まれています。

（４）平成37年（2025年）における必要病床数
○�　病床数の推計は、現在の患者流出入の状況が続くと仮定した供給数（医療機関所在地ベー
ス）に基づき推計しています。
○�　各構想区域における平成37年（2025年）の病床推計は、推定供給数を病床稼働率で除し
て求めることとされています。

②－③

高度急性期 840 957 997 117 113.9% 157 118.7% -40
急性期 2,517 3,017 3,078 500 119.9% 561 122.3% -61
回復期 2,529 3,221 3,281 692 127.4% 752 129.7% -60
慢性期 2,468 2,384 2,478 -84 96.6% 10 100.4% -94

計 8,354 9,579 9,834 1,225 114.7% 1,480 117.7% -255

滋賀県

+流入
-流出医療需要

〔医療機関〕

（人/日）②

医療需要
〔患者住所〕

（人／日）③

2025年推計

現行の流出入 流出入調整後

2025需要②-2013需要① 2025需要③-2013需要①

医療需要　増減（人／日）2013年度
医療需要
〔医療機関〕

（人/日）①

840

2,517 2,529 2,468

957

3,017
3,221

2,384

997

3,078
3,281

2,478

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

高度急性期 急性期 回復期 慢性期

2013
医療機関ベース
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医療機関ベース

2015
患者住所ベース
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○�　病床稼働率は医療法施行規則で定められており、高度急性期75%、急性期78%、回復期
90%、慢性期92%となっています。
○�　推計の結果、平成37年（2025年）に必要と推定される病床数は、高度急性期で1,277床、
急性期で3,871床、回復期で3,579床、慢性期で2,592床、合計11,319床となっています。

　　【必要病床数の推計方法】

　　　

÷ ＝2025年の
医療需要

病床稼働率
高度急性期75％
急性期78％
回復期90％
慢性期92％

2025年の
医療機能別
必要病床数

表３―２―２－６　医療機能別・病床数の推計

構想区域 医療機能
区分

2025年医療需要
（患者住所地ベース
の医療需要）①

2025年医療供給

現在の医療提供体制が
変わらないと仮定した
場合の供給数　②

病床の必要量（病床稼働
率で割り戻した病床数）

③

（人／日） （人／日） （床）

滋賀県

高度急性期 997 957 1,277

急性期 3,078 3,017 3,871

回復期 3,281 3,221 3,579

慢性期 2,478 2,384 2,592

合　計 9,834 9,579 11,319
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表３―２―２－７　医療機能別・病床数の内訳

構想区域 医療機能
区分

2025年医療需要
（患者住所地ベースの

医療需要）　①

2025年医療供給
現在の医療提供体制が変
わらないと仮定した場合

の供給数　②

病床の必要量（病床稼働
率で割り戻した病床数）

③
（人／日） （人／日） （床）

大津 高度急性期 283 352 470
急性期 810 905 1,161
回復期 819 865 961
慢性期 676 593 645
合　計 2,588 2,715 3,237

湖南 高度急性期 217 221 294
急性期 697 779 999
回復期 751 803 892
慢性期 475 479 521
合　計 2,140 2,282 2,706

甲賀 高度急性期 96 58 78
急性期 314 242 311
回復期 389 403 448
慢性期 282 314 341
合　計 1,081 1,017 1,178

東近江 高度急性期 158 131 174
急性期 448 378 485
回復期 527 496 551
慢性期 403 572 622
合　計 1,536 1,577 1,832

湖東 高度急性期 93 61 82
急性期 339 277 355
回復期 350 264 293
慢性期 277 261 284
合　計 1,059 863 1,014

湖北 高度急性期 121 121 161
急性期 350 347 446
回復期 278 259 288
慢性期 248 62 67
合　計 997 789 962

湖西 高度急性期 29 13 18
急性期 120 89 114
回復期 167 131 146
慢性期 117 103 112
合　計 433 336 390

３　滋賀県地域医療構想策定後の取組
（１）地域医療構想調整会議
○�　地域医療構想策定後、平成28年度（2016年度）から構想区域ごとに、地域の医療関係者、
保険者をはじめとする関係者で構成する地域医療構想調整会議を設置し、地域医療構想の
実現に向けた協議を行っています。
○�　今後も引き続き、各構想区域での現状や課題、目指すべき方向性について認識の共有を
図るとともに、医療機能の分化・連携に向けた協議を進めます。
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第３章　疾病・事業ごとの医療福祉体制
１　がん

目指す姿

▶  県民が、がんを知り、がんを予防し、がんになっても納得した医療・支援が切れ目
なく受けられ、自分らしく暮らせる滋賀を目指す

取組の方向性
　（１）科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実
　（２）患者本位のがん医療の実現
　（３）尊厳をもって安心して暮らせる社会の構築
　（４）これらを支える基盤の整備

現状と課題
（１）がんの死亡と罹患
○�　本県の死因のトップは悪性新生物（以下「がん」という。）であり、全死亡の約３割を
占めています。平成28年（2016年）の75歳未満の年齢調整死亡率は70.0（全国76.1）で、
低下傾向にあります。（平成28年人口動態統計）
○�　本県の平成28年（2016年）のがんによる死亡者数は、3,641人であり、男性が2,182人、
女性が1,459人です。部位別では、男性女性ともに、「肺がん」「胃がん」「大腸がん」「膵
臓がん」の順に多くなっています。（平成28年人口動態統計）
○�　本県の平成25年（2013年）の地域がん登録＊による、がんのり患数は、約8,500人であり、
男性が5,000人、女性が3,500人です。部位別では、男性が「胃がん」「肺がん」「大腸がん」
「前立腺がん」、女性が「乳がん」「大腸がん」「胃がん」「肺がん」の順に多くなっています。
○�　小児がんは、小児の病死原因の第１位です。小児がんは、成人のがんと異なり生活習慣
に関係なく、乳幼児から思春期、若年成人まで幅広い年齢に発症し、希少で多種多様なが
ん種からなります。
○�　小児がんの年間患者数は、全国で約2,000人です。本県では、平成29年（2017年）７月
末の小児慢性特定疾病医療費助成の受給状況によると、がんによる受給者数は217人です。

（２）　がんの予防（１次予防）
○�　がんの予防は、国立がん研究センターによると、「禁煙」「節酒」「食生活（バランスよく、
食塩摂取は最小限に、野菜・果物不足にならない）」「身体活動」「体形（適正体重＊をこ
ころがける）」「感染」の６つに対する対応が科学的根拠に基づくとされています。
○�　がんと関係する感染症は、肝がんと関係する肝炎ウイルス、子宮頸がんと関係するヒト
パピローマウイルス、胃がんと関係するヘリコバクター・ピロリ菌などがあります。
○�　感染症の中で、がんの予防が治療によって可能な肝炎ウイルスについて、肝炎ウイルス
検査の勧奨やウイルス陽性者の確実な治療への支援が必要です。
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○�　がんの予防は、生活習慣に関係するものであるため、県民が正しい知識を持ち、生活習
慣を改善していくことが必要です。

（３）がんの早期発見・がん検診（２次予防）
○�　がん検診受診率は、平成28年国民生活基礎調査によると、胃がん37.1%、肺がん
41.1%、大腸がん38.8%、乳がん34.2%、子宮がん33.2%でいずれの検診も全国平均を下
回っており、がん検診の受診率50%の目標に及ばない状況です。
○�　がん検診によってがんが早期発見されると、治療による生活への影響が少なくなるとと
もに、がん死亡率減少につながるため、がん検診の受診率を向上させることが必要です。
○�　県内の市町がん検診は、有効性評価がされた国の「がん予防重点健康教育及びがん検診
実施のための指針」に基づいた「がん検診のための指針」に基づいて行われています。
○�　県内の市町がん検診の精度を示す、精密検査受診率は、全国トップレベルであり、その
他の精度管理指標についても国の示す許容値内であり、がん検診の精度は高い状況です。
○�　県は、がん対策推進協議会のがん予防・がん検診部会において、市町が行うがん検診の
精度管理の維持と向上に努めています。
○�　職域におけるがん検診は、市町がん検診のように、指針等で定められたものはなく、が
ん検診の実施の有無やがん検診が実施されている場合でも種類や方法は様々で、精度管理
が不十分な場合が多いことが平成25年度（2013年度）に県が実施した調査でわかっていま
す。
○�　職域におけるがん検診は、国が策定する予定である「職域におけるがん検診に関するガ
イドライン（仮称）」の普及啓発を行う必要があります。

（４）がんの医療提供体制
ア　診療所の役割
　○�　身近な診療所で検査を受け、がんを疑われた際には、確定診断可能な病院へ紹介し、

その後、地域連携クリティカルパスなどにより、かかりつけ医としての適切なフォロー
アップを行っています。

　○�　在宅療養を希望する患者に対しては、訪問看護ステーション、薬局等の医療福祉関係
者と連携して在宅医療が提供されるよう体制整備を進めています。

イ　病院の役割
　○�　病院はそれぞれの専門性に応じ、かかりつけ医と連携しながら検査、診断、治療を行っ

ています。
　○�　地域におけるがんの専門的な医療の提供を行うとともに、がん診療に携わる医師を対

象とした緩和ケア＊等の研修の実施、院内がん登録の実施、がん患者等に対する情報提
供や相談支援などの役割を担うため、次のとおり病院の指定がされています。
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表３－３－１－１　厚生労働大臣が指定する病院　
種　別 役　　割 圏　域 病院名

都道府県
がん診療
連携拠点
病院

地域がん診療連携拠点病院に対する診療支
援、医療従事者に対する研修の実施など、
県内のがん医療のコーディネーターの役割
を担う。

－ 県立総合病院（旧成人病センター）

地域がん
診療連携
拠点病院

各二次保健医療圏域において、専門的なが
ん医療の提供を行うとともに、圏域内の医
療機関に対する診療支援、医療従事者に対
する研修、患者等に対する相談支援などを
行う。

大　津 大 津 赤 十 字 病 院

湖　南 県立総合病院（旧成人病センター）

甲　賀 公 立 甲 賀 病 院

東近江 滋賀医科大学医学部附属病院

湖　東 彦 根 市 立 病 院

湖　北 市 立 長 浜 病 院

地域がん
診療病院

上記のがん診療連携拠点病院が無い地域
（二次保健医療圏）に、基本的に隣接する
地域のがん診療連携拠点病院のグループと
して指定され、拠点病院と連携しつつ、専
門的ながん医療の提供、相談支援や情報提
供などの役割を担う。

湖　西 高 島 市 民 病 院
（大津赤十字病院のグループ指定）

表３－３－１－２　知事が指定する病院
種　別 役　　割 圏　域 病院名

滋賀県がん
診療連携
拠点病院

都道府県がん診療連携拠点病院の機能と同
じ。 －

滋賀医科大学医学部附属病院

県立総合病院（旧成人病センター）

滋賀県がん
診療高度
中核拠点
病院

がん医療における高度先進医療を提供する
とともに、医師等の人材支援、人材育成の
中核を担う。

－ 滋賀医科大学医学部附属病院

滋賀県がん
診療広域
中核拠点
病院

大津保健医療圏域における専門的ながん医
療の提供に加え、広域的に専門的ながん医
療の提供を行う。

－ 大 津 赤 十 字 病 院

滋賀県地域
がん診療
連携支援
病院

がん診療連携拠点病院と連携し、各二次保
健医療圏域において専門的ながん医療の提
供を行う。

大　津 市 立 大 津 市 民 病 院

湖　南
草 津 総 合 病 院

済 生 会 滋 賀 県 病 院

東近江
近江八幡市立総合医療センター

国立病院機構東近江総合医療センター

湖　北 長 浜 赤 十 字 病 院



−63−

第
３
章　
疾
病
・
事
業
ご
と
の
医
療
福
祉
体
制

第
３
部

○�　がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、地域がん診療連携支援病院を中心に、我が
国に多いがん（肺・胃・肝・大腸・乳がん。以下「５大がん」という。）の診療ガイドラ
イン＊に基づく集学的治療＊を提供しています。

○�　がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、地域がん診療連携支援病院により、県民が
質の高い医療を身近な地域で受けられるようにがん医療の均てん化を進めてきました。
○�　がん医療の集学的治療を実施している病院は二次保健医療圏域別にみると、大津４、湖
南４、甲賀１、東近江４、湖東１、湖北２、湖西１か所です。
○�　５大がんの標準的治療を自院で行うことができる病院数は、肺がん13、胃がん27、大腸
がん27、肝がん21、乳がん21か所です。
○�　セカンドオピニオン＊を提示する機能がある病院は、肺がん17、胃がん20、大腸がん
20、肝がん20、乳がん18か所です。
○�　小児がんの集学的治療ができる病院は大津圏域の３か所のみとなっています。
○�　滋賀医科大学医学部附属病院と大津赤十字病院は、近畿ブロック小児がん診療病院とし
て、国が指定する小児がん拠点病院と協力・連携して医療を提供しています。
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図３－３－１－３　滋賀県のがんに関する指定病院　
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表３－３－１－４　がん診療機能を有する病院
診��療��機��能

成����人 小����児

検
診
・（
検
診
ド
ッ
ク
）

病
理
診
断　

放
射
線
診
断　
　

集
学
的
治
療

手
術
療
法

内
視
鏡
治
療　
　

放
射
線
治
療　

薬
物
療
法
（
化
学
療
法
）

免
疫
療
法　

緩
和
ケ
ア　

検
診
・（
検
診
ド
ッ
ク
）

病
理
診
断　

放
射
線
診
断　
　

集
学
的
治
療

手
術
療
法

内
視
鏡
治
療　
　

放
射
線
治
療　

薬
物
療
法
（
化
学
療
法
）

免
疫
療
法　

緩
和
ケ
ア　

大津

（支） 市立大津市民病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（拠） 大津赤十字病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大津赤十字志賀病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（特）
（拠） 滋賀医科大学医学部附属病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域医療機能推進機構滋賀病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○
ひかり病院 ○
琵琶湖大橋病院 ○ ○ ○ ○ ○
琵琶湖中央病院 ○ ○ ○

湖南

近江草津徳洲会病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（支） 草津総合病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

びわこ学園医療福祉センター草津 ○ ○
南草津野村病院 ○ ○
南草津病院 ○ ○ ○ ○

（拠） 県立総合病院（旧成人病センター）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
済生会守山市民病院 ○ ○ ○ ○

（支） 済生会滋賀県病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
野洲病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲賀

甲賀市立信楽中央病院 ○ ○ ○ ○ ○
甲南病院 ○ ○ ○ ○ ○

（拠） 公立甲賀病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
生田病院 ○ ○ ○ ○

東近江

ヴォーリズ記念病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（支） 近江八幡市立総合医療センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（支） 国立病院機構東近江総合医療センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

湖東記念病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
青葉病院 ○
東近江敬愛病院 ○ ○ ○ ○ ○
東近江市立能登川病院 ○ ○ ○
日野記念病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

湖東

（拠） 彦根市立病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
彦根中央病院 ○ ○
友仁山崎病院 ○ ○ ○ ○ ○
豊郷病院 ○ ○ ○ ○ ○

湖北
（拠） 市立長浜病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（支） 長浜赤十字病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長浜市立湖北病院 ○ ○ ○ ○ ○

湖西 （地診）高島市民病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
マキノ病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

（特） 特定機能病院 33 23 29 18 30 30 12 34 12 23 6 7 8 3 3 3 3 3 2 5
（拠） がん診療連携拠点病院
（地診）地域がん診療病院
（支） がん診療連携支援病院

� 「医療機能調査」（平成29年度）（滋賀県）
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表３－３－１－５　がんの標準治療とセカンドオピニオン提供体制の状況
診　療　体　制

肺がん 胃がん 大腸がん 肝がん 乳がん
自
院
で
標
準
治
療
を
行
う
体
制

が
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る

他
の
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機
関
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の
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で
標

準
治
療
を
行
う
体
制
が
あ
る

セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
を
提
示

す
る
機
能
が
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る

自
院
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準
治
療
を
行
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体
制

が
あ
る

他
の
医
療
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と
の
連
携
で
標
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治
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を
行
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体
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あ
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カ
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オ
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す
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る

自
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で
標
準
治
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を
行
う
体
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が
あ
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他
の
医
療
機
関
と
の
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携
で
標

準
治
療
を
行
う
体
制
が
あ
る

セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
を
提
示

す
る
機
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る

自
院
で
標
準
治
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を
行
う
体
制

が
あ
る

他
の
医
療
機
関
と
の
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携
で
標

準
治
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を
行
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体
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が
あ
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セ
カ
ン
ド
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ニ
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他
の
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と
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大津

（支） 市立大津市民病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（拠） 大津赤十字病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大津赤十字志賀病院 ○ ○ ○ ○ ○
（特）
（拠） 滋賀医科大学医学部附属病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域医療機能推進機構滋賀病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ひかり病院
琵琶湖大橋病院 ○ ○ ○ ○ ○
琵琶湖中央病院

湖南

近江草津徳洲会病院 ○ ○ ○ ○ ○
（支） 草津総合病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

びわこ学園医療福祉センター草津
南草津野村病院 ○
南草津病院 ○ ○ ○ ○

（拠） 県立総合病院（旧成人病センター）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
済生会守山市民病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

（支） 済生会滋賀県病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
野洲病院 ○ ○ ○ ○

甲賀

甲賀市立信楽中央病院 ○ ○ ○ ○ ○
甲南病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（拠） 公立甲賀病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
生田病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東近江

ヴォーリズ記念病院 ○ ○ ○ ○
（支） 近江八幡市立総合医療センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（支） 国立病院機構東近江総合医療センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

湖東記念病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○
青葉病院
東近江敬愛病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
東近江市立能登川病院 ○ ○ ○
日野記念病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

湖東

（拠） 彦根市立病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
彦根中央病院
友仁山崎病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
豊郷病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

湖北
（拠） 市立長浜病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
（支） 長浜赤十字病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長浜市立湖北病院 ○ ○ ○ ○ ○

湖西
（地診）高島市民病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

マキノ病院 ○ ○
（特） 特定機能病院 13 23 17 27 22 20 27 22 20 21 24 20 21 27 18
（拠） がん診療連携拠点病院
（地診）地域がん診療病院
（支） がん診療連携支援病院

� 「医療機能調査」（平成29年度）（滋賀県）
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（５）がんの治療
○�　手術療法は、５大がん以外や高度なものについては、大津保健医療圏域や湖南保健医療
圏域のがん診療連携拠点病院を中心に提供されています。
○�　放射線療法は、湖西保健医療圏を除く二次保健医療圏にリニアック＊が整備され提供で
きるようになっています。湖西保健医療圏域では、地域がん診療病院の高島市民病院のグ
ループ指定先であるがん診療連携拠点病院の大津赤十字病院で提供できる体制がとられて
います。
○�　薬物療法は、外来化学療法が増加しており、患者に対する服薬管理や副作用対策等が必
要になっています。
○�　リハビリテーションは、がん治療前後の機能低下や障害の予防と改善のために、がん診
療連携拠点病院、地域がん診療病院、地域がん診療連携支援病院を中心に、がん患者に対
して実施しています。
○�　がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、地域がん診療連携支援病院は、がん患者の
治療方針を検討するために、多職種によるキャンサーボード＊を定期的に行っています。

○�　がん医療の質の向上を図るとともに、５大がんの集学的治療を行う体制を継続すること
が必要です。
○�　がん医療は、個々の状態に応じた治療が行われるよう、チーム医療の充実が必要です。
○�　質の高い医療のために、専門的な医療従事者の配置および育成と、患者および家族に対
するインフォームド・コンセント＊の充実やセカンドオピニオン情報提供の取組が今後も
必要です。

（６）がん種やライフステージ別のがんの治療
ア　希少がん*・難治性がん*

　○�　早期発見や治療が難しい、転移・再発しやすい性質をもつ膵がん、スキルス胃がんな
どの難治性がんは、５年相対生存率が改善されていない状況です。

　○　希少がんは、症例が少なく、標準的な診断や治療法の診療体制が確立されていません。
　○�　希少がん・難治性がんについては、国で治療や体制についての検討が行われていると

ころですが、県内で適切な医療が行えるようにしていくことが必要です。
イ　小児がん
　○�　県内で、小児がんの集学的治療ができる病院は、大津保健医療圏域の３か所のみとなっ

ています。
　○�　小児がん患者には、治療後も発育、臓器障害、合併症などの晩期合併症＊とよばれる
問題が生じることがあります。

　○�　小児がんについては、住んでいる地域で継続的に治療が受けられるよう、診療連携を
充実することが必要です。

ウ　ＡＹＡ世代*のがん（思春期・若年成人世代）
　○�　10歳代のがんり患は毎年約10人です。20歳代では子宮がん、30歳代では子宮がんと乳

がんが多くなっています。
　○�　がん治療に伴う生殖機能等への影響について、県は、県民および医療従事者に対して

啓発するとともに、将来子どもをもつことを望むがん患者に対しては、滋賀がん・生殖
医療ネットワークの医療機関により妊孕

よう

性温存＊治療を行っています。
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　○�　AYA世代は、年代により就学、就労、妊娠、育児など状況が異なり、個々に応じた
情報提供や支援が必要です。

エ　高齢者のがん
　○�　地域がん登録では、全り患約8,500人中、65歳以上は71.5%、75歳以上は42.2%を占

めています。　
　○�　高齢者は、がんと診断される前から合併症や全身状態が不良であることから、標準的

治療の適応とならない場合があります。また、身体状況は個人差が大きいため、それぞ
れが状態に応じて治療の選択ができるように、国で作成が予定される高齢者の診療ガイ
ドラインを活用していく必要があります。

（７）病理診断
○　病理診断の常勤医が不足している二次保健医療圏があります。
○�　滋賀県さざなみ病理ネットは、病理標本を電子化し、ネットワークを活用して術中迅速
診断＊や通常病理診断＊、コンサルテーション等の遠隔病理診断＊を行うシステムで、平成
29年度（2017年度）は13機関が参加しています。
○�　病理医不足による検査結果の遅延の解消、病理医と技師の育成のために遠隔病理診断の
連携機関を拡大し、正確かつ適正な病理診断を提供する体制の強化が必要です。

（８）がん患者の生活を支える体制
ア　緩和ケア
　○�　緩和ケアとは、がんと診断されたときから、身体的・精神的・社会的な苦痛や不安を

緩和することで、療養生活の質の維持・向上を図ることをいいます。
　○�　がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、地域がん診療連携支援病院において緩和

ケアチームと緩和ケア外来が整備されています。
　○�　県内の緩和ケア病棟は、市立大津市民病院（20床）、県立総合病院（旧成人病センター）
（20床）、公立甲賀病院（12床）、ヴォーリズ記念病院（16床）、彦根市立病院（20床）に
整備されています。

　○�　平成28年度滋賀の医療福祉に関する県民意識調査においては、緩和ケアに関する認識
は、「緩和ケアの意味を知っている」が19.2％、「痛みなどの身体症状のみを対象とする
と思っている」が25.0％、「人生の最終段階の患者だけが対象である」が31.5％となっ
ており、県民の理解は十分とは言えない状況です。

　○�　緩和ケア研修会は、平成20年度（2008年度）から、がん診療連携拠点病院、地域がん
診療連携支援病院で開催し、修了者数は、平成28年度（2016年度）末までに、医師1,228
人、看護師、薬剤師、臨床心理士、社会福祉士等の職種では、315人となっています。

　○�　がんと診断されたときからの緩和ケア提供のために、がん診療に携わる全ての職種に
対して緩和ケア研修会の受講をすすめることが必要です。

　○�　緩和ケア研修は、がん診療連携拠点病院と連携する在宅療養支援診療所、緩和ケア病
棟を有する病院の医師等の受講を促進していく必要があります。

　○�　がんと診断されたときから緩和ケアが受けられることを啓発していくことが必要です。
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イ　相談支援、情報提供
　○�　がん診療連携拠点病院に設置されているがん相談支援センターの平成28年度（2016年

度）の年間相談件数は、6,121件で、地域がん診療連携支援病院のがん相談窓口では2,613
件です。

　○�　がん患者団体連絡協議会が行うがん患者サロン＊は、がん診療連携拠点病院、地域が
ん診療病院、地域がん診療連携支援病院で９か所、がん患者団体が行う小児がん、ＡＹ
Ａ世代や遺族サロンなどはＮＰＯ法人淡海かいつぶりセンターで行われています。

　○�　ピアサポーター＊の活動が可能な相談員は、１保健医療圏域あたり11.9人です。
　○�　がんに関するポータルサイトを、がん患者団体、関係機関、がん診療連携協議会や県

が開設して情報提供をしています。
　○�　がん患者団体や関係機関が行うがん患者サロン、相談や研修などの機関と情報提供の

充実を図る必要があります。
　○�　がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院のがん相談支援センター、地域がん診療連

携支援病院のがん相談窓口の利用の増加や質の向上を図る必要があります。
ウ　地域連携と在宅医療の充実
　○�　県内のがん患者の在宅での死亡は、9.9%（平成27年人口動態統計）となっています。
　○�　在宅療養支援診療所は、137か所あり、人口10万人あたりの数は、9.7か所です。
　○�　地域連携クリティカルパスは、平成22年（2010年）からがん診療連携拠点病院、地域

がん診療病院、地域がん診療連携支援病院で運用しています。平成28年度（2016年度）
までに、1,604件登録されています。

　○�　がん患者が望む場所での在宅療養が可能になるよう、在宅医療、在宅緩和ケア、看取
りの提供体制の構築を引き続き進めていく必要があります。

　○�　地域連携クリティカルパスの運用を増やすためには、病院からの患者への紹介や県民
への啓発が必要です。　

表３－３－１－６　二次保健医療圏域別の在宅医療に関係する医療機関数　

大津 湖南 甲賀 東近江 湖東 湖北 湖西 出展

在宅療養支援診療所 54 27 6 21 6 15 8 H29.10.1
近畿厚生局

末期がん患者に対する
在宅医療提供医療機関 37 14 5 11 4 11 8 H28.3.31

診療報酬施設基準

医療用麻薬処方診療所 13 10 4 5 1 12 6 H26年
医療施設調査
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図３－３－１－７　がんの医療連携のイメージ

エ　がん患者・家族等の社会的な問題
　○�　20歳から59歳までの就労可能年齢で1,956人（全り患数の22.4%）ががんにり患して

います（平成25年地域がん登録）。がんと診断されて療養生活を送る中で、休職、離職
からの経済問題などに直面する人も多いです。

　○�　がんや治療により、アピアランス＊（外見）の変化が生じることで社会生活上に支障
がでることがあります。

　○�　がんになっても働くことができるよう治療と仕事の両立をサポートし、離職や再就職
のための就労支援を充実していく必要があります。

　○�　外見の変化に悩むがん患者に対して相談支援、情報提供をしていく必要があります。
オ　ライフステージに応じたがん対策
　○�　がん治療に伴う生殖機能の低下や妊孕

よう

性温存治療について、がん診療連携拠点病院、
地域がん診療病院、地域がん診療連携支援病院等で医療従事者に対して研修を行い、患
者に情報提供を行えるようにしています。

　○�　小児やＡＹＡ世代、子育て中、就労中のがん患者とその家族には、就学、就労継続、
がんになった親をもつ子ども、がんになった子どものきょうだいへの支援など、がん治
療だけでなく社会生活を送る上で多様な課題があります。

　○�　将来子どもをもつことを希望するがん患者に対し、医療機関で妊孕
よう

性温存治療につい
ての情報提供がなされるよう体制を整備していく必要があります。

　○�　患者の状況に応じた生活支援が行われるように体制を整備していく必要があります。
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（９）がん対策の基盤
ア　人材育成
　○�　がん医療の均てん化を目指して拠点病院を中心に専門的な医療従事者の養成と配置を

行ってきています。
　○�　質の高いがん医療と相談支援を行うために、がんに関する認定薬剤師や専門看護師、

認定看護師、就労支援に関わる相談員など、がん医療・相談支援従事者の人材育成につ
いて引き続き行っていく必要があります。

　○�　高度な医療を行うために、外科治療、放射線治療、薬物療法、免疫療法、緩和ケア、
支持療法などを担う専門的な医療従事者の人材育成を進める必要があります。

表３－３－１－８　がん診療領域に関する二次保健医療圏域ごとの専門職員の配置
職種 医師 薬剤師 看護師 臨��床

心理士
診療録
管理士

放射線
技��師

臨床検査
技����師

医��学
物理士

専門職機能

外
科
的
治
療
に
関
す
る
専
門
知
識
・

技
術
を
有
す
る
医
師

抗
が
ん
剤
治
療
に
関
す
る
専
門
的

知
識
を
有
す
る
医
師

病
理
診
断
医

放
射
線
診
断
に
関
す
る
専
門
的
知

識
を
有
す
る
医
師

放
射
線
治
療
に
関
す
る
専
門
的
知

識
・
技
術
を
有
す
る
医
師

移
植
医
療
に
関
す
る
専
門
的
知
識
・

技
術
を
有
す
る
医
師

小
児
が
ん
医
療
に
関
す
る
専
門
的

知
識
・
技
術
を
有
す
る
医
師

緩
和
ケ
ア
の
専
門
医
師

精
神
腫
瘍
医

専
門
薬
剤
師
、
認
定
薬
剤
師
、
が

ん
薬
物
療
法
に
精
通
し
た
薬
剤
師

専
門
看
護
師
、
認
定
看
護
師
等
が

ん
専
門
看
護
に
精
通
し
た
看
護
師

医
療
心
理
に
携
わ
る
担
当
者

診
療
録
管
理
に
携
わ
る
責
任
者

放
射
線
治
療
に
従
事
す
る
放
射
線

医
師

臨
床
検
査
技
師

医
学
物
理
士

保健医療圏域 常
勤

非
常
勤

常
勤

非
常
勤
常
勤
非
常
勤
常
勤
非
常
勤
常
勤
非
常
勤

常
勤

非
常
勤

常
勤

非
常
勤

常
勤

非
常
勤

常
勤

非
常
勤

常
勤

非
常
勤

常
勤

非
常
勤

常
勤

非
常
勤

常
勤

非
常
勤

常
勤

非
常
勤

常
勤

非
常
勤

常
勤
非
常
勤

大津圏域計 184 8 126 5.1 6 0.8 19 1.5 7 0.4 8 10 0.1 13 4 12 40 0.9 2 9 4.8 34 59 28.5 4

湖南圏域計 117 8.6 33 1.6 5 2 12 1.4 7 1.1 1 0.3 1 9 0.2 24 13 4 12 1 48 1.4 67 1 3

甲賀圏域計 14 2 9 1 3 4 1 1 1 2 1 3 3 3.5 9 1.2 1

東近江圏域計 50 3.3 88 4.8 3 1 9 3 4 0.4 2 8 2 8 14 10 0.8 28 0.8 56 3.4

湖東圏域計 32 0.9 48 0.3 2 0.8 0.7 2 0.1 5 7 2.1 6 8 20 5.8

湖北圏域計 54 11 30 0.5 3 6 1.2 7 1.2 1 0.1 0.1 5 12 2 14 24 30 1 0.2

湖西圏域計 4 7 0.3 2 0.3 5 0.1 2 2 2 5 13 1.94

滋賀県全域計 455 34 341 13 17 7.4 54 8.2 26 3.8 11 0.3 11 0.1 39 2.5 4 1.1 58 0 89 3 13 0 59 6.6 146 2.2 254 41.8 9 0.2

� 「医療機能調査」（平成29年度）（滋賀県）

イ　がん教育
　○�　がん教育は、小学校、中学校、高等学校で行われています。年齢に応じて健康と命の

大切さを学び、がんに対する正しい知識やがん患者への理解につなげるような教育内容
に努めています。

　○�　県民に対するがんに関する知識の普及啓発は、各団体や機関のホームページの充実や
パンフレット、講演会などにより行っています。

　○�　県民が、がんを知り、がん患者への理解を更に深めていく必要があります。
　○�　がんに携わる関係者と学校が、がん教育を協働して進めていく必要があります。
ウ　がん登録
　○�　全国がん登録＊が平成28年（2016年）１月から開始しています。県内のがん登録指定診
療所は11か所です。院内がん登録＊の実施は、一般病床100床以上の32病院中17か所です。

　○�　全国がん登録の、り患、死亡や進行度などのデータを活用して、予防や医療の対策を
検討することが必要です。
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具体的な施策
（１）科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

ア　がんの予防
　○�　県は、関係機関とともに、県民に対してがんのリスクを減少させる生活習慣とがんと

関係する感染症について正しい知識を普及します。
　○�　県は、関係機関とともに、県民に対して適正体重が維持できるよう、食生活改善と身

体活動の習慣化のための支援を進めます。
イ　がんの早期発見、がん検診
　○�　県と市町および関係機関は、個別勧奨や職域との連携により各種がん検診の受診率を

向上します。
　○�　県は、科学的根拠に基づくがん検診を進め、市町と検診機関とともにがん検診全体の

精度管理の向上に努めます。
　○�　県は、がん予防・検診専門部会、がん検診検討会、がん検診精度管理事業、がん登録

の利用によりがん検診の精度管理を行います。
（２）患者本位のがん医療の実現

ア　がん医療の充実
　○�　がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、地域がん診療連携支援病院は、相互の連

携により、医療の均てん化に取り組みます。
　○�　がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、地域がん診療連携支援病院を中心に診療

ガイドラインに基づく集学的治療を提供します。
　○�　県とがん診療連携拠点病院は、がんゲノム医療が受けられる体制を推進します。
　○�　がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、地域がん診療連携支援病院は、セカンド

オピニオンが受けられるよう医療機関で説明します。
　○�　がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、地域がん診療連携支援病院において、多

職種による治療方針の共有、意見交換等を行う検討会を実施して患者の状態に応じたが
ん医療を提供します。

　○�　がん診療連携拠点病院を中心に、治療後の早期回復、日常生活の早期復帰に向けて、
質の高いリハビリテーションを提供します。

　○�　滋賀県がん診療高度中核拠点病院である滋賀医科大学医学部附属病院を中心に、高度・
先進的ながん医療の開発、研究、人材育成に継続して取り組みます。

イ　がん種やライフステージに応じたがん医療の提供
　○�　県は、希少がん・難治性がんに対して、国立がん研究センターの病理コンサルテーショ

ンや情報を活用し、県内で治療が提供できるよう医療提供体制の検討を進めます。
　○�　県は、小児がん・ＡＹＡ世代のがんが適切な治療が受けられるよう医療機関の連携を

進めます。
　○�　県はがん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、地域がん診療連携支援病院とともに、

高齢者のがん患者に対して治療の選択ができるように診療ガイドラインを普及します。
ウ　病理診断
　○�　県は、病理医の育成と常勤医の配置を進めながら、遠隔病理診断を活用して、正確か
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つ迅速な病理診断を提供する体制を維持します。

（３）　尊厳をもって安心して暮らせる社会の構築
ア　がんと診断された時からの緩和ケアの推進
　○�　県とがん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、地域がん診療連携支援病院は、がん

診療に携わる医療従事者の緩和ケア研修会の受講を促進します。
　○�　県とがん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、地域がん診療連携支援病院は、緩和

ケアについての県民の理解をすすめ緩和ケアが早期に受けられるように医療機関の体制
を強化します。

イ　相談支援、情報提供
　○�　県は、患者団体や関係機関が行う取組について支援します。
　○�　がん相談支援センター、がん相談窓口は、相談支援者の質の向上と利用の増加を図り

ます。
ウ　地域連携と在宅医療の充実
　○�　県および医療機関は、がん患者が望む場所での治療や療養が可能になるよう医療・介

護の提供体制の構築に努めます。
　○�　がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、地域がん診療連携支援病院は、地域連携

クリティカルパスの積極的な活用を促進します。
エ　がん患者・家族等の社会的な問題への支援
　○�　県、労働局、医療機関、滋賀産業保健総合支援センター＊は、がん治療と仕事の両立
をサポートし、離職防止や再就職のための就労支援を充実します。

　○�　県と医療機関は、外見変化に悩むがん患者に対して相談支援、情報提供を行います。
オ　ライフステージに応じたがん対策
　○�　県およびがん診療連携拠点病院、地域がん診療病院、地域がん診療連携支援病院は、

がん患者の年代や状況に応じた情報提供や支援を行います。
　○�　県は、高齢のがん患者の意思決定についての支援を検討します。

（４）これらを支える基盤の整備
ア　人材育成
　○�　県は、がん医療の均てん化のためにがん医療・相談支援従事者の育成を推進します。
　○�　県は、高度ながん医療を担う医療従事者の育成を推進します。
イ　がん教育、がんに関する知識の普及啓発
　○�　学校と関係機関は、発達年齢等に応じて、正しいがんの知識と患者に対する正しい認

識を持ち、いのちや健康について学べるよう協力してがん教育を実施します。
　○�　県は、県民ががんに対する正しい知識を持ち、がん患者への理解を深めるよう研修等

の機会を充実します。
ウ　がん登録
　○�　県は、県民、医療従事者に対してがん登録の意義や内容についてわかりやすく周知し

て理解を求めます。
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《数値目標》

目標項目 現　状　値 目標値（Ｈ35） 備　　考

成 人 喫 煙 率
男性　29.1%
女性　� 4.0%
（H27）

男性　27.2%
女性　� 3.0% 滋賀の健康・栄養マップ調査

が ん 検 診 受 診 率

胃がん　　37.1%
肺がん　　41.1%
大腸がん　38.8%
乳がん　　34.2%
子宮がん　33.2%

（H28）

全ての受診率
について50%

国民生活基礎調査
＊子宮がんは20歳以上、
その他のがんは40歳以上

がん年齢調整り患率
男性　　421.8
女性　　280.6
（H25）

減　少 がん罹患モニタリング集計
（がん登録）

75歳 未 満 年 齢 調 整
死　亡　率

（人口10万人あたり）

70.0
（H28） 減　少 厚生労働省人口動態統計

５ 年 相 対 生 存 率 全部位　60.9
（H28） 向　上 がん罹患モニタリング集計

（がん登録）



−75−

第
３
章　
疾
病
・
事
業
ご
と
の
医
療
福
祉
体
制

第
３
部

２　脳卒中

目指す姿

▶  全ての県民が脳卒中について知ることで、発症・重症化を予防するとともに、発症
後速やかな救急搬送と専門的な医療が提供されることで、死亡率を減少する

▶  回復期から維持期＊にわたる包括的な疾病管理が継続されることで、重症化を予防
し、自分らしい生活が継続できる

取組の方向性
　（１）若年からの発症予防、生活習慣病の改善と管理
　（２）発症後の速やかな搬送と専門的な治療が可能な連携（ネットワーク）体制の構築
　（３）病期に応じたリハビリテーションを施行できる体制の構築
　（４）在宅療養が可能な体制の構築
　（５）再発予防のための医療の実践と生活管理

現状と課題
（１）脳卒中の現状
○�　「脳卒中」（急性期脳血管障害）は、血栓等により脳の血流が低下して起こる「脳梗塞」、
脳の細い血管が破綻することにより起こる「脳出血」、脳動脈瘤が破綻することにより起
こる「くも膜下出血」に大別されます。また、脳梗塞には、アテローム血栓性脳梗塞、心
原性脳梗塞、ラクナ梗塞、その他があります。急性期における治療法はそれぞれの病型で
異なりますが、急性期を脱したのちに行われる医療は共通した部分が多くなります。
○�　本県における平成27年（2015年）の脳卒中による死亡者は910人であり、全死亡者数
12,507人の7.3%を占めています。内訳は脳梗塞505人（40.4%）、脳出血242人（19.3%）、
くも膜下出血134人（10.7%）となっています。（平成27年人口動態調査）
○�　年齢調整死亡率は、男性26.4（全国37.8）、女性17.1（全国21.0）であり、全国と比較
すると低くなっています。（平成27年都道府県年齢調整死亡率）

図３－３－２－１　脳血管疾患の年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移
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○�　脳卒中はいったん発症すると、片麻痺、言語障害、嚥
えん げ

下障害、認知機能障害などの後遺
症が持続することがあり、平均在院日数は、県平均80日（全国89.1日）となっており、全
疾患平均28.9日（全国33.2日）と比較すると長期の入院が必要となっています。（平成26
年患者調査）
○�　本県では、脳卒中発症後、在宅生活の場に復帰した患者の割合は65.0%で、35％の患者
は在宅生活に復帰できていない状況です。また、介護が必要となった者の原因に占める脳
卒中の割合は18.4%であり、脳卒中を発症しないための予防の取組が重要となっています。
（平成26年患者調査、平成28年国民生活基礎調査）
○�　また、平成25年度（2013年度）に脳卒中で病院を受診した患者のうち約４分の１は再発
によるものであり、再発予防のための取組が重要です。（滋賀脳卒中データセンター登録
患者データ）
○�　脳卒中の最大の危険因子は高血圧であり、発症の予防には血圧のコントロールが重要と
なります。その他、脂質異常症、不整脈（特に心房細動）、喫煙、過度の飲酒も危険因子
であり、生活習慣の改善や適切な治療についての取組が必要です。
○�　脳卒中危険因子保有者の治療者の割合で算出した危険因子を管理できている人の割合
は、初発患者と比較して、再発患者の方が高い傾向にありますが、糖尿病や心房細動につ
いては管理が不十分な傾向にあります。
　　※再発患者の危険因子管理率（治療率）
　　　高血圧87%、脂質異常症76%、心房細動58%、糖尿病57%
� （滋賀脳卒中データセンター登録患者データ）
○�　脳卒中の再発予防のためには、医療における適切な管理や、患者本人による生活管理が
適切に行えるための支援が重要です。
○�　脳卒中を疑うような症状が出現した場合、速やかに専門の医療機関を受診することが必
要なことから、脳卒中の症状や発症時の緊急受診の必要性について、県民の理解を促進す
ることが重要です。

（２）脳卒中医療の概要
図３－３－２－２　脳卒中の診療提供体制の全体像イメージ
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表３－３－２－３　脳卒中の医療体制
【予防】 【救護】 【急性期】 【回復期】 【維持期】

機
能 発症予防 応急手当

病院前救護 救急医療 身体機能を回復させるリハビリ
テーション

日常生活への復帰及び
日常生活維持のためのリハビリテー

ション

目
標 ●脳卒中の発症予防

●発症後迅速に専門的な診療
が可能な医療機関に到着
●t-PA適応時間を超えた場合
でも血管内治療等の専門的な
治療が可能な医療機関への搬
送

●来院後1時間以内（発症後4.5時
間以内）に専門的治療開始
●発症後、4.5時間を超えた場合も
血管内治療等を検討
●誤嚥性肺炎等の合併症予防および
治療の実施
●廃用性症候群を予防し、早期リハ
ビリテーションの実施

●身体機能の早期改善のための集
中的リハビリテーションの実施
●再発予防の治療と基礎疾患、危
険因子の管理
●誤嚥性肺炎等の合併症予防

●再発予防の治療と基礎疾患・危険
因子の管理、抑うつ状態への対応
●生活機能維持・向上のためのリハ
ビリテーションの実施（訪問リハお
よび通所リハビリテーションを含
む）
●誤嚥性肺炎の予防のために口腔管
理を実施する病院内歯科や歯科医療
機関等も含め、多職種連携で対策
●自立生活または在宅療養を支援す
るための居宅介護サービスを調整
●回復期あるいは急性期医療機関等
と診療情報やリハビリテーションを
含む治療計画を共有するなどして連
携
●合併症発症時や脳卒中の発症時
に、状態に応じた医療を提供できる
医療機関と連携

医
療
機
関
例

●救命救急センターを有する病院
●脳卒中の専用病室を有する病院
●急性期の血管内治療が実施可能な
病院
●脳卒中に対する急性期の専門的医
療を担う病院または有床診療所

●リハビリテーションを専門とす
る病院または診療所
●回復期リハビリテーション病棟
を有する病院

●介護老人保健施設
●介護保険によるリハビリテーショ
ンを行う病院または診療所

求
め
ら
れ
る
事
項

●高血圧、糖尿病、
脂質異常症、心房細
動、喫煙、過度の飲
酒等の基礎疾患およ
び危険因子の管理
●突然の症状出現時
における対応につい
て、本人および家族
等患者の周囲にいる
者に対する教育、啓
発
●突然の症状出現時
に、急性期医療を担
う医療機関への受診
勧奨

【本人および家族等周囲にい
る者】
●速やかな救急搬送の要請

【救急救命士等】
●適切な観察・判断・処置
●急性期病院への速やかな搬
送

以下について24時間体制での実施
または複数の医療機関連携による実
施が可能
●血液検査や画像検査
●専門的治療の実施
●神経学的検査の実施
●発症後4.5時間以内にt-PA療法の
実施
●外科的手術や血管内治療の実施ま
たは実施可能な医療機関との連携
●合併症に対する治療の実施
●誤嚥性肺炎予防のための口腔管理
の実施
●早期リハビリテーションの実施
●回復期リハビリテーションの適応
を検討
●回復期リハビリテーション病院等
との診療情報やリハビリテーション
を含む治療計画の共有
●重度の後遺症等により、自宅への
退院が容易でない患者を受け入れる
医療施設や介護施設等との連携と調
整
●救急搬送患者について、最終判断
を救急隊員に情報提供

●再発予防治療、基礎疾患・危険
因子の管理、および抑うつ状態や
認知症などへの対応
●機能障害の改善およびADLの向
上を目的としたリハビリテーショ
ンを集中的に実施
●誤嚥性肺炎予防のための口腔管
理の実施
●急性期の医療機関および維持期
の医療機関と診療情報やリハビリ
テーションを含む治療計画の共有
●再発疑いの場合には、急性期医
療機関との連携により、病態を適
切に評価

●再発予防治療、基礎疾患・危険因
子の管理
●生活機能の維持向上のためのリハ
ビリテーションの実施
●誤嚥性肺炎予防のための口腔管理
の実施
●自立生活または在宅療養を支援す
るための居宅介護サービスの調整
●回復期あるいは急性期の医療機関
と診療情報やリハビリテーションを
含む治療計画の共有
●合併症予防や脳卒中再発時に適切
な医療を提供できる医療機関との連
携

（３）医療機能の現状
ア　医療機能の現状（医療機能および医療連携調査　平成29年）
　○�　脳卒中急性期の症例に対応できる病院（急性期病院）は各二次保健医療圏域にありま

す。また、急性期脳梗塞治療のt-PA＊静脈投与による脳血栓溶解療法の実施可能な病院
は15か所、血管内治療が実施可能な病院は12か所あり、全ての二次保健医療圏域で実施
可能です。

　○�　t-PA静脈投与による脳血栓溶解療法の実施症例は、平成27年（2015年）の118件から、
平成28年（2016年）は146件となっており、少しずつ増加しています。また、発症から4.5
時間を経過する等、t-PAの適応がない症例や無効な症例に対しては、血管内治療によ
る脳血栓回収療法が有効とされており、実施症例は平成27年度（2015年度）の71件から
平成28年度（2016年度）は81件に増加しています。（平成29年医療機能調査）

　○�　t-PA静脈投与による脳血栓溶解療法の実施や血管内治療による血栓除去術について
は、全ての二次保健医療圏域での実施が可能ですが、甲賀・東近江・湖西の圏域におい
てはオンコール等による24時間対応可能の体制をとっています。

　○�　病期に応じたリハビリテーションを行う回復期リハビリテーション病床＊は全ての二
次保健医療圏域に設置されており、平成29年医療機能調査では14病院767床に増加して
います。（平成24年14病院628床）
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　○�　地域医療構想において、リハビリや在宅復帰に向けた回復期病床の需要の増加が見込
まれており、整備が必要です。

　○�　脳卒中の急性期の治療は24時間365日求められており、休日や夜間等にも対応できる
診療提供体制の構築が必要です。

　○�　脳卒中の再発予防の取組を進めるためには、生活習慣の改善とともに服薬などの必要
な医療が適切に行われるよう、多職種連携による支援を進めるとともに、滋賀脳卒中デー
タセンターにおいてデータを集約・分析し、情報の適切な提供をしていくことが必要で
す。
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表３－３－２－４　脳卒中急性期の医療に対応できる病院
脳梗塞
急性期治療

脳梗塞
再発予防治療 脳出血 くも膜下

出血
脳卒中の治療に
関する体制

t-PA静脈療法の
実施実績

脳血栓回収療法
の

実施実績

二
次
保
健
医
療
圏
域

医療機関名

脳
血
栓
溶
解
療
法
ｔ
‐
Ｐ
Ａ

ｔ
‐
Ｐ
Ａ
含
ま
な
い
内
科
的
治
療

血
管
内
治
療

外
科
治
療

内
科
的
治
療

外
科
治
療

血
管
内
治
療

内
科
的
治
療

外
科
治
療

開
頭
術

血
管
内
治
療

治
療
を
行
う
体
制
が
原
則
的
に

24
時
間
整
っ
て
い
る

オ
ン
コ
ー
ル
等
に
よ
り
24
時
間

対
応
可
能
な
体
制
を
確
保
し
て
い
る

診
療
時
間
以
外
は
原
則
と
し
て

対
応
で
き
な
い

実
績
あ
り

H27 H28

実
績
あ
り

H27 H28

実
施
件
数

％
(

急
性
期
脳
梗
塞
症
例
に
対
す
る
割
合
）

実
施
件
数

％

(
急
性
期
脳
梗
塞
症
例
に
対
す
る
割
合
）

実
施
件
数

実
施
件
数

大
津

琵琶湖大橋病院 ○ ○ ○
市立大津市民病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 3% 12 5% ○ 3 4
大津赤十字病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 4% 18 8% ○ 4 6
地域医療機能推進機構滋賀病院 ○ ○ ○ ○
滋賀医科大学医学部附属病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 16% 14 15% ○ 13 8
琵琶湖中央病院 ○ ○ ○

計 3 5 3 2 6 2 3 5 3 3 3 1 3 2 3 30 44 3 20 18

湖
南

近江草津徳洲会病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 4% 0
草津総合病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0 1
県立総合病院（旧成人病センター） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 8.1% 4 2.2% ○ 8 4
済生会滋賀県病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23 8.8% 26 10.3% ○ 11 28
野洲病院 ○ ○ ○ ○

計 4 5 3 3 5 4 4 5 4 3 3 3 0 2 4 37 30 3 19 33

甲
賀

生田病院 ○ ○ ○ ○ ○
公立甲賀病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 3% 14 5% ○ 1 1
甲南病院 ○ ○ ○ ○
信楽中央病院 ○ ○ ○

計 2 4 1 1 4 1 1 3 1 1 1 0 2 2 1 8 14 1 1 1

東
近
江

湖東記念病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 4% 5 5% ○ 1 3
青葉病院 ○ ○ ○ ○
東近江敬愛病院 ○ ○ ○ ○
能登川病院 ○ ○ ○ ○
日野記念病院 ○ ○ ○ ○
近江八幡市立総合医療センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 4% 5 4% ○ 7 6
近江温泉病院 ○ ○
東近江総合医療センター ○ ○ ○ ○

計 2 7 2 2 8 2 2 7 2 2 2 0 3 5 2 9 10 2 8 9

湖
東

彦根市立病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 9% 23 16% ○ 8 4
彦根中央病院 ○ ○ ○ ○
友仁山崎病院 ○ ○ ○ ○
豊郷病院 ○ ○ ○ ○

計 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 0 3 1 15 23 1 8 4

湖
北
市立長浜病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 6% 7 6% ○ 8 5
長浜赤十字病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 5% 9 7% ○ 7 11

計 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 2 14 16 2 15 16

湖
西

マキノ病院 ○ ○ ○ ○
今津病院 ○ ○ ○ ○
高島市民病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 15% 9 26%

計 1 3 0 1 3 1 1 3 1 1 1 0 1 2 1 5 9 0 0 0

全県 計 15 30 12 12 32 13 14 29 14 13 13 6 10 16 14 118 146 12 71 81

� 「医療機能調査」（平成29年度）（滋賀県）
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表３－３－２－５　脳卒中のリハビリテーションに対応できる病院
急性期

リハビリテー
ション

回復期リハビリテーション病棟を
有する病院

回復期
リハビリテー
ション

維持期（慢性期）
リハビリテー
ション

高次脳機能障害
のリハビリテー

ション病床数

大
津

琵琶湖大橋病院 ○ ○
市立大津市民病院 ○
大津赤十字病院 ○ ○
地域医療機能推進機構滋賀病院 ○ ○ ○
琵琶湖養育院病院 ○
滋賀医科大学医学部附属病院 ○
琵琶湖中央病院 ○ 130 ○ ○ ○
ひかり病院 ○ ○

計 4 1 130 3 5 3

湖
南

南草津病院 ○ 77 ○ ○ ○
近江草津徳洲会病院 ○ ○ ○
草津総合病院 ○ ○ 41 ○ ○ ○
県立総合病院（旧成人病センター） ○ ○ 40 ○ ○ ○
済生会守山市民病院 ○
済生会滋賀県病院 ○
野洲病院 ○ ○ 41 ○

計 5 4 199 4 5 4

甲
賀

生田病院 ○ ○ ○ ○
甲西リハビリ病院 ○ 100 ○ ○ ○
公立甲賀病院 ○ ○ 46 ○ ○ ○
甲南病院 ○ ○ ○ ○
信楽中央病院 ○ ○

計 3 2 146 5 5 4

東
近
江

湖東記念病院 ○ ○ ○
青葉病院 ○
東近江敬愛病院 ○ ○ ○
ヴォーリズ記念病院 ○ 42 ○ ○ ○
能登川病院 ○ ○
日野記念病院 ○ ○
近江八幡市立総合医療センター ○ ○
近江温泉病院 ○ 56 ○ ○ ○
東近江総合医療センター ○ ○
神崎中央病院 ○ 32 ○ ○

計 6 3 130 6 6 5

湖
東

彦根市立病院 ○
彦根中央病院 ○ 40 ○ ○ ○
友仁山崎病院 ○ ○ ○
豊郷病院 ○ ○ 30 ○ ○

計 3 2 70 3 3 1

湖
北

市立長浜病院 ○ ○ 52 ○ ○ ○
長浜市立湖北病院 ○ ○
長浜赤十字病院 ○ ○

計 3 1 52 2 1 2

湖
西

マキノ病院 ○ ○ ○
今津病院 ○ ○ 40 ○ ○ ○
高島市民病院 ○

計 3 1 40 2 2 1

全県 計 27 14 767 25 27 20

� 「医療機能調査」（平成29年度）（滋賀県）
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イ　医療機関連携の状況
　○�　地域医療連携クリティカルパスによる連携の状況は、平成24年（2012年）では33病院

933件でしたが、平成29年（2017年）５月の調査では、34病院1,679件に増加しています。

表３－３－２－６　脳卒中地域連携クリティカルパス運用状況（平成28年度）
大　津 湖　南 甲　賀 東近江 湖　東 湖　北 湖　西 合　計

運用病院数 6 5 3 10 4 3 3 34
運 用 件 数 451 191 146 279 143 409 60 1679
� 出典：「地域医療連携クリティカルパス運用状況調査」　(平成29年５月)（滋賀県）

具体的な施策
（１）若年からの発症予防、生活習慣病の改善と管理
○�　県・市町・保険者等を中心に関係機関・団体と協力し、脳卒中発症予防および再発予防
のために、生活習慣の指導や危険因子の発見・管理のための健康教育、健診、保健指導な
どの取組を推進します。
○�　県は、血圧管理、適度な運動、禁煙、食生活改善などとともに適切な服薬指導が継続し
て行われるように、日本脳卒中協会滋賀県支部、関連病院、医師会、看護協会、薬剤師会、
栄養士会等との連携を推進し、脳卒中に関する研究や県民啓発活動を行い脳卒中対策の促
進を図ります。
○�　県は、滋賀脳卒中データセンターによる県内の脳卒中発症頻度、治療成績、機能予後＊、
死亡率等の情報収集と解析が推進され、これまで以上にデータ活用できる方策を検討します。

（２）発症後の速やかな搬送と専門的な治療が可能な体制の構築
○�　脳卒中は、速やかな治療により後遺症の軽減が見込まれるため、県・市町・保険者等を
中心に関係機関・団体と協力し、脳卒中の初期症状に関する県民への啓発を促進します。
○�　県は、脳卒中の検査、診断、治療が24時間365日対応可能でt-PAによる脳血栓溶解療法、
脳血管内治療による脳血栓回収療法を行える医療機関の周知を行い、治療実績状況等の把
握に努めます。
○�　急性期治療を行う医療機関は、来院後速やかに専門的治療が開始できる院内体制の構築
とともに、t-PAによる脳血栓溶解療法、脳血管内治療による脳血栓回収療法に対応でき
るように努めます。
○�　脳血管内治療による脳血栓回収療法施行体制が困難な場合には、施行可能な医療機関と
の連携構築が必要なことや、24時間365日急性期の症例に対応できる病院が限られている
ことなどから、急性期治療においては医療需要に応じて二次保健医療圏の枠組にとらわれ
ない新たなネットワーク構築を目指します。
　具体的には、次の４ブロックを基本とします。
　①　大津・湖西ブロック（大津保健医療圏・湖西保健医療圏）
　②　湖南・甲賀ブロック（湖南保健医療圏・甲賀保健医療圏）
　③　東近江ブロック（東近江保健医療圏）
　④　湖東・湖北ブロック（湖東保健医療圏・湖北保健医療圏）
○�　ブロックごとに関係機関（医療機関・消防・市町等）で構成する救急医療体制の検討の
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ブロック

湖東・湖北
ブロック

東近江
ブロック

湖南・甲賀
ブロック

急性期診療提供体制のイメージ

場を設定し、ブロック化の円滑な推進のための調整を図ります。
○�　計画の中間見直し時期である３年後までに調整し、各ブロックにおける救急医療体制の
整備を図ります。
○�　滋賀脳卒中データセンターを中心に、脳卒中医療に携わる関係者への最新医療の情報提
供とともに、研修会の開催を行い、脳卒中医療の改善に努めます。

図３－３－２－７　
脳卒中医療提供体制の枠組み

（３）病期に応じたリハビリテーションが可能な体制の構築
○�　関係機関が連携し、身体機能の早期改善のための集中的な急性期リハビリテーション、
機能回復および日常生活動作向上のための専門的かつ集中的な回復期リハビリテーショ
ン、生活機能を維持向上させる維持期リハビリテーションが必要な時期に切れ目なく行わ
れるよう医療連携体制の推進を図ります。
○�　地域連携クリティカルパスの活用を更に促進し、急性期～回復期～維持期、更に在宅で
の取組につながるよう、地域連携クリティカルパスの効果的な運用の推進を図ります。
○�　脳卒中の後遺症として、高次脳機能障害＊が多く発症するため、県立リハビリテーショ
ンセンターを中心に、適切な神経心理学的評価等が行われ、個々の障害に応じた総合的な
リハビリテーションが推進されるよう支援します。
○�　関係機関・団体が連携し、急性期・回復期・維持期（生活期）・在宅生活におけるサー
ビスについて、生活の質の向上に向けた切れ目のないリハビリテーションの提供体制の整
備を図ります。

（４）在宅療養が可能な体制づくりの強化
○�　医療連携の円滑な実施に向けて、市町単位や二次保健医療圏域単位の中で、地域医師会
等と連携して、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所等との調整を行うなど
医療連携体制の構築に努めます。
○�　関係機関・団体が連携し、本人の望む生活の実現に向けた支援が推進されるよう、介護
支援専門員＊を中心に多職種関係者の資質向上に努めます。
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（５）再発予防のための医療の実践と生活管理
○�　脳卒中の再発により重症化し、介護度が上昇することを回避するために、医師、薬剤師、
看護師、保健師、管理栄養士など関係機関・団体が連携し、服薬状況および危険因子の管
理を推進します。

≪数値目標≫

目標項目 現状値 目標値(H35) 備考

脳血管疾患による年齢調整死亡
率（人口10万対）の減少

男性 26.4（H27） 23.8 健康いきいき21
－健康しが推進プラン－女性 17.1（H27） 15.4

ｔ－ＰＡによる脳血栓溶解療法実施件
数の増加

年間146件
（H28） 増加

脳血栓回収療法実施件数の増加 年間81件
（H28） 増加

脳卒中地域連携クリティカルパスの運
用件数の増加

34医療機関
（H28）

1,679件（H28）
増加
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３　心筋梗塞等の心血管疾患

目指す姿

▶  全ての県民が心臓の病気を知ることで、発症・重症化を予防することができる
▶  発症後、速やかな救急搬送と専門的な医療が提供されることで、死亡率の減少を図

るとともに、包括的な疾病管理を行い、その人らしい生活が継続できる

取組の方向性
　（１）若年からの発症予防、生活習慣病の改善と管理
　（２）発症後の速やかな搬送と適切な専門的医療を受けることができる体制の構築
　（３）心血管疾患リハビリテーションが可能な体制の構築

現状と課題

（１）心筋梗塞等の心血管疾患の概況
○�　心血管疾患の代表的な疾患として、虚血性心疾患（急性心筋梗塞、狭心症等）、急性大
動脈解離等、心不全（急性心不全・慢性心不全）が挙げられます。
○�　本県における心疾患による死亡者数は、2,061人で全死亡者数12,507人の16.5%を占め
ています。（平成27年人口動態調査）
○�　心筋梗塞等の心血管疾患を発症した場合、急性期には内科的・外科的治療が行われ、同
時に再発予防や在宅復帰を目指して、患者教育、運動療法、心血管疾患のリハビリテーショ
ンが開始されます。
○�　心血管疾患は自覚症状が出現してから治療が開始されるまでの時間や疾患によって治療
法や予後が大きく変わります。
○�　在宅復帰後は、基礎疾患や危険因子の管理に加えて、慢性心不全の管理など、長期の継
続した治療が必要となります。
○�　危険因子となる高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病、メタボリックシンドローム、スト
レスなど、発症予防のために生活習慣病の改善や、早期に症状に気づき適切な治療を行う
ことが重要となります。　

ア　急性心筋梗塞の概況
　○�　急性心筋梗塞は、冠動脈の閉塞等によって心筋への血流が阻害され、心筋が壊死に陥

り、心臓機能の低下が起きる疾患であり、全国的には１年間に救急車で搬送される急病
の8.6%、約30万２千人が心疾患等とされています。（消防庁平成28年版救急救助の現況）

　○�　本県における虚血性心疾患（狭心症および心筋梗塞）の継続的な医療を受けている患
者数は８千人と推計されています。（平成26年患者調査）

　○�　急性心筋梗塞の年齢調整死亡率は、男性20.3（全国16.2）、女性8.1（全国6.1）となっ
ており、平成25年（2013年）以降増加傾向にあります。また、全国と比較するとやや高
い状況にあります。（平成27年都道府県年齢調整死亡率）

　○�　急性心筋梗塞等の虚血性心疾患による退院患者の平均在院日数は、県平均9.3日（全
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国8.3日）となっており、全国よりやや長い状況にあります。（平成26年患者調査）
　○�　そのため、急性心筋梗塞発症直後に心肺停止となった場合に、いち早く周囲にいる者

による心肺蘇生の実施やAEDの使用により救命を図ることが重要となります。日本循
環器学会「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン（2012年改訂
版）（平成27年１月14日更新版）によると、住民による心肺機能停止傷病者への応急手
当は約48%に実施されています。

図３－３－３－１　急性心筋梗塞の年齢調整死亡率（人口10万対）の年次推移

　○�　急性心筋梗塞による死亡者は増加傾向にあり、生活習慣改善の取組について県民への
一層の周知が必要です。

　○�　適切に医療機関を受診するためには、速やかな搬送が必要となりますが、周囲にいる
人が速やかに救命手当を行うとともに、専門の医療施設を受診するために行動できるよ
う、初期症状や手当に関する県民啓発が必要です。

イ　急性大動脈解離等の概況
　○�　大動脈解離は、大動脈壁が二層に剥離し、ニ腔（真腔・偽腔）になった状態であり、

突然の急激な胸背部痛、解離に引き続く動脈の破裂による出血症状や動脈の狭窄・閉塞
による胸部虚血症状等様々な症状が起こります。

　○�　全国で年間約1.7万人が大動脈瘤および大動脈解離を原因として死亡し、死亡数全体
の1.3%を占め、死亡順位の第９位となっています。（平成27年人口動態統計）

　○�　大動脈瘤および解離の年齢調整死亡率は、男性6.1（全国6.4）、女性3.3（全国3.3）
となっており、全国とほぼ同じ状況です。（平成27年都道府県年齢調整死亡率）

　○�　急性大動脈解離等は、死亡率が高く予後不良な疾患であり、発症後の死亡率は１時間
ごとに１～２%ずつ上昇するといわれています。急性大動脈解離等の予後の改善には、
迅速な診断と治療ができる医療機関の整備が重要となります。

ウ　慢性心不全の概況
　○�　慢性心不全は、様々な原因による慢性の心筋障害により心臓のポンプ機能が低下し、

日常生活に支障を来した状態であり、労作時の呼吸困難、息切れ、四肢浮腫、全身倦怠
感、尿量低下等、様々な症状が起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気です。
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　○�　全国で心不全の継続的な医療を受けている患者数は約30万人と推計され、原因疾患は
高血圧性心疾患35%、虚血性心疾患30%、心臓弁膜症26%、心筋症15%となっています。
また、心不全による死亡数は心疾患死亡数全体の約36.6%、約7.2万人となっています。
（平成26年患者調査、平成27年人口動態調査）

　○�　心不全の年齢調整死亡率は、男性19.8（全国16.5）、女性13.6（全国12.4）となって
おり、全国と比較するとやや高い状況です。（平成27年都道府県年齢調整死亡率）

　○�　慢性心不全患者に対する心血管疾患リハビリテーションが実施可能な病院は、県内で
16病院となっており、湖西圏域に実施できる病院がない状況です。

　○�　慢性心不全は、心不全増悪による再入院を繰り返しながら身体機能が悪化することが
多いため、入院から退院後の生活まで多職種の連携による継続的な支援が必要です。

（２）急性心筋梗塞等の医療の概要
図３－３－３－２　心血管疾患の診療提供体制の全体像イメージ



−87−

第
３
章　
疾
病
・
事
業
ご
と
の
医
療
福
祉
体
制

第
３
部

表３－３－３－３　急性心筋梗塞の医療体制
【予防】 【救護】 【急性期】 【回復期】 【再発予防】

機
能 発症予防 応急手当

病院前救護 救急医療 疾病管理プログラムとしての
心血管疾患リハビリテーション 再発予防

目
標

●心血管疾患の発症予
防

●できるだけ早期に疾患に応じ
た専門的な診療が可能な医療機
関に到着

●来院後30分以内に専門的治療
開始
●合併症や再発予防、心血管疾患
リハビリテーションの実施
●再発予防の定期的専門的検査の
実施

●再発予防の治療や基礎疾患・危
険因子の管理
●合併症や再発の予防、在宅復帰
のための心血管疾患リハビリテー
ションを入院または通院により実
施
●在宅生活の場への復帰支援
●再発予防に必要な知識の教育

●再発予防の治療や基礎疾患・危
険因子の管理
●在宅療養の継続支援

医
療
機
関
例

●救命救急センターを有する病院
●心臓内科系集中治療室（CCU）
等を有する病院
●心筋梗塞等の心血管疾患に対す
る急性期医療を担う病院または有
床診療所

●内科、循環器科もしくは心臓血
管外科を有する病院または診療所

●病院または診療所

求
め
ら
れ
る
事
項

●高血圧、脂質異常症、
喫煙、糖尿病等の危険
因子の管理
●初期症状出現時にお
ける対応について、本
人および家族等患者の
周囲にいる者に対する
教育、啓発
●初期症状出現時に、
専門的な診療が可能な
医療機関への受診勧奨

【本人および家族等周囲にいる
者】
●速やかな救急搬送の要請
●AEDの使用を含めた救急蘇生
法等適切な処置

【救急救命士等】
●適切な観察・判断・処置
●急性期医療を担う医療機関へ
の速やかな搬送

●心電図検査、血液生化学検査、
心臓超音波検査、エックス線検査、
CT検査、心臓カテーテル検査、
機械的補助循環装置等必要な検査
および処置の24時間対応
●専門的な診療を行う医師等の
24時間対応
●ST上昇型心筋梗塞の場合、冠
動脈造影検査および適応があれば
PCIを行い、来院後90分以内の冠
動脈再疎通が可能
●呼吸管理、疼痛管理等の全身管
理や、ポンプ失調、心破裂等の合
併症治療
●虚血性心疾患に対する冠動脈バ
イパス術や大動脈解離に対する大
動脈人工血管置換術等の外科的治
療が可能または外科的治療が可能
な施設との連携体制
●電気的除細動、機械的補助循環
装置、緊急ペーシングへの対応
●運動療法のみならず多面的・包
括的なリハビリテーションの実施
●抑うつ状態等の対応
●回復期（あるいは在宅医療）の
医療機関と診療情報や治療計画を
共有するなどして連携、またその
一環として再発予防の定期的専門
検査の実施

●再発予防治療、基礎疾患・危険
因子の管理、抑うつ状態等の対応
●心電図検査、電気的除細動等急
性増悪時の対応
●合併症併発時や再発時に緊急の
内科的・外科的治療が可能な医療
機関との連携
●運動療法、食事療法、患者教育
等の心血管疾患リハビリテーショ
ンの実施
●心血管疾患の再発や重症不整脈
などの対応法について、患者およ
び家族等患者の周囲にいる者に対
する教育
●急性期医療を担う医療機関およ
び二次予防の医療機関と診療情報
や治療計画を共有して連携してい
ること

●再発予防治療、基礎疾患・危険
因子の管理、抑うつ状態等の対応
●緊急時の除細動等急性増悪時へ
の対応
●合併症併発時や再発時に緊急の
内科的・外科的治療が可能な医療
機関との連携
●急性期医療を担う医療機関や介
護保険サービス事業所等と再発予
防のための定期的専門的検査、合
併症併発時や再発時の対応を含め
た診療情報や治療計画の共有と連
携
●在宅での運動療法、再発予防の
ための管理を医療機関と訪問看護
ステーション・かかりつけ薬剤師・
薬局が連携しての実施

（３）医療機能の現状（平成29年医療機能調査）
○�　緊急冠動脈インターベンション＊、大動脈バルーンパンピング＊等のカテーテル対応が
可能な病院は、県内で18病院あり、全ての二次保健医療圏域で可能となっています。
○�　CCU（心臓内科系集中治療室）またはICU（集中治療室）を設置している医療機関は、
県内で13病院あります。
○�　急性心筋梗塞についての対応は、オンコール等による24時間体制も含めて全ての二次保
健医療圏域で対応できる状況となっています。
○�　急性大動脈解離等についての対応は、24時間体制ができる病院は、大津・湖南・東近江・
湖北の二次保健医療圏域にはありますが、甲賀および湖東・湖西では対応できない状況と
なっています。
○�　心血管疾患リハビリテーションが実施可能な病院は16病院で、湖西では実施ができない
状況となっています。
○�　心筋梗塞等の心血管疾患の急性期の治療は24時間365日求められており、休日や夜間等
にも対応できる診療提供体制の構築が必要です。
○�　自覚症状の改善や運動に対する耐久性、許容量の改善、および心不全増悪や再入院を防
止するための心血管リハビリテーションについて、身近な地域で、多職種が連携し、より
多面的・包括的に実施できる体制整備が必要です。
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表３－３－３－４　心血管疾患の急性期に必要とされる主な治療法に対応できる病院

緊急冠動
脈イン
ターベン
ション
（PCI）

緊急冠動
脈バイパ
ス術

（CABG）

大動脈バ
ルーンパ
ンピング
法（IABP）

経皮的心
肺補助装
置

（PCPS）

大動脈解
離に対す
る緊急手
術

CCU
または
ICU

心臓リハ
ビリテー
ション

心筋梗塞等の心血管疾患の
治療に関する体制

検査、治療を
行う体制が原
則24時間
整っている

オンコール等
により24時
間対応可能な
体制を確保し
ている

診療時間以外
は原則として
対応できない

大
津

琵琶湖大橋病院 ○ ○ ○

市立大津市民病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大津赤十字病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域医療機能推進機構滋賀病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

滋賀医科大学医学部附属病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

大津赤十字病院志賀病院 ○ ○

計 5 3 5 4 2 4 5 1 4 1

湖
南

近江草津徳洲会病院 ○ ○ ○ ○

草津総合病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

県立総合病院（旧成人病センター） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

済生会滋賀県病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

計 3 2 4 4 2 3 4 3 0 1

甲
賀

公立甲賀病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲南病院 ○ ○ ○ ○ ○

計 2 1 2 1 0 1 2 0 1 1

東
近
江

湖東記念病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

近江八幡市立総合医療センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東近江総合医療センター ○ ○ ○ ○

計 3 2 3 3 2 2 2 1 2 0

湖
東 彦根市立病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

計 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0

湖
北

市立長浜病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

長浜赤十字病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

計 2 1 2 2 1 2 2 0 2 0

湖
西

高島市民病院 ○ ○ ○ ○

計 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0

全県 計 17 9 18 16 7 13 16 6 10 3

� 「医療機能調査」（平成29年度）（滋賀県）
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具体的な施策
（１）若年からの発症予防、生活習慣病の改善と管理
○�　急性心筋梗塞等心血管疾患の発症予防のためには生活習慣の改善や適切な基礎疾患の治
療が重要であり、関係機関・団体は連携して、啓発を推進します。
○�　県・市町・保険者等を中心に関係機関・団体が協力し、急性心筋梗塞等心血管疾患の発
症予防のために、生活習慣の指導や危険因子の発見・管理に関する健康教育、健診、保健
指導などの取組を推進します。
○�　県民が心筋梗塞等心血管疾患について正しい知識をもち、早期受診につながるよう関係
機関・団体と連携し、啓発を推進します。

（２）発症後の速やかな搬送と適切な専門的医療を受けることができる体制の構築
○�　急性期医療を提供する医療機関においては、来院後速やかに初期治療を開始するととも
に、できる限り来院後30分以内に専門的な治療が開始できる体制づくりを進め、治療効果
を高めることに努めます。
○�　県は、急性心筋梗塞等心血管疾患の医療提供体制について、二次保健医療圏域を中心と
した体制づくりを推進します。また、急性大動脈解離等については、県内で治療可能な病
院が限られることから、より広域なネットワーク体制を整備します。
○�　再発予防や基礎疾患・危険因子の管理のためには、定期的な専門的検査が必要となりま
す。地域の診療所や訪問看護ステーション、薬局、介護保険事業所等が相互の連携を進め、
合併症併発時や再発時の対応を含めた診療情報等を共有して、安心して在宅療養生活が送
れる体制づくりを促進します。
○�　慢性心不全については、かかりつけ医を中心に、病院と連携し、入院から退院後の生活
まで多職種の連携による継続的な支援のネットワークづくりを促進します。

【疾患毎の医療提供体制の枠組み】
　急性心筋梗塞　　
　　二次保健医療圏域ごとの対応とします。
慢性心不全　　　　
　　二次保健医療圏域ごとの対応とします。
急性大動脈解離等　
　　次の４ブロックとします。
　　①　大津・湖西ブロック（大津保健医療圏・湖西保健医療圏）
　　②　湖南・甲賀ブロック（湖南保健医療圏・甲賀保健医療圏）
　　③　東近江ブロック（東近江保健医療圏）
　　④　湖東・湖北ブロック（湖東保健医療圏・湖北保健医療圏）
　　滋賀医科大学医学部附属病院は、４ブロックの医療機関と連携し、全圏域をカバーします。
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○�　ブロックごとに関係機関（医療機関・消防・市町等）で構成する救急医療体制の検討の
場を設定し、ブロック化の円滑な推進のための調整を図ります。
○�　計画の中間見直し時期である３年後までに調整し、各ブロックにおける救急医療体制の
整備を図ります。

図３－３－３－５　急性大動脈解離等の診療提供体制のイメージ

（３）心血管疾患リハビリテーションが可能な体制の構築
○�　心血管疾患リハビリテーションは合併症や再発の予防、早期の在宅復帰および社会復帰
を目的に、発症した日から患者の状態に応じ、運動療法、食事療法等を実施するものです。
今後高齢化が進展することから患者数の増加が予測され、身近な地域で心血管疾患リハビ
リテーションが受けられるよう、体制整備を進めます。

≪数値目標≫

目標項目 現状値（H27） 目標値（H35） 備　考

急性心筋梗塞年齢調整死亡率
（人口10万対）の減少

男性 20.3 18.3
Ｈ27の90%

女性 8.1 7.3

大動脈瘤および解離の年齢調整
死亡率（人口10万対）の減少

男性 6.1 5.5
Ｈ27の90%

女性 3.3 3.0

心血管疾患リハビリテーションが実施
可能な二次保健医療圏域の増加 ６圏域（H29） 全圏域

大津・湖西
ブロック

湖東・湖北
ブロック

東近江
ブロック

湖南・甲賀
ブロック 滋賀医科大学

医学部附属病院
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４　糖尿病

目指す姿

▶  全ての県民が、糖尿病について知ることで、発症・重症化を予防し、病気になって
も継続的な治療を受け、いきいきとした生活を営むことができる

取組の方向性
　（１）糖尿病発症予防、メタボリックシンドローム対策の推進
　（２）多機関連携、病診連携を含む他科連携による重症化予防対策の推進
　（３）発症予防、治療および合併症予防のための人材育成の強化
　（４）地域における有機的な保健医療連携体制の構築

現状と課題
（１）糖尿病患者および糖尿病を疑う人の状況
○�　糖尿病は、インスリン作用不足による慢性の高血糖状態を主な特徴とする代謝性疾患で
す。合併症にはインスリン作用不足が高度になって起こる急性合併症と長年にわたる慢性
の高血糖の結果生じる慢性合併症があります。
　�　糖尿病には根治的な治療方法がないものの、血糖コントロールを適切に行うことにより、
合併症の発症を予防することが可能です。
　�　糖尿病の合併症である網膜症、腎症、神経障害、足病変は、視力の低下や新規透析等に
つながり、ADL(日常生活動作)が制限されるなど、患者の生活の質（QOL）を低下させます。
○�　平成28年（2016年）国民健康・栄養調査から、本県の糖尿病患者を推計すると、糖尿病
を強く疑われる人は約10万３千人であり、過去４年間で約４千人増加しています。
　�　また、糖尿病の可能性が否定できない人は約10万３千人であり、過去４年間で約９千人
減少しています。
○�　平成26年（2014年）の患者調査では、医療機関を受診している糖尿病患者数は、約
３万２千人と推計され、平成20年（2008年）の調査結果より６千人増加しています。
○�　平成24年（2012年）10月～ 11月に滋賀県医師会が実施した糖尿病患者実態調査によると、
調査期間に滋賀県内の医療機関を受診した糖尿病患者24,243例の報告があり、管理状況を
みると全登録患者の平均HbA１c値＊は7.1％であり、平成18年（2006年）調査時の7.3％
に比べ改善傾向でした。
　�　また、合併症予防のための目標HbA１c値7.0％未満を達成しているのは全体の57.2％
で、増加していました。
　�　糖尿病患者における肥満者（BMI≧25）の割合は41％と前回36％に比べて増加傾向であ
り、特に50歳までの若い世代では患者の半数以上が肥満に該当していました。
○�　平成27年度（2015年度）、市町国民健康保険（以下「市町国保」という。）における特定
健康診査の結果、糖尿病治療中の者でHbA１ｃ値7.0％以上の人は2,221人（37.7％）、平
成24年度（2012年度）の2,179人（45.8％）に比べ減少していました。
○�　日本透析医学会および滋賀腎・透析研究会の調査によると、県内の慢性透析患者数は増
加しており、平成27年（2015年）12月末現在で3,122人となっています。
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○�　糖尿病が原因の死亡者数は111人で、死亡数全体の0.9％であり、全国（死亡数13,480人、
死亡数全体の1.0％）と比べて少ない状況です。（平成28年人口動態調査）
　�　年齢調整死亡率（人口10万人対）は、3.2（全国3.9）であり、男性は4.4（全国5.5）、
女性は2.0（全国2.5）と全国より低い状況です。（平成27年人口動態調査より計算）
○�　糖尿病患者の増加が続いているため、糖尿病発症予防、メタボリックシンドローム対策の
推進や、糖尿病が疑われる人への早期介入や連携システムを構築するための検討が必要です。
○�　平成27年（2015年）の新規透析導入患者数（415人）の導入原疾患をみると、糖尿病性
腎症が181人（44.1％）と最も多くを占め、その割合が増加傾向にあり、課題となってい
ます。(日本透析医学会)

図３－３－４－１　滋賀県の糖尿病患者予備群の年次推移

� 出典：「国民健康・栄養調査」（厚生労働省）　　　　　　　　　　　　　

図３－３－４－２　新規透析導入患者数および導入原疾患比率の推移

� 出典：日本透析医学会、滋賀腎・透析研究会　調査　　　　　　　　　　　　　
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（２）予防・特定健康診査・保健指導
○�　県民が正しく糖尿病について知るためには、広報啓発、健康教育、保健指導などあらゆ
る機会を通して正しい情報を発信、伝えていくことが必要です。
○�　平成27年度（2015年度）の特定健康診査受診率は49.7％、特定保健指導実施率は20.5％
で、平成24年度（2012年度）の受診率45.2%、実施率18.1%に比べて増加していますが、
今後も、受診率、実施率向上が望まれる状況です。
○�　平成27年度(2015年度)の市町国保の特定健康診査受診者81,445人のうちHbA１c検査受診
者81,039人の結果をみると、受診勧奨値であるHbA１c値6.5％以上の人は、全体で6,993人
（8.6％）、更に7.0％以上の人は3,304人（4.1％）、8.0％以上の人は802人（1.0％）でした。
　�　また、市町国保の糖尿病服薬治療中（「血糖を下げる薬を飲んでいる」と回答）5,897人
のうち、HbA１c値7.0％以上の人は2,221人（37.7％）、8.0％以上の人は519人（8.8％）
でした。
　�　HbA１c値6.5％以上のうち、未治療者は1,279人（18.3％）で、平成24年度（2012年度）
結果(22.1％ )に比べて減少していました。
○�　特定健康診査の他にも、労働安全衛生法に基づく健康診査が各事業所で実施されており、
75歳以上の高齢者については、後期高齢者医療広域連合において健康診査が実施されてい
ます。
○�　個人の糖尿病のリスクを把握することや糖尿病の早期発見による重症化予防につなげる
ために、特定健康診査や職域での健康診査などの定期的な健診を受診することが重要です。
○�　健診の結果、医療機関への受診が必要な人、保健指導が必要な人が確実に医療や保健指
導を受けられる体制の整備が課題です。
○�　医療機関での特定健康診査受診者等のうち糖尿病の発症リスクが高まっている者の生活
習慣改善が促進されるよう、かかりつけ医と市町や保険者の連携による保健指導の実施体
制の整備、充実が必要です。

（３）医療機能と医療機関連携
ア　医療機能の状況
　○�　各二次保健医療圏では、糖尿病の診断に関する基本的な検査、初期・安定期治療が行

われている診療所が複数存在しています。また、慢性合併症（網膜症、腎症、神経障害、
足病変）に対応可能な診療所についても、各二次保健医療圏に存在しています。

表３－３－４－３　糖尿病治療に関して対応している診療所
　 大津 湖南 甲賀 東近江 湖東 湖北 湖西 合計

内 服 薬 に よ る 治 療 125 106 42 77 52 70 26 498
インスリンによる治療 104 78 36 62 36 59 21 396
糖尿病網膜症に関する治療 13 ７ ３ 11 ６ ５ １ 46
糖尿病腎症に関する治療 59 41 15 40 20 27 14 216
糖尿病神経障害に関する治療 58 43 21 42 22 32 ９ 227
糖尿病足病変に関する治療 28 20 11 31 16 14 ８ 128
� 「医療機能調査」（平成29年度）（滋賀県）
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表３－３－４－４　急性合併症等急性増悪時の治療および慢性合併症の治療に対応できる病院
　　　　　　　　　　実施可能な治療等

圏域別病院名　　　　　　　　　　

急
性
合
併
症

（
糖
尿
病
ケ
ト
ア

シ
ド
ー
シ
ス
等
）

慢性合併症 専
門
職
種
の

チ
ー
ム
に
よ
る

治
療

糖
尿
病
患
者
の

妊
娠
管
理　

患者教育

糖
尿
病

網
膜
症

糖
尿
病

腎
症

糖
尿
病

神
経
障
害

糖
尿
病

足
病
変

教
育
入
院

糖
尿
病

教
室

大津

琵琶湖大橋病院 － ○ ○ ○ ○ － － － ○
市立大津市民病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
大津赤十字病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
地域医療機能推進機構滋賀病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○
滋賀医科大学医学部附属病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
琵琶湖中央病院 － － ○ ○ － － － － －
打出病院 － － － － － － － ○ －
大津赤十字志賀病院 － － ○ ○ － － ○ － －

湖南

南草津病院 － － ○ ○ － － － － －
近江草津徳洲会病院 ○ － ○ ○ ○ － － ○ ○
草津総合病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
県立総合病院（旧成人病センター） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
済生会守山市民病院 － ○ ○ ○ ○ ○ － － －
県立小児保健医療センター ○ － － － － － － － －
済生会滋賀県病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
野洲病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○

甲賀

生田病院 ○ － ○ － ○ － － ○ －
公立甲賀病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
甲南病院 － － ○ ○ ○ － － ○ ○
信楽中央病院 ○ － － ○ ○ ○ － ○ －

東近江

湖東記念病院 ○ － ○ ○ ○ － － － ○
青葉病院 － － － － － － － － －
東近江敬愛病院 － － ○ － － － － － －
ヴォーリズ記念病院 － － － － － － － － ○
東近江市立能登川病院 ○ ○ － ○ ○ － － － ○
日野記念病院 ○ ○ ○ ○ ○ － － － －
近江八幡市立総合医療センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
東近江総合医療センター ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○
神崎中央病院 － － ○ － － － － － ○

湖東
彦根市立病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○
友仁山崎病院 － － ○ － ○ ○ － ○ ○
豊郷病院 ○ － － － － － － ○ －

湖北
市立長浜病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
長浜市立湖北病院 ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○
長浜赤十字病院 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

湖西
マキノ病院 ○ － － ○ ○ － － － ○
今津病院 － － ○ － － － － － ○
高島市民病院 ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○

25 19 29 28 27 17 13 20 26

� 「医療機能調査」（平成29年度）（滋賀県）

　○�　急性合併症および慢性合併症の治療機能を有する病院は、各二次保健医療圏に存在し
ています。また、糖尿病教室を開催している病院についても各二次保健医療圏に存在し
ています。

　○�　医療機能調査（平成29年）によると、標準的治療指針に沿って治療をしている診療所
は550か所中446か所でした。

　○�　糖尿病患者に対して、糖尿病を的確に診断し、標準治療指針に沿って治療し、血糖コ
ントロールを継続することが重要です。また、増加している高齢者患者には、個別性に
配慮された治療指針に沿って治療することが必要です。

　○�　人工透析を必要とする糖尿病性腎症や失明の原因となる糖尿病性網膜症等の糖尿病合
併症は、生活の質を低下させるため、重症化予防の観点から早期に治療を開始すること
が重要です。

イ　医療機関連携の状況
　○�　医療機能調査（平成29年）によると、糖尿病診療機能を有する47病院のうち31病院が

糖尿病に関して一般診療所との連携を行っています。また、糖尿病診療を行っている
550診療所のうち、326診療所が専門治療を行う医療機関と連携を行っています。
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表３－３－４－５　一般診療所との連携を行っている病院数
大津 湖南 甲賀 東近江 湖東 湖北 湖西 県

８ ６ ３ ５ ３ ４ ２ 31

� 「医療機能調査」（平成29年度）（滋賀県）

表３－３－４－６　専門的治療を行う医療機関と連携を行っている診療所数
大津 湖南 甲賀 東近江 湖東 湖北 湖西 県

82 64 25 54 30 56 15 326

� 「医療機能調査」（平成29年度）（滋賀県）

○�　糖尿病に関して、病院と診療所の診療連携においては、従来からの糖尿病連携手帳や紹
介状、糖尿病地域連携クリティカルパスが連携のツールとして活用されています。
　�　医療機能調査（平成29年）によると、連携のツールとして、糖尿病地域連携クリティカ
ルパスは７病院、91診療所、糖尿病連携手帳は13病院、139診療所が活用していました。
○�　慢性合併症についての他科との連携状況では、平成24年（2012年）の滋賀県医師会糖尿
病患者実態調査によると、網膜症に関して眼科での年１回以上の眼底検査実施率は49.1％
（前回H18調査時46.9％）、腎症に関して尿中アルブミン検査実施率は37.2％（前回調査時
27.2％）でした。
　�　また、年１回以上の頻度で歯科受診をしている割合については、全体で29.4％でした。
○�　行政（市町）と糖尿病性腎症重症化予防のための連携（市町の規定する対象者が主治医
と連携して保健指導等を受ける等）をしている医療機関は、糖尿病診療を行っている47病
院のうち７病院、また550診療所のうち、89診療所です。（平成29年医療機能調査）
○�　栄養ケアステーションを利用している診療所は、糖尿病診療を行っている550診療所の
うち10診療所（1.8％）です。（平成29年医療機能調査）
○�　多機関、多職種がかかわる患者情報を共有するために、医療連携ツール（ICT、地域連
携クリティカルパス、糖尿病連携手帳）の運用や効果的な活用方法の検討が必要です。
○�　糖尿病治療中の患者については、眼科・腎臓内科・神経内科・歯科などでの慢性合併症
にかかる定期的な検査の実施が重要です。
○�　重症化・合併症予防のため、病態に応じた適切な治療を病診連携により行うことや、栄
養ケアステーション等を活用した食事療法、リハビリテーション専門職による運動療法、
薬剤師による薬物療法等を多職種連携により支援することが必要です。

表３－３－４－７　行政（市町）と糖尿病性腎症重症化予防のための連携をしている医療機関数
　 大津 湖南 甲賀 東近江 湖東 湖北 湖西 県

病院（か所） ２ ０ １ １ １ ２ ０ ７

診療所（か所） ６ 23 12 22 ６ 16 ４ 89

� 「医療機能調査」（平成29年度）（滋賀県）

（４）糖尿病専門スタッフの状況
○�　日本糖尿病学会認定専門医は、県内で54名です。各二次保健医療圏別では、大津23人、
湖南14人、甲賀６人、東近江３人、湖東３人、湖北５人、湖西０人となっています。（平
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成29年６月現在）
○�　日本糖尿病療養指導士（CDEJ）（日本糖尿病療養指導士認定機構）の有資格者は、県
内で229名です。（平成28年６月現在）また、滋賀糖尿病療養指導士（CDE滋賀）認定者
は326名です。（平成28年度末現在）
○�　日本看護協会認定の慢性疾患看護専門看護師は県内で１人、糖尿病看護認定看護師は11
人です。
○�　糖尿病治療および合併症予防ための人材育成や患者にかかわる人材のネットワークが必
要です。

具体的な施策

（１）糖尿病発症予防、メタボリックシンドローム対策の推進
○�　県・市町や保険者、教育機関、関係団体などが、糖尿病発症に関連する正しい情報の発
信、健康教育、保健指導などを実施することにより、県民が糖尿病を正しく知ることがで
きるように努めます。
　�　また、食生活、運動習慣など生涯を通じた健康づくりができるよう、関係機関が連携し
て県民への啓発や環境づくりを進めていきます。
　�　各保険者は、発症予防（メタボリックシンドローム）対策として、特定健康診査、特定
保健指導の実施率の向上に努めます。

（２）機関連携、病診連携を含む他科連携による重症化予防対策の推進
○�　個人の糖尿病リスクの把握や、糖尿病の早期発見による重症化予防のために、各保険者
や事業所などは特定健診などの定期的な健康診査の受診ができるよう受診率の向上に向け
た働きかけを充実します。
○�　健康診査の実施主体である各保険者や事業所などにおいて、医療機関未受診者を把握し、
リスクの高い人には医療に結び付ける受診勧奨を行うように努めます。
　�　受診勧奨においては、かかりつけ医をもつという観点からも、まずは身近な地域の診療
所への受診を勧め、かかりつけ医となる診療所において精査、診断および生活習慣の改善
指導、標準的治療指針に沿った治療ができる体制の構築を推進します。
○�　かかりつけ医は、慢性合併症の予防の観点から、治療の中断者を減らすよう、継続的な
治療の必要性を指導する必要があります。
　�　薬物治療の対象とならなかった場合でも、将来の糖尿病発症や動脈硬化発症リスクを考
慮して、医師から糖尿病の危険性の説明や生活習慣改善への動機づけを行うことが必要です。
　�　また、生活習慣改善等の必要性があると認められる場合は、栄養ケアステーション等を
活用した栄養指導の実施や、保険者や市町の相談事業への紹介を行うなど、医療機関と保
険者等がそれぞれの役割について理解を深め、連携して対応できる体制を推進します。
○�　糖尿病は予備群を含めると県民の約５人に１人がり患しているという疾患であり、限ら
れた医療資源を有効活用する観点からも、県は、専門性の高い専門医との病診連携のもと、
かかりつけ医で診療を行う体制を促進します。また、紹介・逆紹介の強化による連携や、
専門医への相談体制の整備など、かかりつけ医と専門医との連携体制の整備を推進します。
○�　かかりつけ医や専門医は、合併症の精査や早期発見のため眼科、腎臓内科、神経内科、
歯科など他科との連携体制の構築を推進し重症化を予防します。
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○�　各保険者や県・市町は、糖尿病性腎症による慢性透析の導入を予防するために、滋賀県
糖尿病性腎症重症化予防プログラムを基に、かかりつけ医と連携した専門職種による保健
指導の実施体制構築を促進します。また、慢性腎臓病（CKD）対策と連携して、適切な
治療や生活習慣の改善により、発症や重症化予防を推進します。

（３）発症予防、治療および合併症予防のための人材育成の強化
○�　糖尿病の発症予防や治療、合併症予防のための医療体制を充実するため、県や関係機関
は、医師、保健師、看護師、管理栄養士、薬剤師などの人材育成を強化していきます。
○�　多くの診療所で糖尿病患者の診療が行われていることから、県や医師会などは、糖尿病
治療に関しての診断のスキルアップ、標準的治療指針の周知を目指して、医師への研修を
推進します。
○�　糖尿病の基本的治療は食事療法、運動療法、薬物療法です。特に管理栄養士や薬剤師、
看護師等の医師以外の職種との連携による療養指導は、重症化予防や網膜症、腎症、神経
障害、足病変などの合併症予防にとって重要です。質の高い療養指導を行うために、県や
関係団体は、管理栄養士や看護職等の育成を推進します。

（４）地域における有機的な保健医療連携体制の構築
○�　平成23年（2011年）10月に策定した滋賀県糖尿病地域医療連携指針をもとに、二次保健
医療圏ごとの医療連携体制の構築を推進します。
　�　また、全圏域に、糖尿病地域医療連携推進会議等を設置し、糖尿病対策推進のためのネッ
トワーク構築を推進し、糖尿病の発症や重症化予防対策の効果的な体制整備を行います。

図３－３－４－８　糖尿病地域保健医療連携体制のイメージ

� 出典：滋賀県糖尿病地域医療連携指針（平成23年10月）一部改訂　
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《数値目標》

目標項目 現状値 目標値（H35） 備　考

行政（市町）と糖尿病性腎症重症化
予防のための連携（市町と連携して
保健指導等を実施する等）をしてい
る診療所数

89か所
（H29）
(550か所中)

110か所 医療機能調査
現状の1.2倍程度

糖尿病患者の病診連携を実施してい
る診療所数　

326か所
（H29）
(550か所中)

400か所 医療機能調査
現状の1.2倍程度

糖尿病治療中の者で、HbA1cが
7.0％（合併症予防のための目標値）
以上の者の割合の減少

37.7％
（H27） 30.0％ 健康いきいき21

-健康しが推進プラン-

糖尿病性腎症による新規透析導入患
者数 181人（H27） 増加の抑制

（181人以下）
健康いきいき21

-健康しが推進プラン-
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５　精神疾患

目指す姿

▶  精神障害の有無や程度にかかわらず、本人が望む地域で、望む暮らしを安心して送
ることができる

取組の方向性
　（１）多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築
　　①�多様な精神疾患等ごとに患者に応じた質の高い精神科医療を提供できる体制の構築
　　②�多様な精神疾患等ごとに病院、診療所、訪問看護ステーション等の役割分担・連携

を推進するための体制の構築
　（２）地域精神保健福祉活動の充実と地域包括ケアシステムの構築
　　①�精神科医療機関、その他の医療機関、地域援助事業者、市町などの重層的な連携に

よる支援体制の構築
　　②�本人の意思を尊重し国際生活機能分類（ICF）＊の基本的考え方を踏まえた、多職種

協働による支援体制の構築
　　③�精神障害者の家族や自助グループなどの悩みや問題を抱えた個人や集団に対する支援
　　④�保健所による福祉事務所や相談支援事業所などとの連携、精神疾患に関する啓発や

相談、未治療者や治療中断者に対する訪問や受診支援、地域の自助グループに対す
る協力や家族支援、精神障害者の地域移行や日常生活の支援など

　　⑤�精神保健福祉センター＊による啓発や専門相談、保健所・市町保健師、相談支援従
事者に対する研修や人材養成、地域の関係機関への技術支援など

現状と課題
（１）精神疾患
○�　滋賀県の精神疾患の患者数は、平成20年（2008年）には約２万５千人であったものが、
平成26年（2014年）には約３万７千人に増加しており、この６年で１万２千人増加してい
ます。
○�　滋賀県の精神障害者保健福祉手帳の交付者数も年々増加しており、平成13年度（2001年
度）に1,405人であったものが、平成23年度（2011年度）には6,023人とこの10年で４倍超、
平成28年度（2016年度）には9,024人とこの５年で約3,000人増加しています。
○�　精神病床における１年以上の長期入院患者数は1,265人となっています。１年以上の長
期入院精神障害者（認知症を除く。）の中には、受入条件が整えば退院可能な入院患者（い
わゆる社会的入院患者）も含まれると考えられています。
○�　滋賀県では、医療機関と地域関係機関とが連携し、入院の必要な精神障害者の医療機関
の受入れと、退院可能な精神障害者の地域の受入れを円滑にする取組を進めています。退
院後３か月時点での再入院率は全国で２番目に少ない状況となっています。

ア　統合失調症
　○�　平成26年（2014年）に県内の医療機関を継続的に受療している統合失調症の総患者数

は約６千人であり、うち入院患者数は約１千人です。
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　○�　従来の統合失調症治療薬で改善が認められない治療抵抗性統合失調症の方に対して、
治療抵抗性統合失調症治療薬（クロザピン）という唯一有効な治療薬があります。現在
は処方する精神科医が知識や経験が不足しているため使いこなせず、十分普及していま
せん。

イ　うつ病・躁うつ病
　○�　平成26年（2014年）に医療機関を継続的に受療しているうつ病等の総患者数は

１万３千人であり、平成11年（1995年）の総患者数５千人から増加しています。
　○�　うつ病を難治化させないためには、早期発見・早期治療が重要であり、医師のうつ病

対応力向上やかかりつけ医と精神科医との連携の強化が必要な状況です。精神科医療と
地域保健や学校保健、産業保健との協力体制の構築が求められています。

　○�　平成21年度（2009年度）から継続的に実施している一般科医に対する「かかりつけ医
うつ病対応力向上研修」は、これまで約360人が受講し、地域での円滑な連携につながっ
ています。また、平成23年度（2011年度）から継続的に実施している医療従事者に対す
る「専門医等うつ病治療向上研修」は、これまで約500人が受講し、治療技法の普及に
向けて技術向上を図っています。

ウ　児童・思春期精神疾患
　○�　児童・思春期の心の問題に関わっている、医師、看護師、保健師、精神保健福祉士、

臨床心理士等が少ないという現状があります。
　○�　早期に発達障害等の診断を受けることができる医療機関が少なく、児童・思春期を専

門とする医師の養成や、医師と地域の支援者との連携強化が必要となっています。
　○�　児童・思春期の特性を踏まえた療育、教育や福祉関係機関と連携した治療や支援が提

供できる医療機関の整備に関する研究を目的に滋賀医科大学精神医学講座に事業委託し
て実施しています。

　○�　ひきこもり支援センターでは、児童・思春期事例を保健・医療・福祉・教育等の支援
者が合同で検討する場を設け、その見立てと支援を検討できる人材を育成しています。

エ　発達障害
　○�　市町で実施する乳幼児健診や、保育所・幼稚園等に対して発達障害に関する専門知識

を有する職員が巡回することにより、発達障害の早期発見に取り組んでいます。市町の
福祉型児童発達支援センターや児童発達支援事業所（地域療育教室）、県立小児保健医
療センター（療育部）、発達障害者支援センター等、身近な地域での早期支援を実施し
ています。

　○�　児童・思春期の特性を踏まえた療育、教育や福祉関係機関と連携した治療や支援が提
供できる医療機関の整備に関する研究を目的に滋賀医科大学精神医学講座に事業委託し
て実施しています。（再掲）

　○�　発達障害者支援センターは、医療福祉相談モール構成機関と市町や福祉圏域に対する
バックアップ、人材育成等を担っています。

　○�　乳幼児・学童期から思春期・青年期に向けての支援体制の構築と人材育成を目的に、
ひきこもり支援センターが市町発達支援課・センターの連絡会を開催しています。

　○�　発達障害者支援法に基づく発達障害者支援地域協議会を設置し、発達障害者支援に関
する情報を共有するとともに、支援体制の整備について協議を行っています。

　○�　早期に発達障害等の診断を受けることができる医療機関が少なく、児童・思春期を専
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門とする医師の養成や、専門医と地域の支援者との連携強化が必要となっています。（再掲）
　○�　診断や支援を受ける機会のないまま成人期に至り、二次的に他の精神障害を発症した

り、ひきこもりの状態になったりする発達障害者等に対する支援が課題となっています。
成人期の発達障害者に対する医療的な支援や地域生活に向けた具体的な支援サービスの
充実が求められています。

オ　依存症＊（アルコール依存症・薬物依存症・ギャンブル等依存症等）
　○�　県内のアルコール依存症者は、平成25年（2013年）の国の調査に基づき県人口で換算

すると約11,900人ですが、同年の入院患者は51人、また自立支援医療受給者は283人（薬
物依存症者等含む）となっています。

　○�　アルコール依存症に対して、県立精神医療センターではアルコール依存症リハビリ
テーションプログラムなどの専門入院治療や認知行動療法が行われ、精神保健福祉セン
ターでは家族教室や交流会などの家族支援のほか、自助グループとの連携や活動支援が
行われています。

　○�　アルコール健康障害対策推進会議において様々な分野の関係者が連携することで、切
れ目のない支援体制を確保することが必要です。

　○�　依存症は、様々な依存症との重複もあり、本人・家族に認識されにくい特性があるこ
となどから、アルコール依存症・薬物依存症・ギャンブル依存症等依存症対策として総
合的に対応する専門医療機関や相談機関が必要です。

カ　外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）
　○�　県内外で事件・事故が発生した場合の精神的な二次被害の拡大を防止するため、
「Crisis�Intervention�team（CIT＊）通称こころのケアチーム」の派遣事業を行ってい
ますが、当該事業の安定した運用のため、医療機関や関係機関の人材育成が必要です。

キ　高次脳機能障害
　○�　県内には高次脳機能障害を診断、評価できる医療機関が少なく、高次脳機能障害に対

応したリハビリテーションが可能な医療機関が少ないという課題があります。
　○�　当事者・家族が高次脳機能障害の理解や地域生活のイメージがないまま退院し、地域

で問題を抱え込み孤立している現状があり、障害特性を理解したアセスメントや地域支
援のマネジメントができる人材が少ないという現状があります。

　○�　医師やリハビリテーション専門職＊への高次脳機能障害の理解のための啓発・研修会
を開催し、医療機関での家族教育の強化や地域でのリハビリテーションの充実が必要です。

　○�　地域支援者が適切に対応できる技術を身につけられるよう資質の向上が必要です。
　○�　医療機関と地域支援機関の連携を強化し、高次脳機能障害と診断され、障害特性を理

解した上で、退院後には必要な支援につながる体制の整備が必要です。
　○�　高次脳機能障害支援センターにおいて、医療福祉相談モール構成機関と連携しながら、

当事者、家族、支援者への相談支援および普及啓発、人材育成、支援体制づくりを実施
するとともに、圏域支援体制の充実を図るための取組を進めてきました。平成27年度
（2015年度）からは地域支援で中心となりうる「専門相談支援員」の養成を行い、これ
までに38名を認定しています。

ク　摂食障害
　○�　摂食障害患者は、厚生労働科学研究において、医療機関の受療の有無にかかわらず、女
子中学生の100人に１～２人、男子中学生の1,000人に２～５人いると推計されており、県内
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には、女子中学生では約200～ 400人、男子中学生では約40～ 100人（平成29年６月「数字
で見る滋賀の教育」生徒数より算出）の患者がいるとされます。しかしながら、県内には
摂食障害の専門医療機関が少ないことから、県外の医療機関で受療している人もあります。

　○�　県内で児童・思春期を含め摂食障害を専門とする医師の養成や、専門医と地域の支援
者との連携強化が必要となっています。

ケ　てんかん
　○�　県内のてんかん患者は、実態調査（平成27年３月）の結果では、8,519人となっています。
　○�　てんかんの治療については、平成26年度（2014年度）に実施した「てんかん診療に関

する調査」によると、調査対象とした県内58病院のうち、外来診療を行っているのは39
病院、入院診療を行っているのは33病院となっています。

　○�　年齢別の受診状況をみると、小学生から高校生までの年齢層と70歳以上の高齢層に
ピークがみられ、初診患者は１歳未満に次いで70歳以上の年齢層が多くなっています。

　○�　小児期から成人期へのてんかん治療の連携体制の構築や、診療機関の情報提供体制等
の整備が必要とされています。

（２）精神保健医療福祉施策
ア　精神科救急
　○�　民間精神科病院の輪番制を中心に、県立精神医療センター、輪番診療所、身体合併症協力
病院による精神科救急医療システムにより、24時間365日応需できる体制を整備しています。

　○�　精神科救急情報センターを設置し、夜間・休日における緊急対応や精神科救急医療相
談を行っています。

　○�　精神科診療所では、入院治療までの必要がない程度の精神疾患患者に対して、夜間・
休日における精神科救急の一部を輪番制により担うほか、かかりつけ診療所として自院
患者が精神科救急に至らないよう、診療時間の延長など外来診療の拡充が図られています。

　○�　精神疾患患者の病態が多様化する中で、精神科初期救急、精神科救急医療相談、措置
入院後フォローアップ体制整備等の充実が必要です。

　○�　県民が適切に精神科救急医療を受けられるようにするために、医師や看護師など対応
する人材の養成が必要です。

イ　身体合併症
　○�　身体疾患を合併する精神疾患患者の治療は、一般科と精神科を併設する医療機関のほ

か、精神科を持たない医療機関と精神科医療機関との連携により医療が提供されていま
すが、身体疾患、精神疾患がともに重篤な患者については、医療機関の受入れが困難と
なる場合があります。

　○�　自傷・自殺企図者に対する身体処置後の一般科と精神科の連携の充実が必要です。
ウ　自殺対策
　○�　自殺の多くは、多様かつ複合的な原因や背景があり、様々な要因が関連する中で起こっ

ています。自殺の原因・動機として「健康問題」が最も多く、自殺の直前には「うつ病」
を発症していることが多いといわれています。

　○�　自殺未遂者支援体制の充実などにより、未遂歴のある自殺既遂者は減少してきています。
　○�　若年の自殺未遂者の中には、背景に虐待や発達障害などの要因を持つものもあり、市

町家庭児童相談室や教育との連携が必要です。
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　○�　警察・消防・救急告示病院＊等や精神科医療機関と保健所、市町などとの連携による
自殺未遂者支援の更なる強化が必要です。

エ　災害精神医療
　○�　精神保健福祉センターでは、保健所と協働して、学校等における事件や事故後の精神

的な二次被害の拡大を防止するため、こころのケアチームの派遣事業を実施しています。
　○�　東日本大震災では、病院協会、医師会との協定に基づき、精神科医療機関、大学、県

の連携による「こころのケアチーム」を派遣しました。また、熊本地震では、こころの
ケアチームとして精神医療センター・滋賀医科大学の協力を得て５チームが現地に赴き、
現地での災害支援活動を行ったところです。

　○�　本県にも多くの活断層が存在し、東南海・南海地震の発生も危惧される中、災害発生
を想定し、有事の際に、精神科医療および精神保健活動の支援を行う災害派遣精神医療
チーム（DPAT）の体制づくりが急務です。

オ　医療観察法における対象者への医療
　○�　県と大津保護観察所との共催で滋賀県医療観察制度運営連絡協議会を開催し、近畿厚

生局等の関係機関との意見交換を実施しています。
　○�　県立精神医療センターは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び

観察等に関する法律（医療観察法）に基づく指定入院医療機関として、医療観察病棟の
運営状況や治療内容に関する情報公開の評価を受ける医療観察法外部評価会議を実施し
ています。また、医療観察病棟の安全かつ円滑な運営および地元関係者等との密接な連
携を図ることを目的とした医療観察法地域連絡会議を実施しています。

（３）地域精神保健福祉
○�　滋賀県の退院患者の平均在院日数は平成26年（2014年）では216.3日（全国は291.9日）
と平成８年（1996年）の246.9日から１割以上短縮されています（患者調査）。一方、５年
以上の長期入院患者が全入院患者の４割近くを占めています。これら長期入院患者の中に
は、受入条件が整えば退院可能な入院患者（いわゆる社会的入院患者）も含まれると考え
られています。
○�　精神障害があっても本人の望む場所で、本人が望む暮らしを安定して送るためには、医
療や保健福祉による支援、家族や地域の見守り等の公私協働による地域づくりが必要です。
○�　精神障害等を持ちながら地域生活を送っている当事者や、ひきこもり等を体験した当事
者などの経験を活かした支援が有効であることから、養成されたピアサポーターとの協働
が求められています。
○�　治療中断者や自らの意思では受診困難な精神障害者が、新たな入院や再入院をすることな
く、地域で生活するための包括的な地域医療体制の構築を行うモデル事業を実施しています。
○�　長期入院患者等の退院を促進するためには、地域生活の受け皿となるグループホームな
ど退院後の住まいの確保や日中活動の場の一層の確保が必要です。
○�　退院後の地域生活を支えるため医療・保健福祉、介護、就労サービスなど地域の様々な
関係機関が連携した支援体制が求められています。
○�　精神障害者は、その障害の特性から、安定した就労が困難な場合も少なくないことから、
企業や県民の精神疾患に対する理解の促進や、雇用機会の拡大また就労定着のための体制
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の強化など取組の更なる充実が必要です。
○�　精神障害者等に対する正しい理解を促進するため、精神疾患や精神障害への正しい知識
の普及・啓発を行っています。
○�　各保健所では、市町の関係機関や相談支援事業所などと連携し、精神保健福祉に関する
啓発や相談、未治療者や治療中断者に対する訪問や受診支援、民間団体との連携や家族支
援などを行う「滋賀のみんなでつくる地域精神医療保健福祉チーム」事業を実施しています。
○�　精神保健福祉センターとセンター内の「精神科救急情報センター」「ひきこもり支援セ
ンター」「自殺対策推進センター」「知的障害者更生相談所」では、地域精神保健福祉の中
核的な機関として、より専門的な相談支援や人材養成、地域の関係機関に対する技術支援
などを行っています。

（４）精神科医療機関
○�　県内の精神科病院および精神科を標榜する一般病院は、18病院あり、うち精神病床を有
する病院は12病院です。
○�　精神病床は2,318床で、人口あたりの病床の数は47都道府県中45位（平成27年度精神保
健福祉資料）と少なく、入院期間の短縮、外来診療の充実を図り、なるべく入院に頼らな
い精神科医療を提供しています。
○�　県内の精神科を標榜する診療所は、32診療所（平成27年度精神保健福祉資料）あります
が、湖西保健医療圏には診療所がありません。
○�　自立支援医療機関（精神通院医療）の指定を受けた訪問看護事業所は141か所ありますが、
全国平均を下回っています。

具体的な施策

《圏域の考え方》
　○�　精神疾患にかかる保健医療圏は、二次保健医療圏を基本とします。
　○�　精神科救急医療圏は、７つの二次保健医療圏を３ブロック（①湖北･湖東、②東近江･

湖南･甲賀、③大津･湖西）に区分した圏域とします。
精神科救急医療圏 二次保健医療圏の範囲

湖 北 ・ 湖 東 湖北保健医療圏、湖東保健医療圏
東近江・湖南・甲賀 東近江保健医療圏、湖南保健医療圏、甲賀保健医療圏
大 津 ・ 湖 西 大津保健医療圏、湖西保健医療圏

（１）多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築
　多様な精神疾患等に対応するための医療機能の明確化に向けて、各二次保健医療圏等にお
いて体制構築のための会議を開催し、疾病ごとに地域精神科医療提供機能、医療機関拠点連
携機能、都道府県連携拠点機能を有する医療機関を位置づけるための検討を進めます。
＜地域精神科医療提供機能を有する医療機関＞
　【役割】
　①医療連携への参画
　②情報収集発信への参画
　③人材育成への参画



−105−

第
３
章　
疾
病
・
事
業
ご
と
の
医
療
福
祉
体
制

第
３
部

　④地域精神科専門医療の提供　
＜医療機関拠点連携機能を有する医療機関＞
　【役割】
　①医療連携の地域拠点
　②情報収集発信の地域拠点
　③人材育成の地域拠点
　④地域精神科医療提供機能支援
＜都道府県連携拠点機能を有する医療機関＞
　【役割】
　①医療連携の都道府県拠点
　②情報収集発信の都道府県拠点
　③人材育成の都道府県拠点
　④地域連携拠点機能支援

図３－３－５－１　保健医療計画上の多様な精神疾患ごとの医療機能の明確化のイメージ

ア　統合失調症
　○�　治療法の普及や精神科リハビリテーションをはじめとする予防的アプローチの充実な

どによって更なる入院期間の短縮につなげ、入院から地域生活への移行に努めます。
　○�　重度かつ慢性の統合失調症患者に対するクロザピン等による治療のための連携体制の

圏
域 医療機関 統合失

調症
うつ
病等

認知
症

児
童

発達
障害

依存症
（＊）

PT
SD

高次
脳

摂食
障害

てん
かん

精神科
救急

身体合
併症

自殺
対策

災害
精神

医療
観察

全
域

A病院 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

B病院 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

C病院 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

○
○
圏
域

A病院 ◎ ◎ ◎

D病院 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

E病院 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○

F診療所 ○ ○ ○ ○ ○ ○

G診療所 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

H訪看ST ○ ○ ○ ○

△
△
圏
域

B病院 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

I 病院 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

J病院 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

K病院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

L診療所 ○ ○ ○

M診療所 ○ ○ ○

◆
◆
圏
域

C病院 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

N病院 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O診療所 ○ ○ ○ ○
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導入を促進します。
イ　うつ病・躁うつ病
　○�　うつ病の予防や早期発見・早期支援の強化を図るため、広く県民に対し、自らのここ

ろの健康に関心を持てるよう引き続き知識の普及啓発に努めます。
　○�　一般科医に対する「かかりつけ医うつ病対応力向上研修」による早期発見・早期治療

の普及や「専門医等うつ病治療向上研修」による治療技法の普及を今後も引き続き実施
するとともに、早期に有効な治療につながるような連携を促進します。

　○�　地域で相談に従事する様々な領域の支援者の資質向上に向けた研修等を実施し、うつ
病・躁うつ病の対応力の向上に努めます。

　○�　二次保健医療圏で自殺未遂者支援体制の整備を図る中で救急告示病院を中心に精神科
との連携体制の構築を進めます。

ウ　児童・思春期精神疾患
　○�　子どもの心の診療に関する医師の養成に努めます。
　○�　入院対応のできる専門病床を有する医療機関の確保について検討します。
　○�　精神保健福祉センターが中心となって、保健、医療、福祉、教育、就労等、他分野の

機関と包括的な支援を行える体制を目指します。「子ども・若者支援地域連絡協議会」「発
達支援課・センター連絡会」等のネットワークを活用して、人材育成や啓発を行います。

　○�　精神保健福祉センターと子ども・青少年局が協働し、滋賀県子ども・若者総合相談窓
口を設置することで、早期介入とメンタルヘルスの重症化の予防に努めます。

エ　発達障害
　○�　発達障害の早期発見や医療的支援の充実を図るために、研修会等を開催し、発達障害

の診療ができる医師の養成に努めます。
　○�　入院対応のできる専門病床を有する医療機関の確保について検討します。（再掲）
　○�　発達障害者支援センターとひきこもり支援センターが協力し、保健、医療、福祉、教

育、就労等、他分野の機関と包括的な支援を行える体制作りを目指します。「子ども・
若者支援地域協議会」「発達支援課・センター連絡会」等のネットワークを活用して、
人材育成や啓発を行います。

　○�　成人期の発達障害者に対して、地域での自立生活を支援するための支援プログラムの
活用などにより支援スキルの向上を目指し、支援サービスの充実を図ります。

オ　依存症（アルコール依存症・薬物依存症・ギャンブル等依存症等）
　○�　アルコール依存症については、発症予防から進行予防、再発予防と切れ目なく取り組

むために、県立精神医療センターがアルコール健康障害の専門医療機関・依存症治療拠
点機関として核となり、地域の医療機関におけるアルコール診療技術の向上や連携体制
の構築に取り組みます。

　○�　アルコール健康障害対策推進会議の構成団体等が相互に連携・協力を図りながら、分
野横断による包括的推進体制の確保をとおして、アルコール健康障害対策の推進に取り
組みます。

　○�　薬物依存症・ギャンブル依存症に対応する専門医療機関や依存症治療拠点機関、相談
拠点についても確保に努めます。

カ　外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）
　○�　精神保健福祉センターを中心に、保健所等と協働して、学校等における事件や事故後
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のＰＴＳＤ等二次的な精神的被害の拡大を防止するため、「Crisis� Intervention�team
（ＣＩＴ）通称こころのケアチーム」の派遣事業を引き続き実施します。

　○�　県内で事件・事故が発生した場合に、速やかにこころのケアチームを結成し、適切な
活動ができるよう、保健福祉、教育、医療の各関係機関間の連携強化や、人材育成を行
います。

キ　高次脳機能障害
　○�　リハビリテーションセンターや高次脳機能障害支援センターが連携し、医師やリハビ

リテーション専門職への高次脳機能障害の理解のための啓発・研修会を開催します。
　○�　高次脳機能障害について、必要な医療や支援に速やかにつながるよう、医療機関にお

ける適切な診断と、退院時にはかかりつけの医療機関や障害福祉サービスに切れ目なく
つながる体制の構築を図ります。

　○�　医療機関で障害特性や地域生活に関する心理教育を当事者・家族に実施できるように
働きかけ、地域でのリハビリテーションを更に充実させます。

　○�　相談を受けた支援者が、誰でも適切に対応できる技術を身につけられるよう資質の向
上を図ります。

　○�　二次保健医療圏において、保健所を中心として連絡調整会議を開催し、保健・医療（リ
ハビリテーションを含む）・介護・福祉・労働等の関係機関による圏域の課題整理や解
決に向けた方策の検討、関係者の資質向上等を行います。

ク　摂食障害
　○�　不足している子どもの心の診療に関する専門医と併せて、摂食障害に関する医師の養

成に努めます。
　○�　精神保健福祉センターは、摂食障害に関する相談に対応し、患者・家族への摂食障害

に関する心理教育の場を開催します。摂食障害に関する知識・技術の普及啓発、支援従
事者等への研修・技術的支援、他の児童・思春期に好発する疾患等を含め、関係機関と
の地域連携支援の調整に努めます。

　○�　摂食障害に対応できる専門職の養成や多職種連携・多施設連携の推進に努めます。
ケ　てんかん
　○�　小児期から成人期へのてんかん治療の連携体制の構築や、診療機関の情報提供体制等

の整備に努めます。
　○�　てんかん患者・家族の支援においては、生活上の留意点への理解に向けた支援や、就

労関係者への理解促進、生活支援の充実に努めます。
コ　精神科救急
　○�　急性増悪時に迅速かつ適切に精神科医療につながるよう、精神科救急情報センターの

充実に努めます。
　○�　入院治療の必要がない程度の精神科救急医療（ソフト救急）について、精神科診療所

の協力のもと、病診連携の推進、初期救急応需体制の充実に努めます。
　○�　身体合併症を併発している精神障害者またはその疑いのある者で措置診察の必要があ

ると認めた者を受け入れる身体合併症協力病院との連携に努めます。
サ　身体合併症
　○�　身体疾患、精神疾患がともに重篤な患者について対応できる体制整備を検討します。
　○�　二次保健医療圏域で自殺未遂者への支援体制の整備に向け、一般科・精神科医療機関
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に対し自殺未遂者への対応についての研修等を実施します。
　○�　精神科救急医療システム調整会議において、滋賀県医師会、滋賀県病院協会の参画に

より意見交換を行うとともに、県メディカルコントロール協議会＊とも連携し、救急事
案の対応について検討し、一般科と精神科医療機関の連携に努めます。

シ　自殺対策
　○�　自殺対策推進センターを核として、保健所、市町等との協働により、滋賀県自殺対策

計画と連動した取組を推進するとともに、自殺対策連絡協議会において様々な分野の関
係者による、多角的評価を受けつつ対策の推進を図ります。

　○�　学校保健、産業保健等との連携に加え、妊産婦支援施策や生活困窮者自立支援施策、
労働施策等との連携を進め、生きる支援につながるよう対策を進めます。

　○�　「かかりつけ医うつ病対応力向上研修」を継続的に実施し、一般科と精神科の連携に
より早期に必要な治療につながるような連携体制の構築を進めます。

　○�　自殺未遂者の支援体制においては、救急告示病院等や精神科医療機関と保健所、市町
などとの連携に加え、今後、警察や消防との連携強化を図ります。　

　○�　若年の自殺未遂者の中には、背景に虐待や発達障害などの要因を持つものもあるため、
市町家庭児童相談室や教育への技術支援を行います。

ス　災害精神医療
　○�　災害発生を想定し、有事の際には、危機管理体制のもと迅速に災害派遣精神医療チー

ム（DPAT）を組織できるように、また、被災時には円滑な受援体制を確保できるよう、
県内の精神科医療機関と検討を進めます。

セ　医療観察法における対象者への医療
　○�　医療観察法に基づき、引き続き対象者に対して適切な医療を提供し、社会復帰を促進します。
　○�　対象者の円滑な地域移行と地域生活の安定を図るため、滋賀県医療観察制度運営連絡

協議会等により、医療観察法処遇終了後の精神保健福祉サービスに至る支援に円滑に引
き継がれるように努めます。

（２）地域精神保健福祉活動の充実と地域包括ケアシステムの構築
○�　精神科病院、保健所、市町、相談支援事業所、一般科医療機関、社会福祉協議会、家族会、
自助グループ、民生委員等のネットワークによる地域の見守り体制の構築に取り組みます。
○�　関係機関と当事者活動との協働に向けた研修会の開催や、自助団体、家族会などの団体
活動支援および連携により、地域でのピア活動＊の充実を図ります。
○�　各二次保健医療圏において、医療、保健、福祉等の関係機関が連携して、チーム支援を
行うことにより、精神障害のある本人および家族が安定した生活を継続するための支援を
推進します。
○�　長期入院患者等が身近な地域で安心して生活ができるよう退院後におけるグループホー
ムなど地域の住まいの場や日中活動の場の確保に取り組みます。
○�　市町を中心とした介護保険等高齢者施策との連携や、高齢者の地域移行の促進等により
地域生活支援の強化を図ることにより、高齢精神障害者の支援の充実に努めます。
○�　回復途上にある精神障害者に対して、実際の就労の場において必要な集中力、対人能力、
仕事に対する持久力、環境適応能力等を高めるための社会適応訓練を行うとともに、地域
の働き・暮らし応援センターやハローワークなどとの連携を強化することにより、精神障
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害者の一般就労・定着のために取り組みます。
○�　保健所と市町等が協働し、自治会行事等の様々な機会を通して自治会や民生委員児童委
員などへの精神障害者等に対する理解の深化に努めます。
○�　精神障害者等に対する正しい理解を促進するため、広く県民に対する精神疾患や精神障
害への正しい知識の普及・啓発に引き続き取り組みます。
○�　保健所や市町の保健師・精神科医療機関関係者・相談支援従事者等の精神保健医療福祉
従事者を対象に体系的な研修等を行うことにより、支援の質の向上を図ります。
○�　思春期・青年期の予防を含むメンタルヘルスについて、ひきこもり支援センターが市町
関係機関や医療、保健所、各事業所、教育等様々な機関とともに包括的な支援に取り組む
ために、「子ども・若者支援地域協議会」を通じ、体制整備やネットワークの構築に取り
組みます。

《数値目標》

目標項目 現状値 目標値（H32） 備　考

精神障害者地域移行・地域定着推進協議会
などの保健、医療、福祉関係者による協議
の場を設置

３圏域(H28) ７圏域

精神病床における65歳以上の１年以上長期
入院患者数 813人(H26) 794人 患者調査

精神病床における65歳未満の１年以上長期
入院患者数 452人(H26) 349人 患者調査

入院後３か月時点の退院率 54.2％ (H27) 69％以上 精神保健福祉資料

入院後６か月時点の退院率 78.1％ (H27) 84％以上 精神保健福祉資料

入院後１年時点の退院率 82.7％ (H27) 90％以上 精神保健福祉資料
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６　救急医療（小児救急を除く）

目指す姿

▶  患者が重症度・緊急度に応じた適切な医療を受けることができる
　 ・ 各二次および三次医療機関が担う医療機能が明確になり、機能分担と連携が強化

されている
　 ・初期、二次および三次医療機関の担う役割に合致した患者が受診している

取組の方向性
　（１）救急医療に関する圏域の見直し
　（２）救急医療機能の明確化
　（３）救急医療における医師の養成・確保
　（４）病院前救護体制の強化
　（５）ドクターヘリ＊の活用
　（６）県民啓発の実施

現状と課題

（１）救急医療の現状
○　本県の救急医療体制は、以下の４体制で対応しています。
　・医療機関への搬送までに救急救命士が救急救命処置を行う病院前救護体制
　・入院治療が必要ない程度の治療を診療所や休日急患診療所で行う初期救急医療体制
　・入院治療を必要とする医療を救急告示病院等で行う二次救急医療体制
　・重篤な救急患者の治療を必要とする医療を救命救急センターで行う三次救急医療体制

図３－３－６－１　救急医療体制
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図３－３－６－２　救急医療の流れ

○�　本県における救急出動件数は増加し続けていますが、消防本部(局)ごとの件数には隔た
りがあります。

図３－３－６－３　消防本部(局)の搬送件数の推移

� 出典：「消防年報」（各消防本部(局)）　　　
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○　救急搬送における疾病構造に変化が生じています。
　　交通事故による出場件数は減少傾向にあり、急病による出場件数が増加しています。

図３－３－６－４　救急出場件数の推移

� 出典：「消防年報」（各消防本部(局)）

○�　急病による救急搬送患者における軽症者の割合は継続して高く、また高齢者の占める割
合も年々増加しています。

図３－３－６－５　急病搬送人数

� 出典：「救急年報報告」（消防庁）　　　　　　

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Ｈ1 Ｈ2 Ｈ3 Ｈ4 Ｈ5 Ｈ6 Ｈ7 Ｈ8 Ｈ9 Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27

総出場件数

急病

交通事故

一般負傷

(件)

54,119 55,845 55,973 57,136 56,838 

33,873 35,591 35,819 37,004 36,919 

2,711 2,593 2,820 2,701 2,887 

11,063 11,514 10,993 11,199 10,942 

20,099 21,483 22,006 23,104 23,090 

2,000

12,000

22,000

32,000

42,000

52,000

62,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

救急搬送人数

急病における搬送人数

小児

成人

高齢者

(人)



−113−

第
３
章　
疾
病
・
事
業
ご
と
の
医
療
福
祉
体
制

第
３
部

図３－３－６－６　急病搬送における軽症者の割合

� 出典：「救急年報報告」（消防庁）　　　　　　　　　

○�　搬送件数は年々増加していますが、救急車台数は変化がないため医療機関収容までの時
間が延長していることから、救急車の適正利用が必要です。

表３－３－６－７　救急搬送にかかる資源

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

救急車台数 65� 65� 66� 66� 66�

救急隊員数 879� 865� 882� 899� 931�

救急救命士数 276� 273� 283� 286� 296�

救急救命士同乗率(％ ) 96.6� 100.0� 100.0� 100.0� 100.0�

搬送件数 53,033� 54,832� 54,902� 56,179� 56,523�

医療機関収容までの時間(分) 31.7� 32.0� 32.8� 33.4� 33.7�

� 出典：「消防年報」（各消防本部(局)）

○�　急病にかかる搬送人員を疾患別にみると、死亡を含む重症者のうち、脳疾患が25.9%、
心疾患が全体の21.1%と他の疾患よりも高い割合になっています。
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表３－３－６－８　平成28年（2016年）中　急病にかかる疾病分類別傷病程度別搬送人員
疾病分類 循環器系

消化器系 呼吸器系 神経系 感覚系 泌尿器系 新生物系 その他
診断名等
不明確な
状態

合計
年齢区分 疾病程度 脳疾患 心疾患

全　体

死　亡 10� 122� 5� 12� 0� 0� 2� 13� 87� 98� 349�
重　症 475� 475� 86� 133� 5� 17� 21� 92� 228� 420� 1,952�
中等症 1,563� 1,463� 1,360� 1,535� 150� 284� 292� 442� 2,830� 3,338� 13,257�
軽　傷 583� 979� 2,077� 980� 1,072� 1,220� 735� 126� 5,671� 7,917� 21,360�
その他 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0�
計 2,631� 3,039� 3,528� 2,660� 1,227� 1,521� 1,050� 673� 8,816� 11,773� 36,918�

小児
(0歳～18歳未満) 計 111� 13� 164� 194� 55� 149� 10� 0� 1,080� 1,111� 980�

成人
(18歳以上～
65歳未満)

死　亡 1� 15� 2� 2� 0� 0� 1� 0� 11� 10� 42�
重　症 106� 101� 15� 10� 2� 6� 4� 17� 50� 51� 362�
中等症 299� 238� 394� 108� 110� 112� 85� 77� 591� 478� 2,492�
軽　傷 149� 241� 908� 343� 849� 521� 453� 18� 1,969� 2,594� 8,045�
その他 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0�
計 555� 595� 1,319� 463� 961� 639� 543� 112� 2,621� 3,133� 10,941�

高齢者
(65歳以上)

死　亡 9� 107� 3� 10� 0� 0� 1� 13� 75� 86� 304�
重　症 367� 374� 69� 123� 3� 9� 17� 75� 169� 366� 1,572�
中等症 1,216� 1,220� 950� 1,373� 33� 125� 205� 365� 1,969� 2,565� 10,021�
軽　傷 373� 730� 1,023� 497� 175� 599� 274� 108� 2,902� 4,512� 11,193�
その他 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0�
計 1,965� 2,431� 2,045� 2,003� 211� 733� 497� 561� 5,115� 7,529� 23,090�

重症(死亡含む)の割合 21.1� 25.9� 4.0� 6.3� 0.2� 0.7� 1.0� 4.6� 13.7� 22.5� 100.0�

� 出典：「救急年報報告」（消防庁）

（２）救急医療における医師の現状
○　医療機関の救急部門の専従医師は、平成28年（2016年）３月31日現在43名であり、二次
保健医療圏による偏在がみられます。

表３－３－６－９　圏域ごとの救急医数
圏域名 救急部門専従医師 救急科専門医※ 指導医※

大　津 28 18 3
湖　南 7 8 1
甲　賀 0 0 0
東近江 5 2 0
湖　東 0 0 0
湖　北 3 2 0
湖　西 0 0 0
計 43 30 4
� 出典：救急医療体制の現況調べ（平成28年3月31日現在）※印は日本救急医学会認定

（３）病院前救護体制
　医療機関への搬送までに行う病院前救護は、救急現場に居合わせた人（発見者、同伴者等、
以下「バイスタンダー」という。）がＡＥＤ等を使用して行う心肺蘇生や救急救命士が行う
救急救命処置があります。
ア　救急救命士
　○�　救急救命士は、救急現場から医療機関への搬送までの間、緊急の必要がある場合に、

医師による指示・指導・助言（無線等を使用）のもとで「気管挿管＊」や「薬剤投与＊」（以
下「特定行為＊」という。）を、メディカルコントロール協議会の認定を受けることに
より実施できます。

　○�　救急患者の症状等に応じた搬送および医療機関による受入れをより円滑に行うため、
消防法の規定に基づく「傷病者の搬送および受入れの実施に関する基準」(以下「実施



−115−

第
３
章　
疾
病
・
事
業
ご
と
の
医
療
福
祉
体
制

第
３
部

基準」という。)を策定しています。
　　�　また、実施基準に基づく搬送、受入れの状況調査、内容の検討、実施基準の見直し等

の協議をメディカルコンロトール協議会で行っています。
　○�　今後も、救急救命士の充足と特定行為にかかる技術水準の向上を図るとともに、適切

な搬送および受入体制の構築が必要です。

表３－３－６－10　救急救命士・特定行為認定者数
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

気管挿管 101 113 130 145 160
薬剤投与 257 287 301 317 339

図３－３－６－11　メディカルコントロール体制
　

　
イ　バイスタンダー
　○�　本県の平成27年(2015年)中における心原性(心臓に原因がある)心肺機能停止者でバイ

スタンダーによる心肺蘇生が実施されたのは139件でした。
　○�　消防庁の統計によると、バイスタンダーによる心肺蘇生の実施の有無による１ヵ月後

の生存率では約1.8倍、社会復帰率では約2.5倍の差があります。
　○�　平成29年（2017年）10月現在、本県には4,430台のＡＥＤが設置されていますが、外

部者の使用が認められているＡＥＤは1,590台です。
　○�　病院前救護の充実を図るためには、今後も県民へのＡＥＤの使用方法や救急蘇生法等

の研修、啓発が必要です。
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表３－３－６－12　講習会受講人数等
平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

普通救命講習会
回数 1,000� 1,081� 1,056� 1,023�
人数 20,914� 20,481� 20,874� 20,338�

バイスタンダーによる心肺蘇生件数 111 127 133 139
� 出典：救急・救助の現況（消防庁）

（４）初期救急医療体制
○�　初期救急医療体制は、地域の開業医師が当番制で休日や夜間に自院で診療を行う「在宅
医当番制」と休日および休日の夜間に比較的軽症の救急患者を受け入れている「休日急患
診療所」があります。
○�　入院治療の必要のない軽症の救急患者を休日急患診療所等で受け入れることにより、二
次・三次救急医療機関の負担を軽減しています。

表３－３－６－13　在宅当番医制と参画医療機関

圏域名 体��制 参�画�医�療�機�関

東近江 在宅当番医制
（東近江医師会）

＊休日を除く夜間
　午後6時～ 8時30分

島田医院、中沢医院、青葉メディカル、
レイメイクリニック、宮路医院、鳥越医院、
中村医院、桝田医院、古道医院、竹中医院、
高畑医院、東近江市湖東診療所、
東近江市あいとう診療所、東近江永源寺診療所、
広島外科整形外科医院、笠原レディースクリニック、
おざき内科医院、つちだ内科医院、小串医院、
こすぎクリニック、山口内科クリニック、
たなか小児科、布引内科クリニック、さつき診療所

湖　東 在宅当番医制
（愛荘町）
＊3月～ 10月
　日曜　午前9時～午後1時
＊11月～ 2月
　日曜　午前9時～午後5時

近江温泉病院、竹中医院、
こすぎクリニック、
石川医院、北村医院、矢部医院、
成宮クリニック、中川クリニック、
世一クリニック、野口小児科、上林医院

� （平成29年10月号１日現在）
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表３－３－６－14　休日急患診療所
圏域名 診療所 診療時間
湖　南 湖南広域休日急病診療所 休　日　　10時�～�22時

東近江
近江八幡休日急患診療所 土曜日　　15時�～�20時

休　日　　10時�～�20時
東近江休日急患診療所 休　日　　10時�～�20時

湖　東 彦根休日急病診療所 休　日　　10時�～�19時
湖　北 長浜米原休日急患診療所 休　日　　�9時�～�18時
� （平成29年6月1日現在）　　　　　　　　　　　

（５）二次救急医療体制
○�　二次救急医療は、緊急手術や入院治療の必要な患者に対応する医療であり、本県では31
の救急告示病院が担っており、二次保健医療圏ごとに当番日を決めて(以下「病院群輪番
制＊」という。)対応しています。

○�　本来、初期救急医療機関を受診すべき軽症患者が多数受診しており、過分な負担が二次
救急医療機関にかかっています。
○�　病院群輪番制に参加していない救急告示病院があり、輪番制参加病院に負担が偏ってい
ます。
○�　病院群輪番制に参加している救急告示病院においても、症状や疾患によっては対応が困
難な病院もあります。

表３－３－６－15　二次救急医療提供体制
　(平成29年度各二次保健医療圏域における救急告示病院と病院群輪番制参画病院)　
圏域名 体制等 救急告示病院（「●」は、病院群輪番制参画病院）

大　津 病院群輪番制
＊休日昼夜間、毎夜間

●市立大津市民病院、●大津赤十字病院、大津赤十字志賀病院、
●琵琶湖大橋病院、●地域医療機能推進機構滋賀病院、
●滋賀医科大学医学部附属病院

湖　南 病院群輪番制
＊休日昼夜間、毎夜間

●草津総合病院、●済生会守山市民病院、●済生会滋賀県病院、
●野洲病院、近江草津徳洲会病院、
県立総合病院(旧成人病センター )

甲　賀 病院群輪番制
＊休日昼夜間、毎夜間 ●公立甲賀病院、生田病院、甲南病院、甲賀市立信楽中央病院

東近江 病院群輪番制
＊休日昼夜間、毎夜間

●近江八幡市立総合医療センター、●東近江総合医療センター、
●東近江敬愛病院、●東近江市立能登川病院、●日野記念病院、
●湖東記念病院

湖　東 病院群輪番制
＊休日昼夜間、毎夜間 ●彦根市立病院、●彦根中央病院、●友仁山崎病院、●豊郷病院

湖　北 病院群輪番制
＊休日昼夜間 ●市立長浜病院、●長浜赤十字病院、●長浜市立湖北病院

湖　西 病院群輪番制
＊休日昼夜間、毎夜間 ●高島市民病院、マキノ病院

（６）三次救急医療体制
○�　三次救急医療は、二次救急医療機関で対応できない重篤な救急患者(脳卒中、急性心筋
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梗塞や重症外傷等、複数の診療科にわたる治療等を要する患者)を24時間365日体制で対応
する医療であり、本県では４か所の救命救急センターが担っています。
○�　救命救急センターに関する国の整備目標が人口100万人あたり１か所としているところ、
本県の場合は既に４か所を指定しています。
　�　また、平成25年（2013年）８月には広範囲熱傷、四肢切断、急性中毒等の特殊患者を受
け入れることが可能な「高度救命救急センター」として大津赤十字病院を指定したことか
ら、整備は完了しています。
○�　平成27年（2015年）４月28日、滋賀県全域と京都府南部を運航範囲とする京滋ドクター
ヘリ＊(基地病院：済生会滋賀県病院)が運航を開始し、滋賀県全域で30分以内に救急医療
を提供できる体制が整いました。
○�　救命救急センターは、県南東部に所在し、二次保健医療圏によっては三次救急医療の提
供に差が生じていましたが、京滋ドクターヘリの運航開始により、一定の改善をみました。
○�　ドクターヘリの機動力により、滋賀県内のみならず、関西広域連合管内を１つの医療圏
(四次医療圏)とする救急医療提供体制の構築も可能となりました。
○�　滋賀医科大学医学部附属病院は、全科当直体制を敷き、急性大動脈解離に対する緊急手
術に対応する等、急性期医療の拠点病院としての機能を果たしています。
○�　入院治療の必要がない軽症患者が多数受診しており、過分な負担が救命救急センターに
かかっています。
○�　自殺企図による多発外傷等、精神疾患を背景に持つ身体的救急疾病・外傷患者(身体合
併症の精神疾患患者)への対応には特殊性があります。
○�　長浜赤十字病院では精神科医師が24時間救急対応し、救急担当医師と連携する体制を
取っており、身体合併症の精神疾患患者の受入れを行っています。
○�　しかし、精神科を持たない二次救急医療機関および救命救急センターに搬送された身体
合併症の精神疾患患者については、身体疾患治療後は精神科の治療が必要となる場合が多
く、精神科病院との連携が必要です。

表３－３－６－16　本県の救命救急センターと運営体制の概要
　　　　　　体制の概要

名　称　　　　　　　

専用病床数 一日あたりの
従事医師数（人） 指定日左記のうち

ＩＣＵ �ＣＣＵ等※ 専任
兼任 オンコール

大津赤十字病院
�高度救命救急センター 38 4 34 ��5（専任）

�24（兼任） 18 昭和57年3月24日
済生会滋賀県病院
�救命救急センター 32 6 2 ��6（専任）

�96（兼任） 11 平成8年4月1日
近江八幡市立総合医療センター
�救命救急センター 18 6 12 ��4（専任）

101（兼任） 12 平成18年10月1日
長浜赤十字病院
�救命救急センター 20 7 3 ��0（専任）

�75（兼任） 14 昭和58年2月15日

※ＣＣＵ等：ＩＣＵ，ＣＣＵ，ＳＣＵ，ＨＣＵ，熱傷ベッド、小児病床
� 出典：平成28年度「救命救急センター現況調べ」（厚生労働省）

具体的な施策

（１）救急医療に関する圏域の見直し
○�　各二次保健医療圏における二次救急医療体制の維持が困難になっていることから、救急
医療体制における圏域を見直し、救命救急センターを核としたブロック化を図り、次の４
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ブロックとします。
　　①大津・湖西救急ブロック(大津保健医療圏・湖西保健医療圏)
　　②湖南・甲賀救急ブロック(湖南保健医療圏・甲賀保健医療圏)
　　③東近江救急ブロック(東近江保健医療圏)
　　④湖東・湖北救急ブロック(湖東保健医療圏・湖北保健医療圏)
○�　ブロックごとに関係機関(医療機関、消防、市町等)で構成する救急医療体制の検討の場
を設定し、ブロック化の円滑な推進のための調整を図ります。
○�　計画の中間見直し時期である３年後までに調整し、各ブロックにおける救急医療体制の
整備を図ります。

（２）救急医療機能の明確化
○�　医療機関ごとの救急医療にかかる機能を明確にし、患者の状況に応じた医療機関の受診
や搬送を可能とするため、疾病ごとに設置している検討会の結果を反映した医療機能一覧
表を作成し、定期的な更新に努めます。
○�　二次・三次救急医療機関に搬送された身体合併症の精神疾患患者について、身体疾病治
療後の精神科治療が円滑に行えるよう、精神科病院との連携や実施基準の検証に引き続き
努めます。

（３）救急医療における医師の養成・確保
○�　専門研修の基幹病院となっている、滋賀医科大学医学部附属病院、大津赤十字病院、済
生会滋賀県病院と連携し、救急医療に必要な能力を有した医師の育成・確保に努めます。

（４）病院前救護体制の強化
ア　救急救命士の確保および資質向上
　○�　救急救命士病院実習の受入れの促進を図るとともに、地域メディカルコントロール協

議会や病院等との連携により救急救命士数の確保および特定行為にかかる技術水準の向
上を図り、救命率の向上や予後の改善を推進します。

　　�　また、地域メディカルコントロール協議会における症例検討等により、救急救命士の
資質向上を図ります。

イ　実施基準の検討・見直し
　○�　受入れ困難事例の解消のため、県メディカルコントロール協議会において実施基準の

検討・見直しを適宜行い、更に実効的・有効的な実施基準となることを目指します。
ウ　バイスタンダーの育成
　○�　消防機関と連携して、企業や自治会、学校等の幅広い世代を対象に、傷病者に対する

応急手当や心肺蘇生法の啓発・研修を行います。

（５）ドクターヘリの活用
○�　キーワード方式＊の徹底により、早期医療介入を実施し、後遺症の軽減や救命数の増加
を図ります。
○�　ドクターヘリの機動力を生かし、大動脈解離の緊急手術では全県を医療圏とする等、疾
病ごとの医療圏の再構築や、関西広域連合管内を４次保健医療圏と見なす高度救急医療体
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制の構築に努めます。
○�　「出動要請が重複した場合」や「多数の傷病者が発生した場合」には、京滋ドクターヘ
リだけでなく、大阪府ドクターヘリ＊等の関西広域連合ドクターヘリ＊を容易に要請でき
る補完体制を引き続き活用します。
○�　三重県や岐阜県等の隣接県のドクターヘリとの連携体制の構築に努めます。

（６）県民啓発の実施
○�　患者が必要とする医療機関の情報、診察時間や診療科目等を提供できる「医療ネット滋
賀」の　利用を促進するため、機会を捉えて普及啓発に努めます。
　また、患者ニーズに対応するため、情報更新の徹底を医療機関に対して指導します。
○�　医療機関の適切な選択、救急車の正しい利用方法やかかりつけ医を持つことの重要性の
啓発に努めます。

《数値目標》

目標項目 現状値
（H28）

目標値
（H35） 備　考

特定行為が可能な
救急救命士

気管挿管 160人 250人
15人/年

薬剤投与 339人 430人
重症患者における受入れ医療機関決定
までの照会回数が4回以上の割合

0.1％
（H27）

0.1％
未満 現状維持

救命救急センターの充実評価Aの数 4 4 新評価基準において
もA判定を維持
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図３－３－６－17　　救急医療体制
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７　災害医療

目指す姿

▶ 災害時においても必要な医療を受けることができる

取組の方向性
　（１）災害拠点病院＊の体制強化
　（２）航空搬送拠点臨時医療施設＊の体制確立
　（３）災害対策(防災)マニュアル等の策定支援
　（４）医療救護班の強化
　（５）災害医療のコーディネート機能の充実・強化
　（６）滋賀県広域災害時における医療救護活動指針の充実
　（７）原子力災害医療の強化
　（８）広域災害救急医療情報システム＊の活用

現状と課題
（１）災害の現状
　災害には、地震、風水害、土砂災害、雪害といった自然災害から、テロ、鉄道事故や原子
力発電所での事故といった事故災害等に至るまで様々な種類があり、同じ種類の災害であっ
ても、発生場所、発生時刻や時期等によって、被災・被害の程度は大きく異なってきます。
ア　自然災害　
　①　地震
　　○�　我が国では、木造建築物の多い密集市街地が広い範囲で存在するため、地震によっ

て大規模火災が発生したり、建物が崩壊したりするなど、多大な被害が発生してきま
した。

表３－３－７－１　近年における大規模地震の発生状況

発生年 名　称 備　考

平成７年 阪神・淡路大震災 死者6,433名

平成23年 東日本大震災 死者15,893名、行方不明者2,556名
（平成28年12月９日　時点）

平成28年 熊本地震 死者49名、重傷者345名、軽傷者1,318名
（平成28年５月31日　時点）

出典：厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」
　　　（平成29年３月31日付医政地発0331第３号）

　　○�　このほかにも、東海地震、東南海・南海地震、首都直下型地震等全国規模の大規模
地震や、滋賀県内においても、琵琶湖西岸断層帯や花折断層を震源とする地震の発生
が予測されています。
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　②　風水害等
　　○�　近年、短時間強雨の年間発生回数の増加が顕著であり、大河川の氾濫も相次ぎ県内

では、平成25年度（2013年度）の台風18号による大雨で、県内各地の河川が氾濫し、
死者１名、負傷者９名を出し、多くの住家が全壊、床上、床下浸水する等、大きな被
害が発生しました。

イ　事故災害　
　○�　県内では平成３年（1991年）に死者42名、負傷者628名の信楽高原鉄道の列車正面衝

突事故が発生しました。
　○�　平成23年（2011年）３月に発生した東日本大震災では、福島第一原子力発電所の事故

により、セシウム等の放射性物質が広範囲に拡散し、現在も多くの住民の方が避難を強
いられている等、周辺地域に大きな影響を与えています。

（２）災害医療体制
ア　災害拠点病院　
　○�　県は、災害時の医療提供体制で、中心的な役割を果たす災害拠点病院を各二次保健医

療圏で計10病院指定しており、その状況は次のとおりです。

図３－３－７－２　災害拠点病院の位置
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表３－３－７－３　災害拠点病院一覧
種　別 保健医療圏 医療機関名 指定年月日

基幹災害拠点病院 県全域 大津赤十字病院 平成９年１月20日
地域災害拠点病院 大　津 市立大津市民病院 平成９年１月20日

　 滋賀医科大学医学部附属病院 平成22年３月５日
　 湖　南 草津総合病院 平成18年４月28日
　 済生会滋賀県病院 平成９年１月20日
　 甲　賀 公立甲賀病院 平成21年８月11日
　 東近江 近江八幡市立総合医療センター 平成９年１月20日
　 湖　東 彦根市立病院 平成９年１月20日
　 湖　北 長浜赤十字病院 平成９年１月20日
　 湖　西 高島市民病院 平成21年８月11日

　○�　重篤な患者を被災地域外で治療を行うための広域医療搬送＊や、災害拠点病院と保健
所等関係機関、団体との連携を図るための体制の強化が求められています。

イ　航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ : Staging Care Unit）
　○�　平成25年度（2013年度）に３か所のＳＣＵを設置し、併せて、その運営に必要な資機

材を整備しました。

表３－３－７－４　ＳＣＵおよび担当医療機関一覧
ＳＣＵ名称 担当医療機関
滋賀県立大学 彦根市立病院
滋賀医科大学 滋賀医科大学医学部附属病院
高島市民病院 高島市民病院

　○�　大規模災害発生時の航空機等による患者搬送を円滑に行うため、ＳＣＵの効率的な運
営や機能充実が必要です。

ウ　災害対策(防災)マニュアル
　○�　災害時、県民に必要な医療機能を迅速に復旧させるためには、災害対策（防災）マニュ

アル、業務継続計画(ＢＣＰ)＊および職員参集マニュアルを策定し、平素より訓練を実
施する等体制の構築が必要です。県内の病院の策定状況は次のとおりです。

表３－３－７－５　県内57病院の災害対策（防災）マニュアル等策定状況
項目 現状値（H28）

災害対策(防災)マニュアル
・策定済み　　　　43病院
・準備中　　　　　12病院
・策定予定無し　　� 2病院

ＢＣＰ
・策定済み　　　　12病院
・準備中　　　　　33病院
・策定予定無し　　12病院

職員参集マニュアル
・策定済み　　　　32病院
・準備中　　　　　20病院
・策定予定無し　　� 2病院
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　○�　災害対策（防災）マニュアル、ＢＣＰおよび職員参集マニュアル等が未策定の病院に
対しては、策定を促すとともに、適切な支援を実施する必要があります。

エ　医療チーム　
　①　災害派遣医療チーム＊（ＤＭＡＴ：Disaster�Medical�Assistance�Team）
　　○�　ＤＭＡＴは、災害発生直後の急性期(概ね48時間以内)に活動が開始できる機動性を

持った、専門的な研修・訓練を受けた医療チームで、下記の活動を行います。
　　　・病院支援(診療支援、病院避難支援)
　　　・現場活動(救護所、救助現場)
　　　・地域医療搬送
　　　・広域医療搬送(機内活動、SCU活動)
　　　・避難所救護所活動　等
　　○�　災害の発生に備えて、ＤＭＡＴ隊員の資質向上と連携を図るために、定期的な研修

や訓練を実施しています。
　　　・DMAT隊員技能維持研修
　　　・DMAT強化訓練、近畿地方DMAT訓練
　　　・広域搬送訓練
　　　・県総合防災訓練、近畿２府７県合同防災訓練　等
　　○�　ＤＭＡＴの派遣要請は、県と災害拠点病院の間で締結した協定に基づき、知事が行

うことになっており、現在県内の災害拠点病院に30チーム保有しています。
　　　（平成29年(2017年) ２月末時点）
　　○�　平成28年(2016年) ４月に発生した熊本地震での活動を踏まえ、円滑なＤＭＡＴ活動

を進めるには、活動期間の長期化、病院避難や避難所等での活動を念頭に置き、更な
る人材の養成や資質の向上、ロジスティック＊の充実が求められています。

　　　※　ＤＭＡＴの活動
　　　　�　ＤＭＡＴ１隊あたりの活動期間は、その機動性を確保する観点から、移動時間を

除き概ね48時間以内を基本とする。
　　　　�　なお、災害の規模に応じて、ＤＭＡＴの活動が長期間（１週間など）に及ぶ場合

には、ＤＭＡＴ２次隊、３次隊等の追加派遣で対応することを考慮する。　　　　
(日本ＤＭＡＴ活動要領)

　②　医療救護班
　　○�　県では、災害発生時の円滑な医療救護活動を実施するため、平成19年(2007年) ３月

「災害時の医療救護活動に関する協定」を下記団体と締結しています。

表３－３－７－６　医療救護活動に関する協定締結団体
協定名称 締結団体

災害時の医療救護活動に関する協定

滋賀県医師会
滋賀県歯科医師会
滋賀県薬剤師会
滋賀県看護協会
滋賀県病院協会
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　　○�　東日本大震災や熊本地震では被災された住民の避難生活が長期化したことから、急
性期医療に続く健康管理を中心とした医療の提供や相談体制について、災害時健康危
機管理支援チーム(ＤＨＥＡＴ：Disaster�Health�Emergency�Assistance�Team)＊

や日本医師会災害医療チーム＊（ＪＭＡＴ：Japan�Medical�Association�Team）
を初めとする各団体の活動との連携も含めて検討する必要があります。　

　③　災害精神医療
　　○�　東日本大震災では、病院協会、医師会との協定に基づき、精神科医療機関、大学、

県の連携による「こころのケアチーム」を派遣しました。また、熊本地震では、ここ
ろのケアチームとして県立精神医療センター・滋賀医科大学の協力を得て５チームが
現地に赴き、現地での災害支援活動を行ったところです。

　　○�　災害発生を想定し、有事の際に、精神科医療および精神保健活動の支援を行う災害
派遣精神医療チーム（DPAT）＊の体制づくりが急務です。

　④　災害時小児周産期医療
　　○�　過去の災害から、災害時に機能する小児周産期医療体制を平時から構築する必要性

が指摘されています。
　　○�　本県では、県総合防災訓練時に、ＤＭＡＴ等と連携できるよう取組を進めていると

ころです。
　　○�　平時からの日本産科婦人科学会大規模災害対策情報システムの活用などを含め、今

後県内の医療状況に沿った体制を検討していくとともに、災害時の小児周産期医療の
調整役である災害時小児周産期リエゾン＊の人材育成に取り組む必要があります。

　⑤　災害時人工透析医療
　　○�　災害時支援体制の整備として、平成29年（2017年）に人工透析担当マニュアル（県

大規模災害発生時マニュアル）を改定するとともに透析患者に人工透析患者災害時支
援シートを配布しています。

オ　災害医療のコーディネート機能　
　○�　関西広域連合が平成24年(2012年) ３月に策定した「関西広域救急医療連携計画」では、

県外からの医療支援を受け入れる「受援体制」の確立が求められています。
　○�　本県においては、県外からの医療支援を円滑に受け入れながら、災害時の医療提供体

制を確保するため、県本部と災害現場の間、また行政と医療機関との間での円滑な連絡
調整、連携を行うための「災害医療コーディネーター」を設置しています。

　○�　平成28年(2016年)に発生した熊本地震における対応に関して、国において検証が実施
され、「被災地内に派遣される医療チームや保健師チーム等を全体としてマネジメント
する機能を構築するべき」とされたことから、大規模災害発生に備えて、他都道府県か
らの応援に対する受援体制を強化するため、一元的に情報提供、総合調整が可能な体制
の構築が必要です。

　○�　災害時の多様な調整業務に対応するため、災害医療コーディネーターの資質向上が必要です。
カ　滋賀県広域災害時における医療救護活動指針　
　○�　大規模災害が発生した際の混乱期にあっても、「最大多数の人たちに最良の医療を提

供する」という災害医療の考え方に沿って、県民の生命と健康を守ることを最優先とし、
災害時においても必要とされる医療を適切かつ効率的に提供することができるよう、平
成26年(2014年)10月に指針を策定しました。
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　○�　発生が予測される大規模災害に備え、最新の知見や訓練等で得られた課題を踏まえて、
不断の見直しを行うことが必要です。

キ　原子力災害医療
　○�　東日本大震災における福島第一原子力発電所での事故発生を受けて、原子力災害対策

指針において示されている「緊急時防護措置を準備する区域」(ＵＰＺ�:�Urgent�
Protective�Action�Planning�Zone)＊の目安の距離(原子力施設から概ね半径30㎞ )や
本県が独自に行った放射性物質拡散予測シミュレーションの結果を踏まえて、「原子力
災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲」（滋賀県版ＵＰＺ）を設定し、その範囲内
に長浜市と高島市の一部が含まれることになりました。

　○�　平成26年(2014年) ３月に滋賀県緊急被ばく医療マニュアルを策定し、緊急被ばく医療
機関として「初期」「初期・二次支援」「二次被ばく医療機関」（12病院）を指定する等、
緊急被ばく医療体制を整備しました。

　○�　平成27年度(2015年度)に国の原子力災害対策指針が改正され、新たな体制に移行する
必要が生じたことから、平成29年(2017年) ４月に原子力災害拠点病院の指定と原子力災
害医療協力機関の登録を行いました。

表３－３－７－７　原子力災害拠点病院および原子力災害医療協力機関一覧
種　別 機　関　名　称 指定または登録年月日 備　考

原
子
力
災
害

拠
点
病
院

長浜赤十字病院【基幹】

平成29年４月１日

災害拠点病院
救命救急センター

大津赤十字病院 基幹災害拠点病院
高度救命救急センター

滋賀医科大学医学部附属病院 災害拠点病院

原
子
力
災
害
医
療
協
力
機
関

１ 市立大津市民病院

平成29年４月17日

災害拠点病院
２ 草津総合病院 災害拠点病院

３ 済生会滋賀県病院
災害拠点病院
救命救急センター
京滋ドクターヘリ基地病院

４ 公立甲賀病院 災害拠点病院

５ 近江八幡市立総合医療センター 災害拠点病院
救命救急センター

６ 彦根市立病院 災害拠点病院
７ 市立長浜病院 UPZ隣接公立病院
８ 長浜市立湖北病院 UPZ隣接公立病院
９ 高島市民病院 災害拠点病院
10 一般社団法人滋賀県医師会

関係団体
11 一般社団法人滋賀県薬剤師会
12 公益社団法人滋賀県看護協会
13 公益社団法人滋賀県放射線技師会
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　　○�　原子力災害医療体制を充実させるため、原子力災害拠点病院や原子力災害医療協力機
関の機能強化や隣接府県および関係機関との連携、協力関係の構築が必要です。

ク　広域災害救急医療情報システム（EMIS：Emergency Medical Information System）
　○�　災害時の迅速な対応が可能となるよう、患者の医療機関受診状況、ライフラインの稼

動状況等の情報を、災害時において相互に収集・提供する機能を持つシステムが全国で
稼働しており、本県においてもこのシステムを導入しています。

　○�　災害発生時にＥＭＩＳを活用して、円滑に情報提供と収集を行うためには、医療関係
者等に対して定期的な入力訓練を実施し、被災状況等の入力を徹底するとともに操作の
習熟度を上げる必要があります。

　○�　災害時には被災のため、被災状況等を入力ができない病院が発生することが想定され
ることから、病院の状況を把握し、情報を代行入力するための体制づくりや手順の設定
を行うとともに、定期訓練と併せて代行入力に係る訓練も実施する必要があります。

具体的な施策

（１）災害拠点病院の体制強化
○�　災害発生直後のＤＭＡＴ派遣、災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための
診療、患者等の受入れや搬出を行う域内および広域医療搬送への対応等を円滑に実施でき
る体制づくりを支援していきます。

（２）航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の体制確立
○�　大規模災害発生時の航空機等による患者搬送を円滑に行うため、ＳＣＵを効率的に運営
できる体制づくりを行います。

（３）災害対策(防災)マニュアル等の策定支援
○�　災害時、県民に必要な医療機能を迅速に復旧させるため、県内病院の災害対策（防災）
マニュアル、ＢＣＰおよび職員参集マニュアル等の策定を支援します。

（４）医療救護班の強化
○�　ＤＭＡＴを含む自己完結型の医療救護班を迅速に派遣するため、これまで整備してきた
物的、人的資源が円滑に機能するよう、研修や訓練等を充実させ、災害医療関係者の資質
向上を図ります。また、研修や訓練等を通じて、関係機関・団体との顔の見える関係を構
築する等、相互理解や連携強化を図ります。
○�　平時からの日本産科婦人科学会大規模災害対策情報システムの活用や災害時小児周産期
リエゾンの育成を進め、防災訓練や研修会等に参加し、DMAT（災害派遣医療チーム）
等と連携することができる体制を構築していきます。
○�　透析患者への災害時支援を充実するため「人工透析患者災害時支援シート」の周知と活
用促進に努めます。また、災害時に備えた訓練等の実施など、滋賀県腎臓病患者福祉協会
や滋賀腎・透析研究会の琵琶湖災害時透析ネットワークを通じて関係機関との連携を推進
します。
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（５）災害医療のコーディネート機能の充実・強化
○�　災害時の多様な調整業務に対応するため、多職種の災害医療コーディネーターの委嘱、
資質向上を図ります。
○�　災害医療本部に保健活動調整本部を併設し、保健医療活動チーム＊(DMAT、JMAT、
DPAT、日本赤十字社の医療救護班、歯科医師チーム、薬剤師チーム、看護師チーム、保
健師チーム、管理栄養士チーム等)の総合調整を行うための機能の充実・強化を図ります。

（６）滋賀県広域災害時における医療救護活動指針の充実
○�　発生が予測される大規模災害に備え、最新の知見や訓練等で得られた課題を踏まえて、
指針の不断の見直しを行います。

（７）原子力災害医療の強化
○�　原子力災害医療を充実させるため、原子力災害拠点病院や原子力災害医療協力機関の機
能強化や隣接府県および関係機関との連携、協力関係の構築を図ります。
○�　訓練を通して緊急被ばく医療マニュアルの点検を行い、適宜、改定を行うとともに、隣
接府県および関係団体との連携、協力関係の構築を図ります。
○�　医療機関における原子力災害医療に従事する人材養成についての支援、協力を行い、原
子力災害医療に従事する医療関係者の資質の向上を図ります。

（８）広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の活用
○�　日頃から災害の発生に備えて、定期的な入力訓練を実施します。また、災害時には被災
のため、情報入力ができない病院が発生することが想定されることから、病院の状況を把
握し、情報を代行入力するための体制づくりや手順の設定を行うとともに、定期訓練と併
せて代行入力に係る訓練も実施します。

≪数値目標≫

目標項目 現状値（H29） 目標値（H35）

マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
策
定
支
援

災害対策(防災)マニュアル
・策定済み　　　　43病院
・準備中　　　　　12病院
・策定予定無し　　� 2病院

全57病院策定済み

ＢＣＰ
・策定済み　　　　12病院
・準備中　　　　　33病院
・策定予定無し　　12病院

全57病院策定済み

職員参集マニュアル
・策定済み　　　　32病院
・準備中　　　　　20病院
・策定予定無し　　� 5病院

全57病院策定済み

体
制
整
備
等

DMATチーム数および有資格
者 30チーム　183人 34チーム　200人

災害医療コーディネーター研
修の実施

災害医療コーディネーターの
受講率　73%

災害医療コーディネーターの
受講率　100%
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８　小児医療（小児救急を含む）
（１）小児救急医療

目指す姿

▶  良質かつ適切な小児医療を受けることができる。
　 ・ 各二次および三次医療機関が担う医療機能が明確になり、機能分担と連携が強化

されている。
　 ・初期、二次および三次医療機関の担う役割に合致した患者が受診している。

取組の方向性
　ア　小児救急医療に関する圏域の見直し
　イ　小児救急医の効率的な活用
　ウ　二次救急医療機関と開業小児科医師との連携
　エ　小児科を専門としない医師による初期小児救急医療の強化
　オ　保護者への啓発

現状と課題

ア　小児医療をとりまく現状
　①　小児の疾病
　　○�　県内小児人口（０歳から14歳までを指す。以下同じ）は、平成24年(2012年)10月の

210,113人から平成28年(2016年)10月は、201,518人と減少しています。
　　○�　小児の疾病については、急性上気道感染症をはじめとする呼吸器系の疾患が圧倒的

に多くなっています。
　　○�　医療の進歩等により、人工呼吸器や胃ろう等を使用し、痰の吸引や経管栄養などの

医療的ケアが必要な子どもが増加しており、小児在宅医療体制の整備が必要です。

図　３－３－８－１　小児人口の推移

� 出典：「滋賀県推計人口年報」（滋賀県）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　②　死亡の状況
　　○�　平成27年度（2015年度）の本県の小児死亡数は42人であり、主な原因は先天奇形お

よび染色体異常が最も多く、次いで周産期に発生した病態、がん、不慮の事故でした。

　③　医療提供体制
　a　施設の状況
　　○�　平成28年（2016年）10月現在、県内で小児科を標榜している病院は57病院中30病院

であり、一般診療所では1,063施設中279施設です。

表　３－３－８－２　小児科を標榜している医療機関数
圏域名 病　院 診療所
大　津 5� 58�
湖　南 9� 50�
甲��賀 3� 25�
東近江 5� 53�
湖　東 3� 35�
湖　北 3� 49�
湖　西 2� 9�
計 30� 279�

� （平成29年10月現在）　　　　　　　　　　　　　　　

　b　小児専門医療を担う機関
　　○�　県立小児保健医療センターは、難治・慢性疾患の診療（神経疾患、筋疾患、先天性

整形外科疾患、先天性難聴、アレルギー疾患等）を担い、難治・慢性疾患児の急変時
に対応をしています。

　　○�　国立病院機構紫香楽病院やびわこ学園医療福祉センター草津・野洲では、児童福祉
法による医療型障害児入所施設として重症心身障害児等への支援を行うと同時に、医
療法で規定される病院の機能をもち、重症心身障害児等に対する医療を担っています。

　　○�　滋賀医科大学医学部附属病院は、特定機能病院として高度専門的な小児医療を担っ
ています。

　c　小児医療に係わる医師の状況
　　○�　県内における、平成22年（2010年）小児科従事医師数は224人でしたが、平成26年（2014

年）医師数は229人となっており、若干増加しています。
　　○�　病院の小児科医師（常勤）数も、平成23年（2011年）115人から平成28年（2016年）

121人と増加しています。
　　○�　しかし、平成26年（2014年）の「０～ 14歳人口10万人あたりの医師数」は、110.6

人と全国平均より7.4人多いですが、保健医療圏域ごとにみると５圏域で全国平均を
下回り、圏域間で最大３倍の差が見られます。

　　○�　医師の偏在による小児科医師の不足は、依然解消されていない状態にあります。
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図　３－３－８－３　人口10万人当たりの医師数

� 出典：「医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省）　　　　　　　　　　　

表　３－３－８－４　平成26年二次保健医療圏ごとの小児科医師数

圏域 人数 小児人口10万人当たりの医師数

大　津 80 163.9�

湖　南 67 125.4�

甲��賀 11 53.8�

東近江 28 84.0�

湖　東 15 65.5�

湖　北 22 97.8�

湖　西 6 100.1�

計 229 110.6�

� 出典：平成26年度「医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省）　　　　　　　　　　　　　　　　

イ　小児救急医療の現状
　○　本県における小児救急医療体制は、以下の３体制で対応しています。
　　・入院治療が必要ない程度の治療を診療所や休日急患診療所で行う初期救急医療体制
　　・入院治療を必要とする医療を救急告示病院で行う二次救急医療体制
　　・重篤な救急患者の治療を必要とする医療を救命救急センターで行う三次救急医療体制
　○　小児救急搬送患者においても一般救急搬送患者と同様、軽症者が多くを占めています。
　○�　平成27年度（2015年度）における小児医療の二次・三次医療機関における小児救急患

者の一日平均人数は、191.3人で、そのうち入院した患者数は16.4人となっています。
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表　３－３－８－５　二次・三次医療機関を受診した小児救急患者( １日平均・人)

圏域名
小児救急患者 うち入院患者

平成22年度 平成27年度 平成22年度 平成27年度
大　津 27.8� 31.1� 2.4� 2.2�
湖　南 73.2� 47.1� 4.0� 3.9�
甲��賀 7.1� 8.9� 0.2� 0.2�
東近江 25.0� 31.0� 1.7� 3.8�
湖　東 41.8� 17.2� 1.8� 0.9�
湖　北 52.4� 47.3� 3.6� 4.9�
湖　西 4.8� 8.8� 0.4� 0.4�
計 232.0� 191.3� 14.2� 16.4�

� 出典：「小児救急医療体制の取組状況調査」（厚生労働省）

表　３－３－８－６　急病における救急搬送患者のうち軽症者が占める割合(%)
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

全　体 75.7� 76.0� 77.7� 74.9� 73.5�
新生児

(生後28日未満) 54.5� 46.2� 54.5� 64.7� 41.2�

乳幼児
(生後28日以上7歳未満) 75.0� 74.8� 76.0� 74.0� 71.3�

少　年
( ７歳以上18歳未満) 77.5� 78.6� 80.9� 76.7� 78.3�

� 出典：「救急年報報告」（消防庁）

ウ　初期救急医療体制
　○�　初期救急医療体制は、かかりつけ医、在宅医当番制や休日急患診療所による一般的な

体制で対応しています。
　○�　二次保健医療圏によっては、二次救急医療機関が初期救急医療も担っていることから

小児科医師に負担がかかっています。

表　３－３－８－７　初期救急医療体制
圏域名 在宅医当番制 共同利用型＊ 休日急患診療所
大　津 － ○ －
湖　南 － － ○
甲��賀 － ○ －
東近江 ○ － ○
湖　東 － － ○
湖　北 － － ○
湖　西 － － －

エ　二次救急医療体制
　○�　二次救急医療体制は、二次保健医療圏域に小児科医師を確保するため、病院群輪番制

や共同利用型病院方式＊による小児救急医療支援事業を実施しています。
　○�　家庭環境の変化や保護者の病院志向から、本来は初期救急医療機関を受診すべき患者
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が二次救急医療機関を受診しており、病院勤務の小児科医師に過大な負担が生じています。
　○�　病院勤務の小児科医師が減少していることから病院群輪番制に参画する病院が減少し

ており、また、二次保健医療圏における小児科医師の偏在が顕著であることから、現在
の７つの各二次保健医療圏で二次救急医療を完結することが困難な状況になっています。

表　３－３－８－８　二次救急医療体制(小児救急医療支援事業)
圏域名 参加医療機関
大　津 大津赤十字病院(共同利用型)

湖　南 済生会守山市民病院、済生会滋賀県病院
近江草津徳洲会病院

甲��賀 公立甲賀病院(共同利用型)

東近江
近江八幡市立総合医療センター
東近江総合医療センター
日野記念病院

湖　東 彦根市立病院
湖　北 長浜赤十字病院、市立長浜病院
湖　西 高島市民病院

表　３－３－８－９　大津・甲賀地域拠点病院体制
圏域名 体　　制 参　画　医　療　機　関

大　津

大津地域小児急病診療室

設置場所：大津赤十字病院

土曜日　17：00�～�23：00
日祝日　10：00�～�23：00

【大津市医師会（34診療所）】

　あすとこクリニック、小児科伊吹医院、池野医院、
　皇子山こどもクリニック、大津ファミリークリニック、おの医院、
　スワン会大津小児科医院、金田医院、小児科おくだ医院、
　医療法人北村医院、大道医院、医療法人岡本医院、
　医療法人輝生産婦人科内科小児科医院、医療法人社団こんどう小児科、
　下嘉医院、しみず小児科内科医院、高岡医院、竹内医院、
　田中ファミリークリニック、西角三愛小児科、原田医院、
　医療法人藤井医院、小児科藤井医院、医療法人明光会まつだ医院、
　医療法人央友会光吉医院、医療法人社団湖光会もみじが丘診療所、
　森岡こどもクリニック、医療法人山中医院、宮川医院、
　医療法人やまもとファミリークリニック、米村小児科、
　瀬田三愛小児科、医療法人レイクサイドクリニック、
　しろやま赤ちゃんこどもクリニック� （36人）　

【協力病院（１病院）】
　京都大学医学部附属病院�� (19人)　

甲　賀

小児救急医療拠点病院体制

拠点病院：公立甲賀病院

土曜日　13：00�～�18：00
日祝日　� 8：00�～�18：00

【甲賀湖南医師会（4診療所）】
　たなか小児科医院、のむら小児科、太田医院、
　湖南市国民健康保険岩根診療所� （4人）　

【協力病院】
　国立病院機構紫香楽病院� (4人)　

【拠点病院】
　公立甲賀病院� �(4人)　

� （平成 29年 10月 1日）

オ　三次救急医療体制
　○�　三次救急医療体制は、一般救急と同様に、４か所の救命救急センターで対応しています。
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　○�　平成27年４月28日から滋賀県全域と京都府南部を運航範囲とする京滋ドクターヘリ
(基地病院：済生会滋賀県病院)が運航を開始しました。

　　�　京滋ドクターヘリには全国で初めて小児救急医が搭乗し、小児事案では小児救急医が
優先して出動しています。

　○�　また、県内の医療機関でこれまで対応できなかった緊急手術などについては、ドクター
ヘリの機動力を活かして、県外の医療機関へ緊急搬送することが可能となりました。

　○�　救命救急センターにおいても軽症患者の受診が多く、救急搬送患者も軽症者が多くを
占めています。

　○�　一方で、少子化により救命救急センターにおいても重症の小児救急患者数は少なく、
小児科医師の重症例を経験する機会が更に少なくなっています。

カ　小児救急電話相談事業
　○�　小児の夜間、休日における急変時の保護者の不安を解消するとともに、適切な受診を

促すことで、重症化を防ぎ医療機関の負担を軽減するため、電話でアドバイスを受けら
れる小児救急電話相談事業（短縮ダイヤル＃8000番）を実施しています。

　○�　家庭での子どもの急病時の対応や、かかりつけ医に相談できる体制を確保していく必
要があります。

表　３－３－８－10　小児救急電話相談件数の推移
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

相談件数　(件) 16,830� 18,912� 18,791� 20,306� 19,288�

即受診を薦めな
かった割合(％) 80.9 80.0� 84.4� 86.2� 92.2�

具体的な施策

ア　小児救急医療に関する圏域の見直し
　○�　各二次保健医療圏における二次救急医療体制の維持が困難になっていることから、小

児救急医療体制における圏域を見直し、周産期医療ブロックとの整合性を図り、次の４
ブロックとします。

　　①大津・湖西小児救急ブロック(大津保健医療圏・湖西保健医療圏)
　　②湖南・甲賀小児救急ブロック(湖南保健医療圏・甲賀保健医療圏)
　　③東近江小児救急ブロック(東近江保健医療圏)
　　④湖東・湖北小児救急ブロック(湖東保健医療圏・湖北保健医療圏)
　○�　ブロック化の円滑な推進や今後の小児救急医療体制の検討のため、関係機関(医療機

関、消防、市町等)で構成する検討会を設置します。
イ　小児救急医の効率的な活用
　○�　二次救急医療を維持するため、現在の二次救急医療体制を再編し、効率的に小児科医

師を配置することを検討します。
　○�　二次救急医療体制の再編においては、日本小児科学会の「中核病院小児科・地域小児
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科センター登録事業」を参考に検討を進めます。
　○�　小児重症患者が発生した病院には小児救急医を緊急派遣して病院支援を行ったのち、

小児集中治療医のもとへ患者を搬送する体制を新たに構築し、県内全ての小児に地域格
差のない小児救急・集中治療を提供できるよう努めます。

ウ　二次救急医療機関と開業小児科医師との連携
　○�　病院勤務の小児科医師を支援するため、各ブロックで開業小児科医師と二次救急医療

機関との連携を図れるよう検討を進めます。
エ　小児科を専門としない医師による初期小児救急医療の強化
　○�　主たる診療科目を小児科以外の診療科目とする開業医師や病院勤務医師等を対象に、

小児救急医療に精通した医師を講師として研修を実施することにより、ブロックの初期
医療体制の強化を図ります。

オ　保護者への啓発
　○�　県が作成する保護者向けの啓発冊子を市町の実施する乳幼児健診の際に配布し、かか

りつけ医を持つことのメリットや医療機関の適正受診について啓発を実施します。
　○�　小児救急電話相談（短縮ダイヤル＃8000番）の利用促進について、フォーラムやイベ

ント等の機会を捉えて啓発に努めます。
　○�　小児科を標榜する医療機関の診療時間、受診科目等の詳細な情報がリアルタイムに提

供できる「医療ネット滋賀」の普及啓発に努め、かかりつけ医の選択の一助とします。
　○�　関係機関(小児科医、消防機関等)が実施する保護者のための研修会等に協力します。

《数値目標》

目標項目 現状値 目標値（H35） 備　考

小児救急搬送症例における受入不可
となった件数の割合

7.7%
(H27) ７%未満

小児人口10万人当たりの時間外外
来受診人数

19,014人
（H28） 18,000人以下
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（２）小児在宅医療

目指す姿

▶  医療的ケア児＊およびその家族が、小児医療における急性期から回復期、在宅医療
に至るまでの適切な医療、サービスを切れ目なく受けることができる

取組の方向性
　ア　地域における小児在宅医療の連携体制の構築
　イ　小児在宅支援を担う医療機関の拡充
　ウ　医療的ケア児の災害時支援体制の構築
　エ　医療的ケア児と家族の交流の支援

現状と課題
ア　医療的ケアが必要な子どもの現状と課題
　○�　医療の進歩等により、人工呼吸器や胃ろう等を使用し、痰の吸引や経管栄養などの医

療的ケアが必要な子ども（以下「医療的ケア児」という。）が増加してきています。
　○�　県内の小児慢性特定疾病児童等＊の人工呼吸器装着者（24時間人工呼吸器を装着して

おり離脱の見込みがない者）は、平成26年度（2014年度）27人でしたが、平成28年度（2016
年度）には55人と28人増加しています。

　○�　特別支援学校等の医療的ケアに関する調査（文部科学省）では、県立特別支援学校に
通う医療的ケアが必要な児童生徒数は平成19年度（2007年度）75人でしたが、平成28年
度（2016年度）には138人と増加しています。

　○�　また、医療機器の進歩により、人工呼吸器を装着し在宅で生活される方が増加するこ
とが見込まれます。気管切開＊等をしていても歩ける子どもがおられます。保育所等の
入所体制についても課題があります。

イ　小児在宅医療体制の現状と課題
　○�　医療機能調査（平成29年６月）の結果では、医療的ケア児に対して、訪問診療が可能

である診療所は42施設ありました。
　○�　しかし、在宅医療全体では、訪問診療を実施している診療所は294施設あり、成人に

比べ小児在宅診療を担う医療機関が少ない状態です。
　○�　在宅医療への移行後も、入院していた医療機関に受診する傾向があります。入院して

いた医療機関が遠方である場合も多くあり、家族の負担になっています。
　○�　そのため、退院後の診療はかかりつけ医が担い、緊急時等には病院に受診できる体制

など、小児在宅医療にかかる医療連携体制を検討していく必要があります。
　○�　訪問看護ステーション実態調査（平成29年10月）では、小児（18歳未満）の訪問看護

の受入れが可能な訪問看護ステーションは64か所であり、診療所と同じく成人に比べる
と小児では少ない状態です。

　○�　また、医療的ケア児が、成人期に達する移行期が課題となっています。医療機能調査
では、小児期から成人（18歳以上）への移行時の受入れについて可能と回答した診療所
が90施設ありました。
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表３－３－８－11　診療所における訪問診療の実施状況（平成29年）
小児在宅医療

訪問診療
が可能

緊急時の
往診のみ
対応可能

条件が整
えば可能 困難 無回答 合計

在
宅
医
療
（
全
体
）

訪問診療を
実施している 39 7 44 186 18 294

訪問診療を
実施していない 3 15 29 313 35 395

無回答 0 0 1 11 4 16

合　計 42 22 74 510 57 705

� ※特別養護老人ホーム内の診療所除く。　　　　　　　　　　「医療機能調査」（平成29年度）（滋賀県）

表３－３－８－12　
訪問看護ステーションにおける小児（18歳未満）の訪問看護の受入状況（平成29年10月）

圏域名 大津 湖南 甲賀 東近江 湖東 湖北 湖西 合計

施設数 26 22 10 12 9 16 5 100

受入可能 19 10 6 7 8 10 4 64

� 出典：訪問看護ステーション実態調査（滋賀県）

表３－３－８－13　
診療所における小児期から成人（18歳以上）への移行時の受入状況（平成29年）

圏域名 可能 条件によっては可能 困難

大　　　津 23 17 82

湖　　　南 　14 　12 　111

甲　　　賀 9 7 19

東　近　江 15 11 54

湖　　　東 7 5 37

湖　　　北 15 9 34

湖　　　西 7 2 12

合　　計 90 63 349

� 「医療機能調査」（平成29年度）（滋賀県）

ウ　医療的ケア児および家族への支援の現状と課題
　○�　周産期医療では、NICU（新生児集中治療管理室）病床の満床状態緩和を図るため、

NICU等の長期入院児後方支援病床の整備を進めています。円滑に在宅医療へ移行する
には、身近な地域の病院で退院調整、移行支援が行われ、在宅移行後の急変時の受入れ
体制が整備されている必要があります。
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　○�　在宅医療に移行後、家族の一時的な休息や、急用の際に預けることができるレスパイ
ト入院＊や医療型短期入所＊が可能な医療機関や事業所の数が少なく、二次保健医療圏
間で偏りがあります。

　○�　レスパイト入院や医療型短期入所が可能な施設の整備が喫緊の課題となっています。
　○�　災害時の支援体制も重要な課題です。どこの地域に、どのような医療的ケア児が生活

しているか把握することで、災害時に円滑に支援を行う体制を構築していく必要があり
ます。

表３－３－８－14　医療型短期入所が可能な事業所数
県内 大津 湖南 甲賀 東近江 湖東 湖北 湖西
５ ０ ３ １ ０ ０ １ ０
� （平成29年度）（滋賀県）

表３－３－８－15　レスパイト入院実施可能と回答があった病院数（平成29年）
県内 大津 湖南 甲賀 東近江 湖東 湖北 湖西
８ ０ ５ ０ １ ０ ２ ０
� 「医療機能調査」（平成29年度）（滋賀県）

具体的な施策

ア　地域における小児在宅医療の連携体制の構築
　○�　在宅医療へ移行する医療的ケア児が増加しているため、小児在宅医療を担う人材養成

が不可欠です。専門病院の医師等による集合研修や実地研修等を行い、人材育成および
資質向上を図ります。

　○�　研修を受講した医師等が、実際に小児在宅医療を実践できる体制の構築を図ります。
　○�　小児在宅医療を実践するために、病院・診療所・訪問看護ステーション等の連携体制

づくりを促進します。退院時には病院から診療所や訪問看護ステーションへの情報提供
や、夜間等の緊急時への対応では平時から病院のバックアップ体制を構築していきます。

　○�　在宅医療体制をより充実するために、各圏域に調整会議等を設置し、医療や福祉、教
育等の専門職が連携を図り、地域包括ケアシステムの推進を図ります。

イ　小児在宅支援を担う医療機関の拡充
　○�　小児在宅医療への円滑な移行を図るため、より身近な病院から、在宅医療への移行に

向けて準備を行うことができるように、二次保健医療圏ごとに１病院以上、NICU等の
長期入院児後方支援病床を整備することとします。

　○�　在宅医療移行後に、家族を支援するための資源として、レスパイト入院が可能な医療
機関または医療型短期入所の受入れができる事業所が二次保健医療圏ごとに１か所以上
は確保できるようにします。

ウ　医療的ケア児の災害時支援体制の構築
　○�　どこの地域にどのような医療的ケア児がおられるか把握します。得られた情報を災害
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時対応に使用できるようマッピング化するなど、円滑かつ確実に支援できる体制の構築
を図ります。

　○�　平時から災害時の備えができるように、災害時個別支援計画の作成を支援します。

エ　医療的ケア児と家族の交流の支援
　○�　レスパイト入院等の資源拡充とともに、医療的ケア児およびその家族が、日常の情報

を共有し、精神的にサポートし合える交流会や学習会の場づくりを支援します。

《数値目標》

目標項目 現状値（H29） 目標値（H35） 備　考

NICU等の長期入院児後方支援病床 ３/７圏域 各二次保健医療圏域に
１か所以上整備

８床
（平成29年現在）

レスパイト入院受入れ可能病院
および医療型短期入所可能事業所 ３/７圏域 各二次保健医療圏域に

１か所以上整備

訪問診療可能な診療所 42診療所
各二次保健医療圏域に
現在数以上整備小児在宅受入れ可能な

訪問看護ステーション 64施設
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９　周産期医療

目指す姿

▶  周産期医療体制を充実・強化し、妊婦およびその家族が安心・安全な出産を迎える
ことができる

取組の方向性
　（１）周産期医療体制の充実・強化
　（２）NICU等の長期入院児後方支援病床の充実・強化
　（３）地域における分娩取扱場所の確保
　（４）災害時周産期医療体制の構築
　（５）ハイリスク妊産婦＊への診療体制の確保

現状と課題
（１）母子保健指標から見る現状と課題
○�　本県の出生率および合計特殊出生率は、全国的に高い値で推移しています。しかし、出
生数は、全国的な傾向と同様に減少しており、これまでプラスであった自然増減数が、平
成28年(2016年)にはマイナスとなりました。また、低出生体重児（2,500グラム未満）の
数は、出生数の９％台以上となっています。
○�　周産期死亡率＊は、平成28年(2016年)は全国平均より低い値となっており、全国１位と
なりました。しかし、過去５年間の周産期死亡率の平均値では、全国平均3.7と比べ、3.8
とやや高い値となっています。新生児死亡率＊についても、平成28年(2016年)は全国平均
よりも低い値となっていますが、過去５年間の新生児死亡率の平均値は、全国平均0.9と
比べ、1.0とやや高い値となっています。
○�　単年の指標では変動があるため、長期的な母子保健指標の改善を維持していくことが必
要です。

表　３－３－９－１　母子保健指標の推移
指標項目 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

出生率 滋賀 9.6 9.5 9.3 9.1 9.1 8.7
全国 8.3 8.2 8.2 8.0 8.0 7.8

合計特殊出生率 滋賀 1.51 1.53 1.53 1.53 1.61 1.56
全国 1.39 1.41 1.43 1.42 1.45 1.44

低出生体重児
の数（割合）

滋賀 1,317
（9.9）

1,275
（9.6）

1,217
（9.4）

1,251
（9.8）

1,168
（9.3）

1,105
（9.2）

全国 100,438
（9.6）

99,311
（9.6）

98,624
（9.6）

95,768
（9.5）

95,206
（9.5）

92,082
（9.4）

周産期死亡率 滋賀 4.3 3.8 4.4 3.7 4.5 2.4
全国 4.1 4.0 3.7 3.7 3.7 3.6

新生児死亡率＊ 滋賀 1.2 1.1 1.5 0.8 0.8 0.8
全国 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9

乳児死亡率＊ 滋賀 2.1 2.2 2.8 1.6 1.8 1.7
全国 2.3 2.2 2.1 2.1 1.9 2.0

� 出典：人口動態統計（厚生労働省）



−142−

第
３
章　
疾
病
・
事
業
ご
と
の
医
療
福
祉
体
制

第
３
部

（２）周産期医療体制の現状と課題
○�　本県における周産期医療体制は、正常な妊娠・分娩の場合は、身近な地域の医療機関（病
院、診療所、助産所、病院が設置する助産師外来＊や院内助産所）で対応し、ハイリスク
妊産婦・新生児は、総合周産期母子医療センター＊（大津赤十字病院および滋賀医科大学
医学部附属病院）および地域周産期母子医療センター＊（近江八幡市立総合医療センター
および長浜赤十字病院）が、周産期協力病院＊と連携して高度かつ専門的な医療の提供を
行っています。
○�　また、県内７つの二次保健医療圏を大津・湖西ブロック、湖南・甲賀ブロック、東近江
ブロック、湖東・湖北ブロックの４ブロックに区分し、医療資源を集約することで、高度
かつ専門的な医療提供体制の充実を図っています。
○�　大津赤十字病院が大津・湖西ブロック、滋賀医科大学医学部附属病院が湖南・甲賀ブロッ
ク、近江八幡市立総合医療センターが東近江ブロック、長浜赤十字病院が湖東・湖北ブロッ
クで、周産期医療の中核を担っています。
○�　総合周産期母子医療センターおよび地域周産期母子医療センターにおいて、人工換気管
理のできるNICU（新生児集中治療管理室）病床が不足している状態であり、周産期医療
体制の更なる整備が必要となります。更に、眼科等の専門医療を十分提供できていない状
態もあり、周産期の診療体制についても専門医療の確保が必要です。
○�　NICU病床の満床状態の緩和を図るためには、NICU病床の整備だけでなく、GCU（新
生児治療回復室）病床やNICU等の長期入院児後方支援病床の整備も必要になります。
○�　現在、東近江ブロックでは、GCU病床が０床となっており、地域周産期母子医療センター
である近江八幡市立総合医療センターでNICU病床が満床の時には、状態が安定している
児の転院、ハイリスクな妊婦を母体搬送している現状があり、GCU病床の整備が喫緊の
課題となっています。
○�　NICU等の長期入院児後方支援病床は、県立小児保健医療センター４床、大津赤十字
病院２床、彦根市立病院２床が設置されています。平成28年度(2016年度)においては、入
院児11人中７人が退院し在宅医療に移行しています。

○�　今後、身近な地域の病院から在宅医療へ移行できるよう体制を整備する必要があり、
併せて在宅医療移行後においても、児およびその家族に対する支援体制を構築すること
が必要です。

○�　新生児の救急搬送については、大津赤十字病院および長浜赤十字病院で、医師等が同
乗し、治療をしながら新生児を搬送する新生児救急搬送車（新生児ドクターカー＊）の運
営を行い、新生児医療の確保、充実を図っています。大津赤十字病院の新生児ドクターカー
が県内全域、長浜赤十字病院の新生児ドクターカーが湖東・湖北ブロックを対応してい
ます。

○�　新生児ドクターカー出動時の協力体制について、消防機関等関係機関と調整を行って
いく必要があります。
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図　３－３－９－２　滋賀県周産期医療提供体制（平成29年（2017年）４月現在）

表　３－３－９－３　県内周産期関係病床数（平成29年（2017年）４月現在）

医療機関名 役　割 MFICU＊
病床数

NICU
病床数

GCU
病床数

人工換気装置
（侵襲的）管
理可能病床数

大 津 赤 十 字 病 院 総合周産期母子
医療センター＊ ６ ９ ９ 21

滋賀医科大学医学部附属病院 総合周産期母子
医療センター＊ ６ ９ ９ 12

近江八幡市立総合医療センター 地域周産期母子
医療センター＊ ０ ９ ６ ０

長 浜 赤 十 字 病 院 地域周産期母子
医療センター＊ ０ ８ ８ 13

合　　計 12 35 32 46

� 出典：周産期医療施設状況調査（平成29年）（滋賀県）

総合周産期母子医療センター

（大津赤十字病院、滋賀医科大学医学部附属病院）

高度な周産期医療を提供

地域周産期母子医療センター＊

（近江八幡市立総合医療センター、長浜赤十字病院）

比較的高度な周産期医療を提供

周産期協力病院

地域周産期母子医療センターと協力して二次的医療を提供

一般産科診療所、病院、助産所

正常分娩等リスクの低い分娩を扱う

NICU
＊
等の長期入院児後方支援病床

（ 県立小児保健医療センター、

大津赤十字病院、彦根市立病院）

NICU
＊
等の長期療養児の受入

在宅療養への円滑な移行促進
（ 県立小児保健医療センターが調整役）

退院（在宅療養へ）

【大津・湖西ブロック】 【東近江ブロック】

市立大津市民病院、高島市民病院 国立病院機構東近江総合医療センター

【湖南・甲賀ブロック】 【湖東・湖北ブロック】

済生会滋賀県病院、草津総合病院、 彦根市立病院

公立甲賀病院
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表　３－３－９－４　県内の産科医療機関（分娩取扱あり）（平成29年（2017年）８月現在）
圏域名 区分 医療機関名 圏域名 区分 医療機関名

大津

病院

大津赤十字病院　※２

東近江

病院
近江八幡市立総合医療センター　※２

滋賀医科大学医学部附属病院　※１　

※２ 東近江総合医療センター

市立大津市民病院　※１　※２

診療所

太田産婦人科医院

診療所

松島産婦人科医院 鶴崎産婦人科医院
青木レディースクリニック 笠原レディースクリニック
桂川レディースクリニック うえだウィメンズクリニック
竹林ウィメンズクリニック 緑町診療所
浮田クリニック

助産所
うたな助産所

助産所 槙田助産院 磯部助産院
湖西 病院 高島市民病院

湖東
病院 彦根市立病院　※２

湖南

病院
草津総合病院　※２

診療所
神野レディースクリニック

済生会滋賀県病院　※２ 神野レディースクリニック　アリス
南草津野村病院　※１　※２

湖北
病院

長浜赤十字病院　※１　※２

診療所

ハピネスバースクリニック 市立長浜病院　※１　※２

山田産婦人科
診療所

橋場レディースクリニック
坂井産婦人科 佐藤クリニック
ちばレディースクリニック

合計

病院 13施設
渡辺産婦人科
希望が丘クリニック

診療所 23施設
清水産婦人科

甲賀

病院 公立甲賀病院
助産所 ５施設

※施設内分娩取扱いのみ
診療所

産科・婦人科　濱田クリニック
野村産婦人科 　　　　　　　　　　　　※１　院内助産所あり（５病院）

　　　　　　　　　　　　※２　助産師外来あり（10病院）
助産所

まごころ助産院
ゆうこ助産院

（３）県の特性と医療資源からみる現状と課題
○�　本県では、診療所で出産する割合が約６割と病院より高くなっています。
○�　周産期医療体制としては、正常な妊娠、分娩については、身近な地域の医療機関（病院、
診療所、助産所、病院が設置する助産師外来や院内助産所）で対応していますが、診療所
の産婦人科医師の半数は、年齢が60歳以上となっています。分娩を取り扱う診療所の数に
ついては平成24年度(2012年度)には27施設ありましたが、平成29年(2017年) ８月現在では
23施設と減少しています。
○�　今後、分娩できる産科診療所の減少を想定し、安心・安全に出産ができるように今後の
出産場所のあり方について検討していく必要があります。
○�　周産期医療を担う医療従事者に対し、研修等を行い人材育成と確保を図る必要がありま
す。
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表　３－３－９－５　出生の分娩場所別の割合（平成28年（2016年））
病院 診療所 助産所 その他

滋　　賀 39.0％ 60.6％ 0.3％ 0.1％
全　　国 54.3％ 45.0％ 0.6％ 0.2％
� 出典：人口動態統計（厚生労働省）

表　３－３－９－６　分娩取扱診療所における医師の年齢（平成29年４月現在）
20歳台 30歳台 40歳台 50歳台 60歳台 70歳台

男 0 3人 3人 7人 13人 2人
女 0 1人 0 1人 1人 0

合　計 0 4人 3人 8人 14人 2人
割　合 0% 13% 10% 26% 45% 6%
� 出典：周産期医療施設状況調査（平成29年）（滋賀県）

（４）災害時の小児・周産期医療に関する現状と課題
○�　過去の災害から、災害時に機能する小児周産期医療体制を平時から構築する必要性が指
摘されています。
○�　本県では、総合防災訓練時に、DMAT（災害派遣医療チーム）等と連携できるよう取
組を進めているところです。
○�　平時からの日本産科婦人科学会大規模災害対策情報システムの活用などを含め、今後県
内の医療状況に沿った体制を検討していくとともに、災害時の小児周産期医療の調整役で
ある災害時小児周産期リエゾンの人材育成に取り組む必要があります。

（５）ハイリスク妊産婦への診療体制に関する現状と課題
○�　出産年齢の上昇等により、健康管理が重要となる妊婦が増加傾向にあります。
○�　また、産後うつの予防等を図るため、産後２週間、産後１か月などの出産後間もない時
期からの産婦に対する健康診査の重要性が指摘されています。
○�　妊婦健康診査の適切な受診や、自らの健康管理の推進を図る必要があります。また、産
後においては、産婦健康診査の実施や支援体制の充実を図り、必要時には精神科医療機関
等と連携し、適切な医療を受けることができる体制の整備が必要です。

具体的な施策

《圏域の考え方》
○�　周産期医療提供体制については、従来と同様に医療資源を集約し、その有効活用を図る
ことで、県内の高度・専門医療の提供体制を充実させ、必要な医療を受けることができる
よう、周産期医療関連施設の状況および周産期医療ネットワーク＊による母体・新生児の
搬送受入の実績を踏まえて、７つの二次保健医療圏を次の４ブロックに区分し、設定します。
　　①　大津・湖西ブロック（大津保健医療圏・湖西保健医療圏）
　　②　湖南・甲賀ブロック（湖南保健医療圏・甲賀保健医療圏）
　　③　東近江ブロック（東近江保健医療圏）
　　④　湖東・湖北ブロック（湖東保健医療圏・湖北保健医療圏）
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（１）周産期医療体制の充実・強化　
○�　総合周産期母子医療センターについては、引き続きそれぞれの特性を踏まえて、以下の
役割を担うこととし、周産期医療体制の更なる充実を図ります。
○�　また、NICU病床の満床状態を緩和し、緊急時に対応できるよう、県は、国の「周産期
医療体制整備指針」のNICU整備目標に基づき、人工換気管理可能なNICU病床を県内で
37床以上となるよう整備することとします。
○�　NICUの満床状態の緩和のためには、GCU病床の体制整備も必須となります。特に東
近江ブロックのGCU病床を整備することとし、周産期医療体制の強化を図ります。
○�　総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センターにおいて、専門医療が提供
できるよう体制の整備に努めます。
○�　新生児救急搬送については、大津赤十字病院および長浜赤十字病院において、現在の体
制を継続し、新生児医療の確保と充実を図ります。
○�　新生児ドクターカーが出動できない場合の救急搬送体制について、関係機関と調整を行
うとともに、迅速な救急医療を提供するため必要に応じドクターヘリを活用します。
○�　周産期医療体制の充実・強化のため、周産期医療協議会および検討部会等で、具体的な
取組について引き続き検討を進めていきます。

表　３－３－９－７　総合周産期母子医療センターとしての役割

大津赤十字病院 滋賀医科大学医学部附属病院

（１）�周産期医療情報センター＊として、空床情
報の管理および情報提供を行う。

（２）�救急搬送コーディネーター＊を設置し、受
入病院の調整を行う。圏域を越える広域
連携について調整拠点病院として受入調
整を行う。

（３）�新生児専用ドクターカーによる搬送を行
う。

（４）�周産期医療情報センターとして、滋賀県
の周産期救急医療の動向を取りまとめ、
各周産期医療施設へ情報提供を行う。

（５）�周産期保健医療従事者（看護師、助産師、
地域関係者等）への研修等を行う。

（１）�県内唯一の医師の教育機関として、周産
期医療に従事する人材育成、安定的な確
保を行う。

（２）�周産期医療を志望する医師の計画的育成
を行う。

（３）�県内の周産期医療の充実のため、滋賀県
医師キャリアサポートセンターと連携し、
産婦人科医師、小児科医師の人材育成と
適正配置を行う。

（４）�周産期医療を担う教育研究機関として、
周産期医療情報データに基づく評価、分
析、研究を行う。

（５）�滋賀県における周産期死亡症例について
の研究を行う。

（２）NICU等の長期入院児後方支援病床の充実・強化
○�　NICU病床の効率的な運用を図るために、NICUおよびGCUに長期入院している児が、
NICU等から在宅医療へ円滑に移行できる体制の整備に努めます。
○�　NICU等の長期入院児後方支援病床は、より身近な病院で在宅医療への移行に向けて準
備を行うことができるよう各二次保健医療圏に１か所以上整備することを目指します。
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（３）地域における分娩取扱場所の確保
○�　本県の実情に沿った分娩取扱場所について、産婦人科医師、小児科・新生児科医師、助
産師等とともに検討する場を立ち上げ、安心・安全な分娩取扱場所の確保を図ります。

（４）災害時周産期医療体制の構築
○　災害時に備えて、災害時小児・周産期医療体制の検討を進めます。
○�　平時からの日本産科婦人科学会大規模災害対策情報システムの活用や災害時小児周産期
リエゾンの育成を進め、防災訓練や研修会等に参加し、DMAT（災害派遣医療チーム）
等と連携することができる体制を構築していきます。

（５）ハイリスク妊産婦への診療体制の確保
○�　産前から産後にわたり切れ目のない支援ができるよう、産前では、健康管理や妊婦健診
受診の啓発、妊娠リスクスコアの活用促進、胎児の異常があった場合に早期受診ができる
ように胎動カウントの促進を図ります。
○�　産後うつの予防等が効果的に行われるよう母子保健事業と連携し、産婦健康診査事業の
推進を図り、必要時に速やかに精神科医療機関等の関係機関と連携できる診療体制の確保
を図ります。

《数値目標》
目標項目 現状値 目標値（H35） 備　考

母子保健指標
の改善

周産期死亡率
（出産千対）

3.8
（H24～Ｈ28の平均

値）

Ｈ29～Ｈ34の
平均値が

全国平均より低い

全国平均3.7
（H24～Ｈ28の平均

値）

新生児死亡率
（出生千対）

1.0
（H24～Ｈ28の平均

値）

Ｈ29～Ｈ34の
平均値が

全国平均より低い

全国平均0.9
（H24～Ｈ28の平均

値）

周産期関連
病床の整備

NICU病床
（ただし人工換気管理可

能な病床）
32床（H29） 37床以上

GCU病床 46床（H29）
地域周産期母子医療
センターに増床

NICU等の
長期入院児後方支援病床

３/７圏域（H29）
各二次保健医療圏域に
１か所以上整備

８床（Ｈ29）
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図　３－３－９－８


